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第１章 調査実施概要 

１．事業の目的 
本事業では、有床診療所の短期入所療養介護に求められる機能、サービス提供方法等の

あり方を検討し、短期入所療養介護の実施に意欲のある診療所に対して情報提供等を行い、

有床診療所における短期入所療養介護を活性化することを目的とする。 
 

２．事業の実施方法 
 

①検討委員会・ワーキンググループの設置・開催 

学識者、有床診療所の関係者、介護支援専門員の団体関係者等からなる委員会及びワー

キンググループを設置・開催した。 

 

 ＜委員等構成＞                         （敬称略） 

【委員長】 

松田  晋哉 産業医科大学医学部 公衆衛生学教室 教授 

【委員】（五十音順）（○はワーキング委員兼任） 

○江口  成美 日本医師会総合政策研究機構 主席研究員 

○鹿子生 健一 全国有床診療所連絡協議会 副会長 

○木村  丹 全国有床診療所連絡協議会 常任理事 

鈴木  邦彦 公益社団法人日本医師会 常任理事 

○原   速 全国有床診療所連絡協議会 専務理事 

 原田  重樹 日本介護支援専門員協会 副会長 

【オブザーバー】 

西嶋  康浩 厚生労働省老健局老人保健課 介護保険データ分析室 室長 

佐藤  理 厚生労働省老健局老人保健課 療養病床転換係長 

 

【事務局】 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

田極  春美 経済・社会政策部 主任研究員 

星芝  由美子 経済・社会政策部 主任研究員 

田村  浩司 経済・社会政策部 主任研究員 

古賀  祥子 経済・社会政策部 研究員 
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 ＜委員会開催状況＞ 

回数 開催日 議題 

第１回 平成27年10月28日 

・事業の進め方について 

・調査実施方法について 

・調査票案について 

第２回 平成28年3月15日 

・郵送調査結果の報告 

・ヒアリング調査結果の報告 

・報告書案、マニュアル案について 

 

 ＜ワーキンググループ開催状況＞ 

回数 開催日 議題 

第１回 平成27年8月28日 
・事業の進め方について 

・調査実施方法について 

第２回 平成27年11月18日 
・事業の進め方について 

・マニュアルの内容について 

第３回 平成27年12月18日 
・申請書類の比較結果について 

・調査票案について 

第４回 平成28年3月5日 
・郵送調査の結果（速報）の報告 

・マニュアル案の検討 

 

 

②行政調査、介護支援専門員調査、短期入所療養介護実施診療所調査の実施 

行政調査では、行政における有床診療所の短期入所療養介護の実施についての認知状況

や申請・相談の受付体制・課題を把握するために、都道府県、政令市、中核市を対象に、

郵送によるアンケート調査を実施した。 

介護支援専門員調査では、有床診療所が提供する短期入所療養介護の利用状況、地域に

おけるニーズ、課題、介護老人保健施設や病院での短期入所療養介護との違い等を確認す

るために、全国の居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に、郵送によるアンケート

調査を実施した。 

短期入所療養介護実施診療所調査では、診療所で実施しているサービス、目指すべきサ

ービスや今後の課題等を明らかにするために、全国の短期入所療養介護を行っている有床

診療所を対象に、郵送によるアンケート調査を実施した。 

これらの調査は、有床診療所の短期入所療養介護に求められる機能、サービス提供方法

等のあり方を検討し、短期入所療養介護の実施に意欲のある診療所に対して情報提供する

ことを目的として実施したものである。 
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③短期入所療養介護の申請に関するマニュアルの作成 

有床診療所が短期入所療養介護を提供する上で、短期入所療養介護の事業開始に係る申

請書類が多く、煩雑であり、申請を円滑に行えないことが大きな課題であるため、47 都道

府県の申請書類等を比較し、既存の申請様式についての問題点の整理を行った。その結果

を踏まえ、申請を円滑に進めるためのマニュアルとして、有床診療所が申請を行う際の手

順、申請書類の記入方法等をまとめた。 

また、短期入所療養介護の運用のイメージを持てるように、短期入所療養介護を行って

いる有床診療所と、協働している介護支援専門員に対してヒアリング調査を実施し、事例

としてまとめた。 
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第２章 調査結果 

第１節 行政調査 

１．目的 
行政における有床診療所の短期入所療養介護の実施についての認知状況や申請・相談の

受付体制・課題を把握することを目的として、調査を実施した。 

 

２．調査対象 
都道府県、政令市、中核市（悉皆、112 自治体）を対象とした。 

 

３．調査方法 
・都道府県、政令市、中核市の介護保険サービス担当部署が記入する自記式調査票の郵送

配布・回収とした。 

・調査実施期間は平成 28 年 1 月 15 日～平成 28 年 2 月 11 日。 

 

４．回収結果 
都道府県では発送数 47 件に対し、有効回答数は 40 件、有効回答率は 85.1％であった。

政令市では発送数 20 件に対し、有効回答数 11 件、有効回答率は 55.0％であった。中核市で

では発送数 45 件に対し、有効回答数 33 件、有効回答率は 73.3％であった。 

 

図表２-１-１ 回収結果 

 発送数 有効回答数 有効回答率 

都道府県 47 40 85.1％ 

政令市 20 11 55.0％ 

中核市 45 33 73.3％ 
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５．調査結果 

（１）短期入所療養介護の実施状況等 

①介護保険事業（支援）計画における短期入所生活介護・短期入所療養介護の利用日数の

状況 

介護保険事業（支援）計画における短期入所生活介護と短期入所療養介護の利用日数の

状況についてみると、都道府県、政令市、中核市のいずれも、平成 26 年度末よりも平成 29

年度末の方が利用日数は増加すると見込んでいる自治体が多かった。 

 

図表２-１-２ 介護保険事業（支援）計画における短期入所生活介護・短期入所療養介

護の利用日数の状況（平成 26年度末と平成 29年度末の比較） 

 

（注）・平成 26 年度末の数値は実績値、平成 29 年度末の数値は見込み値。 
  ・平成 26 年度・平成 29 年度の短期入所生活介護・短期入所療養介護、全項目について数値の記入の

あったものを集計対象とした。 
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②短期入所生活介護の充足状況 

短期入所生活介護の充足状況をみると、「充足している」と「まあまあ充足している」を

合わせた割合は、都道府県では 47.5％、政令市では 45.5％、中核市では 57.6％であった。

中核市では「やや不足している」が 30.3％で、都道府県、政令市と比較すると相対的に高

かった。都道府県と政令市では「わからない」が 3 割を超えた。 

 

図表２-１-３ 短期入所生活介護の充足状況 
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③短期入所療養介護の充足状況 

短期入所療養介護の充足状況をみると、「充足している」と「まあまあ充足している」を

合わせた割合は、都道府県では 42.5％、政令市では 54.6％、中核市では 57.6％であった。「や

や不足している」と「かなり不足している」を合わせた割合は、都道府県と中核市で約 2

割、政令市で約 1 割であった。都道府県と政令市では「わからない」が 3 割を超えた。 

 

図表２-１-４ 短期入所療養介護の充足状況 

 

④短期入所療養介護の整備・拡充の必要性 

今後の短期入所療養介護の整備・拡充の必要性をみると、都道府県、政令市、中核市の

いずれも「提供施設数が増えた方がよい」がそれぞれ 37.5％、36.4％、30.3％で「特に増え

る必要はない」を上回ったが、半数近くの自治体は「わからない」と回答した。 

 

図表２-１-５ 短期入所療養介護の整備・拡充の必要性 
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⑤有床診療所における短期入所療養介護の認知状況 

「届出をすれば、有床診療所の『一般病床』で提供できることを知っていた」、「届出を

すれば、有床診療所の『医療療養病床』で提供できることを知っていた」、「有床診療所の

『介護療養病床』では、みなし指定で、提供できることを知っていた」の 3 項目全てを選

択した自治体は、都道府県で 65.0％、政令市で 54.5％、中核市で 45.5％にとどまった。 

 

図表２-１-６ 有床診療所における短期入所療養介護の認知状況（複数回答） 
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【参考】上記３項目を全て知っていた自治体
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⑥短期入所療養介護を実施している有床診療所の状況 

短期入所療養介護を実施している有床診療所の有無をみると、「ある」が、都道府県では

80.0％、政令市では 36.4％、中核市では 48.5％であった。 

短期入所療養介護を実施している有床診療所がある自治体に、その施設数を尋ねたとこ

ろ、都道府県、政令市、中核市のいずれも、ばらつきのある結果となった。 

 

図表２-１-７ 短期入所療養介護を実施している有床診療所の有無 

 

 

図表２-１-８ 短期入所療養介護を実施している有床診療所数 

（短期入所療養介護を実施している有床診療所がある自治体） 

 

（注）短期入所療養介護を実施している有床診療所数に記載のあったものを集計対象とした。  
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⑦有床診療所における短期入所療養介護の整備・拡充の必要性 

有床診療所における短期入所療養介護の整備・拡充の必要性をみると、都道府県、政令

市、中核市のいずれも「提供施設数が増えた方がよい」は 25％程度にとどまり、「わからな

い」が半数を超えた。 

 

図表２-１-９ 有床診療所における短期入所療養介護の整備・拡充の必要性 

 

 

今後の有床診療所による短期入所療養介護の整備・拡充の必要性について、自由記述式

で記載して頂いた内容のうち、主な意見を取りまとめた。 

 

＜整備・拡充が必要である＞ 

・介護療養病床の廃止に伴い、整備拡充の必要性は高まると思われる（同旨含め 2 件）。 

・医学管理を必要とする要介護者の生活の質の向上及びその家族の負担軽減のため、拡充

が必要であると考える（同旨含め 2 件）。 

・拡充は必要であると考える。一般病床と短期入所療養介護の人員基準の違いや、夜間の

看護職員の配置について現行では問題がある。 

・短期入所生活介護では受入が困難な医療依存度が高い利用者が、安心して在宅で生活を

継続していくためには、日常生活圏域で短期入所療養介護が利用できるようにする必要

があり、介護老人保健施設や介護療養型医療施設の空床利用だけではその実現が難しい。 

・高齢化が進み医療ニーズの高い利用者が増加することが見込まれるため、今後は医療的

ケアの対応の必要性は高まると考えられる。地域包括ケアシステム構築の観点から老健、

病院と比べより地域に密着した存在であり、在宅医療の拠点としての機能を果たす有床

診療所における短期入所療養介護は今後のサービス提供の在り方として選択肢の一つに

なると考える。 

・医療依存度の高い高齢者が住み慣れた環境で生活を持続できることから、在宅医療の推
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提供施設数が増えた方がよい 特に増える必要はない わからない

10自治体

17自治体8自治体8自治体

6自治体2自治体3自治体

5自治体 25自治体
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進のみならず、地域医療と介護の連携に寄与するものと考える。 

・在宅ケアを推進していくためには、医療的なケアが必要な高齢者に対する環境づくりが

重要である。短期入所生活介護では対応できない人の受け皿として短期入所療養介護は

必要であり、主治医の診療所で、一時受入ができるならば利用者にとってメリットは大

きいと考える。 

・特養整備に伴う床数増加によって、一部地域では短期入所生活介護の不足感が解消され

つつある一方で、医療ケアが必要な高齢者についての受入は困難な状態である。老健の

短期入所療養介護においてもリハビリを目的とした利用が中心となっていることから、

医療依存度が高い高齢者の在宅療養を支えるためにも介護者のレスパイトを目的とした

受け皿の整備が必要と考えている。  ／等 

 

＜整備・拡充の必要はない＞ 

・整備・拡充を進める予定はない（同旨含め 3 件）。 

・特にニーズが多い、供給が少ないという状況ではない。 

・現在のところ整備・拡充の必要性はないと考えているが、今後の状況によっては検討す

る。  

 

＜有床診療所からの申請がない＞ 

・介護老人保健施設や病院における指定はあるが、現段階で有床診療所における短期入所

療養介護の相談等がないため積極的な整備・拡充は考えていない。 

・これまで有床診療所（介護療養型医療施設以外）から相談を受けたケースがないため何

とも言えない。 

・医療ニーズのある利用者の緊急利用に対応できるサービスとして拡充されていけば地域

包括ケアの観点からも望ましいが、指定申請がほとんどないのが現状である。 

 

＜その他＞ 

・医療関連部署からの制度周知が効果的だと思われる。 

・介護・医療ともに制度が複雑化し、利用者やその家族などが理解するのが困難なため、

制度の簡素化が必要である。有床診療所による短期入所療養介護の整備・拡充・活性化

を意図しているかに関わらず、新たな類型・加算等の創設はすべきでない。 

・有床診療所において、利用者にとって効果的なサービス（機能訓練や地域等との連携な

ど）を提供するためには人員や設備基準等をより拡充する必要があると考えられる。 

・ショートステイの利用ニーズに対して介護保険施設が不足しているのであれば有床診療

所のベッドを活用すべきと考えるが、地域によってニーズにバラつきが考えられるので

一概に拡充しても利用者がいないということも想定される。地域ごとの需要量の調整が

重要。  
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⑧短期入所療養介護について最も重要視するサービス 

有床診療所と介護老人保健施設の短期入所療養介護について最も重要視する提供サービ

スを尋ねたところ、有床診療所については、都道府県、政令市、中核市のいずれも「医療

ニーズがある人への緊急的なサービス」（それぞれ 35.0％、54.5％、36.4％）が最も多かっ

た。介護老人保健施設については、都道府県では「医療ニーズがある人への緊急的なサー

ビス」（27.5％）、政令市では「医療ニーズがある人への計画的なサービス」と「リハビリテ

ーション」（それぞれ 27.3％）、中核市では「医療ニーズがある人への計画的なサービス」

（39.4％）が最も多かった。 

政令市・中核市では、有床診療所については「医療ニーズがある人への緊急的なサービ

ス」、介護老人保健施設については「医療ニーズがある人への計画的なサービス」と「リハ

ビリテーション」を重要視する傾向にあった。 

 

図表２-１-１０ 短期入所療養介護について最も重要視するサービス 

 
  

35.0%

27.5%

54.5%

9.1%

36.4%

12.1%

12.5%

20.0%

9.1%

27.3%

21.2%

39.4%

2.5%

10.0%

0.0%

27.3%

0.0%

18.2%

7.5%

5.0%

0.0%

9.1%

3.0%

6.1%

5.0%

7.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

37.5%

30.0%

36.4%

27.3%

39.4%

24.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有床診療所

介護老人保健施設

有床診療所

介護老人保健施設

有床診療所

介護老人保健施設

都
道

府
県

（
n
=
4
0
）

政
令

市
（
n
=
1
1
）

中
核

市
（
n
=
3
3
）

医療ニーズがある人への緊急的なサービス 医療ニーズがある人への計画的なサービス
リハビリテーション レスパイトケア
特にない わからない
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（２）短期入所療養介護の指定申請状況等 

①有床診療所からの相談の受付状況 

過去 1 年以内に、有床診療所から短期入所療養介護の開設希望について相談を受けたこ

とがあるかを尋ねたところ、「あった」は都道府県で 12.5％（5 自治体、相談件数 7 件）、政

令市で 9.1％（1 自治体、相談件数 1 件）、中核市で 9.1％（3 自治体、相談件数 3 件）であ

った。 

 

図表２-１-１１ 有床診療所からの相談の有無（過去 1年以内） 

 

 

有床診療所からの相談内容や、自治体の対応・支援の内容について、自由記述式で記載

して頂いた内容のうち、主な意見を取りまとめた。 

 

・人員、設備基準の説明。 

・新規開設に当たっての手順を説明。 

・有床診療所で短期入所療養介護を行うためには指定申請が必要であることの説明。 

・要件を満たしていたため指定申請を助言。 

・有床診療所から「介護療養型医療施設が平成 30 年でなくなるので、19 床のうち 6 床を短

期入所療養介護として指定を考えている」と相談があり、申請の手順について説明。現

在申請については検討中。 

・療養病床の再編に伴い介護療養型医療施設の指定を辞退し一般病床に転換するが、短期

入所療養介護は継続したいと相談。 

・医療療養病床を持つ診療所が短期入所療養介護を開設したい旨の相談（平成 27 年 12 月 1

日開設済み）。 

・指定申請に係る手続きの案内、基準解釈の疑義照会対応など。 

 

  

12.5%

9.1%

9.1%

87.5%

90.9%

90.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=11）

中核市（n=33）

あった なかった

5自治体（7件）

3自治体（3件）

1自治体（1件）
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②有床診療所から相談があった時の対応体制 

有床診療所から短期入所療養介護の開設の相談や質問があった場合に、対応を行う部署

が決まっているか尋ねたところ、「決まっている」が、都道府県では 100.0％、政令市・中

核市では 90.9％であった。 

対応部署が決まっている自治体に、回答手順が決まっているか尋ねたところ、「決まって

いる」は都道府県で 37.5％、政令市で 70.0％、中核市で 43.3％にとどまった。 

 

図表２-１-１２ 有床診療所から相談があった時の対応部署 

 

 

図表２-１-１３ 有床診療所から相談があった時の回答手順 

（対応部署が決まっている自治体） 

 

  

100.0%

90.9%

90.9%

0.0%

9.1%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=11）

中核市（n=33）

決まっている 決まっていない

40自治体

10自治体

30自治体

1自治体

3自治体

37.5%

70.0%

43.3%

62.5%

30.0%

56.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=10）

中核市（n=30）

決まっている 決まっていない

15自治体

7自治体

13自治体

25自治体

3自治体

17自治体
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③開設を希望する有床診療所への説明会の開催状況 

短期入所療養介護を開始したいと考えている有床診療所がある場合、申請書類や記入方

法等の説明会を開催しているかを尋ねたところ、都道府県のうちの 3 自治体が「開催して

いる」のみで、ほとんどの自治体は「開催していない」であった。 

 

図表２-１-１４ 開設を希望する有床診療所への説明会の開催状況 

 

（注）説明会には、他の事業と合同で開催した場合も含めるとした。 
  

7.5%

0.0%

0.0%

87.5%

90.9%

100.0%

2.5%

0.0%

0.0%

2.5%

9.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=11）

中核市（n=33）

開催している 開催していない わからない 無回答

3自治体 35自治体

10自治体

33自治体
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④開設を希望する有床診療所向けの手引きの作成状況 

短期入所療養介護を開始したいと考えている有床診療所に対して、申請書類の記入方法

や提出先等についての手引きを作成しているかを尋ねたところ、「特に作成はしていない」

が最も多く、都道府県では 42.5％、政令市と中核市では半数を超えた。次いで「医療機関

向けに限定していないが、短期入所療養介護を含めた介護保険サービス用の手引きを作成

している」（都道府県 40.0％、政令市 18.2％、中核市 30.3％）であった。 

手引きを作成している自治体に、手引きをホームページで公表しているか尋ねたところ、

都道府県では 86.4％、政令市では 100.0％、中核市では 92.3％が「公表している」であった。 

 

図表２-１-１５ 開設を希望する有床診療所向けの手引きの作成状況 

 
（注）「その他」の内容として、「医療機関向けに限定しているが、短期入所療養介護専用の記載例を作成

しホームページで公表している」、「ホームページで様式・提出先を公表している」が挙げられた。 
 

図表２-１-１６ 手引きのホームページでの公表状況（手引きを作成している自治体） 

 

7.5%

9.1%

6.1%

7.5%

9.1%

3.0%

40.0%

18.2%

30.3%

2.5%

9.1%

0.0%

42.5%

54.5%

60.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=11）

中核市（n=33）

医療機関向け（専用）に、短期入所療養介護専用の手引きを作成している

医療機関向けに限定していないが、短期入所療養介護専用の手引きを作成している

医療機関向けに限定していないが、短期入所療養介護を含めた介護保険サービス用の手引きを作成している

その他

特に作成はしていない

3自治体 3自治体 16自治体 17自治体

1自治体 1自治体 2自治体 6自治体

2自治体 1自治体 10自治体 20自治体

1自治体

1自治体

86.4%

100.0%

92.3%

9.1%

0.0%

7.7%

4.5%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=22）

政令市（n=4）

中核市（n=13）

公表している 公表していない 無回答

19自治体

4自治体

12自治体

2自治体

1自治体

16 
 



⑤有床診療所が申請時に提出すべき書類 

有床診療所が短期入所療養介護の申請時に提出すべき書類数をみると、都道府県では平

均 17.7 件、政令市では平均 22.9 件、中核市では平均 18.7 件であった。 

提出すべき書類の量に対する考えを尋ねたところ、都道府県、政令市、中核市のいずれ

でも「書類の量は妥当であり、病院・有床診療所を開設していたとしても書類の削減は難

しい」が最も多かった。都道府県、中核市と比較すると、政令市では「書類の量は妥当で

あるが、病院・有床診療所を開設していれば省略可能な書類がある」が相対的に高かった。 

自治体で使用されている短期入所療養介護の申請書類を元にした、簡便な申請様式例が

ある場合の対応を尋ねたところ、「内容を確認する必要はあるが、可能であれば採用したい」

が最も多く、都道府県、中核市では約 6 割、政令市では約 8 割を占めた。 

 

図表２-１-１７ 有床診療所が申請時に提出すべき書類数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.5%

0.0%

18.2%

37.5%

27.3%

30.3%

12.5%

27.3%

21.2%

12.5%

27.3%

9.1%

2.5%

9.1%

0.0%

7.5%

9.1%

21.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=11）

中核市（n=33）

10～14件 15～19件 20～24件 25～29件 30件以上 無回答

平均値：17.7件
中央値：17.0件

平均値：22.9件
中央値：22.0件

平均値：18.7件
中央値：18.5件
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図表２-１-１８ 提出書類の量に対する考え 

 

 

図表２-１-１９ 簡便な申請書類の様式例がある場合の対応 

 

（注）採用が難しい理由として、「様式は規則で定めているため」（同旨含め 6 件）、「具体的な要望を

受けたことがないため、ニーズは少ない」（同旨含め 2 件）、「有床診療所だけ書類を省略する理

由がないため」（同旨含め 2 件）、「他の介護サービスと事務手続きを統一しているため」（同旨含

め 2 件）、「現行のままで特に支障がないため」等が挙げられた。 

5.0%

0.0%

0.0%

5.0%

9.1%

15.2%

7.5%

27.3%

3.0%

65.0%

45.5%

51.5%

0.0%

0.0%

0.0%

2.5%

0.0%

3.0%

12.5%

18.2%

24.2%

2.5%

0.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=11）

中核市（n=33）

書類の量が多く、病院・有床診療所を開設していれば省略可能な書類がある

書類の量は多いが、病院・有床診療所を開設していたとしても書類の削減は難しい

書類の量は妥当であるが、病院・有床診療所を開設していれば省略可能な書類がある

書類の量は妥当であり、病院・有床診療所を開設していたとしても書類の削減は難しい

書類の量は少ないが、病院・有床診療所を開設していれば省略可能な書類がある

書類の量は少なく、病院・有床診療所を開設していたとしても書類の削減は難しい

わからない

無回答

0.0%

0.0%

0.0%

62.5%

81.8%

60.6%

22.5%

0.0%

9.1%

0.0%

0.0%

3.0%

15.0%

18.2%

27.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=11）

中核市（n=33）

内容を確認する必要はあるが、積極的に採用したい

内容を確認する必要はあるが、可能であれば採用したい

内容を確認する必要はあるが、おそらく採用することはない

内容を確認する必要はなく、採用するつもりもない

わからない
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⑥有床診療所からの申請の有無 

過去 1 年以内に、有床診療所から短期入所療養介護の申請を受けたことがあるか尋ねた

ところ、都道府県、政令市、中核市のいずれも「ある」は約 1 割にとどまった。 

 

図表２-１-２０ 有床診療所の短期入所療養介護事業の申請の有無（過去 1年以内） 

 

  

10.0%

9.1%

9.1%

90.0%

90.9%

90.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県（n=40）

政令市（n=11）

中核市（n=33）

ある ない

4自治体（5件）

1自治体（1件）

3自治体（3件）
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⑦医療関連の担当部署との連携状況 

過去 1 年以内に、有床診療所の短期入所療養介護について、通常有床診療所からの相談

等を担当する医療関連の担当部署と、情報連携や相談の引き継ぎを行ったことがあるか尋

ねたところ、ほとんどの自治体で連携は行われていなかった。 

 

図表２-１-２１ 有床診療所の短期入所療養介護事業についての、医療関連の担当部署

との連携状況（過去 1年以内）（複数回答） 

 

（注）「その他」の内容として、「介護保険課から医療担当（保健所）への照会」が挙げられた。 

  

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

3.0%

0.0%

3.0%

90.9%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療関連の担当部署から相談を受けたり、

情報連携を行ったことがある

医療関連の担当部署から引き継いで、

診療所からの相談対応を行ったことがある

その他

特にない

無回答

都道府県（n=40） 政令市（n=11） 中核市（n=33）
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⑧申請方法・手順等に関する考え 

有床診療所による短期入所療養介護の申請方法・手順等について、自由記述式で記載し

て頂いた内容のうち、主な意見を取りまとめた。 

 

＜申請方法・手順等に問題はない＞ 

・現状の方法で問題ないと考える（同旨含め 2 件）。 

・申請件数が非常に少ないことから、有床診療所による短期入所療養介護についてのみ申

請様式を簡略化する必要性はない。 

・申請受付前に複数回の事前協議と申請書類の案内・提出書類の確認を行っていて、不備

を減少させ申請者の負担感を軽減させる有効な運用方法と考えている。 

 

＜他の介護保険サービスと共通の手順が望ましい＞ 

・現行の方法・手順は他の介護保険事業と基本的に同様であり、変更することは考えてい

ない（同旨含め 3 件）。 

・指定居宅サービス事業者の特例（保険医療機関等のみなし指定）でないものであれば、

指定要件を全て確認する必要があるため、他の居宅サービスと同様の方法・手順等で確

認していくことになる。 

・申請時の方法・手順等については全サービス共通が望ましい。例えば医療みなしの現状

については、一部の医療みなしの事業所は介護保険事業所としての認識が希薄である他、

遡及指定の場合、厚生局からの情報提供が国保連とのデータ連携に間に合わないなどの

問題がある。安易に申請時の方法・手順を複雑化させるべきではない。 

 

＜有床診療所からの申請がない＞ 

・これまで有床診療所（介護療養型医療施設以外）から相談を受けたケースがないため何

とも言えない。 

・実際の申請実績がないため特にない。 

・指定申請の例がないため、方法・手順等を見直す機会がほとんどないのが現状である。 

 

＜申請方法・手順等の簡略化を検討する＞ 

・手続きを簡略できる部分があれば事務量軽減の観点からもすべき。 

・申請時の方法等について特に検討していることはない。今後、簡便な申請様式や手順等

が例示されれば検討したい。 

 

＜制度が複雑である＞ 

・制度が介護と医療の間にあるため、複雑になりがちであるため、なるべく理解しやすい

ものにすべきと考える。 
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・介護保険事業所の指定申請に不慣れな場合は書類の作成が難しく、丁寧な対応が求めら

れる。 

 

＜その他＞ 

・診療所は医療提供施設であるため医療担当部局との連携も必要である。 

・本市では相談・申請ともに実績が無いが、そもそもサービス自体の認知度が低いと思わ

れる。実施にあたっての相談についても医療保険担当課とも連携することで、申請自体

の簡略化が図れるのではないかと考える。   ／等 
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（３）行政調査の結果の要点 
調査結果の要点は以下のとおりである。 

 

○有床診療所における短期入所療養介護の認知度、地域における実施状況、期待等 

・短期入所の充足状況：短期入所療養介護についてみると、「充足している」と「まあまあ

充足している」を合わせた割合は約 4～6 割で、「やや不足している」と「かなり不足し

ている」を合わせた割合は都道府県と中核市で約 2 割、政令市で約 1 割であった。都道

府県と政令市では「わからない」割合が 3 割を超えた。 

短期入所生活介護についてみると、「充足している」と「まあまあ充足している」を合わ

せた割合は約 4～6 割、中核市では「やや不足している」と「かなり不足している」を合

わせた割合は約 3 割、都道府県と政令市では約 2 割で、短期入所療養介護よりやや高か

った。 

・短期入所療養介護（全般）の整備・拡充の必要性：都道府県、政令市、中核市のいずれ

も「提供施設数が増えた方がよい」（それぞれ 37.5％、36.4％、30.3％）が最も多かった

が、半数近くの自治体は「わからない」と回答した。 

・有床診療所における短期入所療養介護の整備・拡充の必要性：都道府県、政令市、中核

市のいずれも「提供施設数が増えた方がよい」が 25％程度にとどまり、「わからない」が

半数を超えた。 

・有床診療所における短期入所療養介護の認知状況：「届出をすれば、有床診療所の『一般

病床』で提供できることを知っていた」、「届出をすれば、有床診療所の『医療療養病床』

で提供できることを知っていた」、「有床診療所の『介護療養病床』では、みなし指定で、

提供できることを知っていた」の 3 項目全てを選択した自治体は、都道府県で 65.0％、

政令市で 54.5％、中核市で 45.5％にとどまった。 

・短期入所療養介護を実施している有床診療所：「ある」が、都道府県では 80.0％、政令市

では 36.4％、中核市では 48.5％であった。その施設数は自治体によって様々であった。 

・最も重要視するサービス：有床診療所では「医療ニーズがある人への緊急的なサービス」

が重要視されていた。介護老人保健施設では、有床診療所と比較すると「医療ニーズが

ある人への計画的なサービス」と「リハビリテーション」が重要視される傾向にあった。 

 

○短期入所療養介護の指定申請等 

・有床診療所からの相談受付：過去 1 年以内に「あった」のは都道府県、政令市、中核市

合わせて 9 自治体（相談件数 11 件）であった。相談内容としては、人員・設備基準や、

指定申請手続きの方法についての問合せが多かった。 

・有床診療所からの相談対応：対応部署が「決まっている」のは都道府県では 100.0％、政

令市・中核市では 90.9％であった。このうち、回答手順が「決まっている」のは都道府

県で 37.5％、政令市で 70.0％、中核市で 43.3％にとどまった。 
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・有床診療所への説明会の開催： 「開催している」のは都道府県のうちの 3 自治体のみで

あった。 

・有床診療所向けの手引きの作成：「特に作成はしていない」が最も多く、都道府県では 

42.5％で、政令市と中核市では半数を超えた。何らかの手引きを作成している自治体は、

都道府県で 55.0％、政令市で 36.4％、中核市で 39.4％あり、このうち約 9 割の自治体が

ホームページで手引きを公表していた。 

・有床診療所が提出すべき書類：有床診療所が短期入所療養介護の申請時に提出すべき書

類数をみると、都道府県では平均 17.7 件、政令市では平均 22.9 件、中核市では平均 18.7

件であった。提出すべき書類の量に対する考えを尋ねたところ、「書類の量は妥当であり、

病院・有床診療所を開設していたとしても書類の削減は難しい」が最も多かった。 

・有床診療所からの申請状況：過去 1 年以内に申請が「ある」としたのは約 1 割で、都道

府県、政令市、中核市合わせて、8 自治体（申請件数 9 件）であった。 

・医療担当部署との連携：過去 1 年以内の、有床診療所の短期入所療養介護に関する医療

関連担当部署との連携状況について尋ねると、ほとんどの自治体で連携は行われていな

かった。 
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第２節 介護支援専門員調査 

１．目的 
有床診療所が提供する短期入所療養介護の利用状況、地域におけるニーズ、課題、介護

老人保健施設や病院での短期入所療養介護との違い等を確認することを目的として、調査

を実施した。 

 

２．調査対象 
日本介護支援専門員協会の会員が所属する居宅介護支援事業所のうち、3,155 施設の介護

支援専門員（抽出、1 施設につき回答者は 1 名）を対象とした。なお、都道府県別に、「平

成 26 年介護サービス施設・事業所調査」における居宅介護支援事業所総数の 10 分の 1 と

なるよう無作為抽出を行った。会員が所属する居宅介護支援事業所が規定の抽出数に満た

ない都道府県については、会員が所属する居宅介護支援事業所全数を抽出数とした。 

 

３．調査方法 
・介護支援専門員による自記式調査票の郵送配布・回収とした。 

・調査実施期間は平成 28 年 1 月 15 日～平成 28 年 2 月 15 日であった。 

 

４．回収結果 
発送数 3,059 件に対し、有効回答数は 1,319 件、有効回答率は 43.1％であった。 

 

図表２-２-１ 回収結果 

発送数 有効回答数 有効回答率 

3,059 1,319 43.1％ 

（注）発送件数は 3,155 件であったが、このうち未着分（96 件）を除き、発送数とした。 
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５．調査結果 
 

（１）回答者及び所属する事業所の概況 

①所属する事業所の所在地 

所属する事業所の所在地をみると、次の表のとおりであった。 

 

図表２-２-２ 所属する事業所の所在地 

都道府県名 回答件数 
全体に占
める割合  

都道府県名 回答件数 
全体に占
める割合 

北海道 44 3.3％ 
 
滋賀県 22 1.7％ 

青森県 26 2.0％ 
 
京都府 27 2.0％ 

岩手県 22 1.7％ 
 
大阪府 106 8.0％ 

宮城県 19 1.4％ 
 
兵庫県 74 5.6％ 

秋田県 20 1.5％ 
 
奈良県 21 1.6％ 

山形県 18 1.4％ 
 
和歌山県 27 2.0％ 

福島県 31 2.4％ 
 
鳥取県 8 0.6％ 

茨城県 32 2.4％ 
 
島根県 9 0.7％ 

栃木県 22 1.7％ 
 
岡山県 32 2.4％ 

群馬県 12 0.9％ 
 
広島県 42 3.2％ 

埼玉県 25 1.9％ 
 
山口県 20 1.5％ 

千葉県 75 5.7％ 
 
徳島県 11 0.8％ 

東京都 27 2.0％ 
 
香川県 11 0.8％ 

神奈川県 76 5.8％ 
 
愛媛県 3 0.2％ 

新潟県 23 1.7％ 
 
高知県 9 0.7％ 

富山県 15 1.1％ 
 
福岡県 59 4.5％ 

石川県 18 1.4％ 
 
佐賀県 3 0.2％ 

福井県 15 1.1％ 
 
長崎県 12 0.9％ 

山梨県 11 0.8％ 
 
熊本県 30 2.3％ 

長野県 39 3.0％ 
 
大分県 20 1.5％ 

岐阜県 8 0.6％ 
 
宮崎県 18 1.4％ 

静岡県 37 2.8％ 
 
鹿児島県 28 2.1％ 

愛知県 68 5.2％ 
 
沖縄県 18 1.4％ 

三重県 26 2.0％ 
 
無回答 0 0.0％ 

    
全体 1319 100.0% 
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②介護支援専門員の経験年月 

介護支援専門員の経験年月をみると、「10 年以上～15 年未満」が 32.4％で最も多く、次

いで「5 年以上～10 年未満」（31.0％）、「5 年未満」（23.4％）であった。 

 

図表２-２-３ 介護支援専門員の経験年月 

 
（注）介護支援専門員の経験年月について記載があったものを集計対象とした。 

 

③保有資格 

保有資格をみると、「介護福祉士」が 61.6％で最も多く、次いで「訪問介護員」（22.5％）、

「社会福祉士」（20.7％）、「保健師・助産師・看護師・准看護師」（19.0％）であった。 

 

図表２-２-４ 保有資格（複数回答、n=1,319） 

 
（注）「その他」の内容として、「社会福祉主事」（53 件）、「歯科衛生士」（26 件）、「精神保健福祉士」（15

件）、「栄養士」（13 件）、「管理栄養士」（12 件）、「福祉住環境コーディネーター」（10 件）、「薬剤

師」（10 件）、「保育士」（10 件）、「認知症ケア専門士」（7 件）、「はり師、きゅう師」（7 件）、「福

祉用具専門相談員」（5 件）、「作業療法士」（4 件）、「理学療法士」（3 件）等が挙げられた。 

  

23.4% 31.0% 32.4% 13.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=1296）

5年未満 5年以上～10年未満 10年以上～15年未満 15年以上

平均値：9.0年 中央値：9.7年

61.6%

22.5%

20.7%

19.0%

16.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護福祉士

訪問介護員

社会福祉士

保健師･助産師･看護師･准看護師

その他

無回答
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④所属する事業所の開設主体 

所属する事業所の開設主体をみると、「営利法人」が 36.5％で最も多く、次いで「社会福

祉法人」（22.0％）、「医療法人」（19.3％）であった。 

 

図表２-２-５ 所属する事業所の開設主体 

 

 

⑤所属する事業所の同一法人が運営する施設・事業所 

所属する事業所の同一法人が運営する施設・事業所をみると、「短期入所生活介護事業所」

が 24.0％で最も多く、次いで「病院」（20.7％）、「介護老人福祉施設」（17.7％）であった。 

 

図表２-２-６ 所属事業所の同一法人が運営する施設・事業所（複数回答、n=1,319） 

 
 

 

 

1.4%

8.3% 22.0% 19.3% 3.8%

3.5%

36.5% 3.0%

1.7%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=1319）

都道府県､市区町村､広域連合､一部事務組合 社会福祉協議会

社会福祉法人 医療法人

社団法人･財団法人 協同組合及び連合会

営利法人 特定非営利活動法人

その他 無回答

20.7%

4.6%

6.7%

17.7%

15.7%

24.0%

10.4%

46.9%

3.1%

0% 20% 40% 60%

病院

有床診療所

無床診療所

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

上記の施設、事業所はない

無回答
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同一法人が病院を運営する事業所に、介護療養病床の有無を尋ねたところ、「有」が 33.7％、

「無」が 63.0％であった。 

 

図表２-２-７ 介護療養病床の有無（同一法人が病院を運営する事業所） 

 
 

同一法人が有床診療所を運営する事業所に、有する病床の種類を尋ねたところ、「一般病

床」が 88.5％、「医療療養病床」が 37.7％、「介護療養病床」が 21.3％であった。 

 

図表２-２-８ 有する病床の種類 

（同一法人が有床診療所を運営する事業所、複数回答、n=61） 

 
 

同一法人が短期入所生活介護事業所を運営する事業所に、短期入所生活介護事業所の種

類を尋ねたところ、「単独型」が 15.1％、「併設型」が 80.4％であった。 

 

図表２-２-９ 短期入所生活介護事業所の種類 

（同一法人が短期入所生活介護事業所を運営する事業所） 

 

33.7% 63.0%

0.7%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=273）

有 無 不明 無回答

92人 172人

88.5%

37.7%

21.3%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般病床

医療療養病床

介護療養病床

無回答

54人

23人

13人

15.1% 80.4% 4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=317）

単独型 併設型 無回答

48人 255人
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⑥所属する事業所の介護支援専門員数 

所属する事業所の介護支援専門員数をみると、平均 3.8 人（標準偏差 2.2、中央値 3.0）で

あった。 

 

図表２-２-１０ 所属する事業所の介護支援専門員数（n=1,278） 

（単位：人） 

  平均値 標準偏差 中央値 

介護支援専門員数 3.8 2.2 3.0 

（注）所属する事業所の介護支援専門員数について記載のあったものを集計対象とした。 

 

⑦担当する利用者数 

担当する利用者数を要介護度別にみると、「要支援 1・2」が平均 5.1 人、「要介護 1」が平

均 8.2 人、「要介護 2」が平均 7.6 人、「要介護 3」が平均 4.5 人、「要介護 4」が平均 3.0 人、

「要介護 5」が平均 2.1 人、合計が平均 30.4 人であった。 

 

図表２-２-１１ 担当する利用者数（要介護度別、n=1,201） 

（単位：人） 

 
平均値 標準偏差 中央値 

要支援１・２  5.1  5.0  4.0 

要介護１  8.2  4.2  8.0 

要介護２  7.6  3.7  7.0 

要介護３  4.5  2.7  4.0 

要介護４  3.0  2.1  3.0 

要介護５  2.1  1.8  2.0 

合計  30.4  9.4  32.0 

（注）担当する利用者数について全項目に記載のあったものを集計対象とした。 
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（２）短期入所療養介護等の利用状況 

①短期入所生活介護・短期入所療養介護の利用回数 

平成 27 年 10 月～12 月の 3 か月間で、担当する利用者の短期入所生活介護、短期入所療

養介護の利用回数を尋ねたところ、短期入所生活介護の利用回数は合計 19,883 回、中央値

10.0 回、短期入所療養介護の利用回数は合計 3,443 回、中央値 0.0 回であった。 

短期入所療養介護の利用があった場合、利用施設別の利用回数を尋ねたところ、病院は

合計 112 回、老人保健施設は合計 3,261 回、診療所は合計 64 回であり、老人保健施設の利

用割合が 94.9％と特に高かった。 

診療所での短期入所療養介護を利用したケアマネジャーは 11 人であり、その分布をみる

と、利用回数 1 回が 4 人で最も多かった。 

 

図表２-２-１２ 担当利用者の短期入所生活介護、短期入所療養介護の利用回数 

（平成 27年 10月～12月）（n=1,129） 

（単位：回） 

 

合計値 
（全ケアマネジャーの利用

回数の合計） 
中央値 

短期入所生活介護の利用回数 19,883  10.0 

短期入所療養介護の利用回数 3,443  0.0 

（注）短期入所生活介護、短期入所療養介護の両方について記載のあったものを集計対象とした。 

 

図表２-２-１３ 短期入所療養介護の利用施設先別利用回数 

（短期入所療養介護の利用があったケアマネジャー、n=458） 

（単位：回） 

 

合計値 

（全ケアマネジャー
の利用回数の合計） 

中央値 施設別利用割合 

病院  112  0.0 3.3％ 

老人保健施設  3,261  4.0 94.9％ 

診療所  64  0.0 1.9％ 

合計 3,437 4.0   

（注）短期入所療養介護の利用があり、利用施設別利用回数について記載のあったものを集計対象とした。 
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図表２-２-１４ 診療所の利用回数別ケアマネジャー数 

（診療所での短期入所療養介護の利用があったケアマネジャー、n=11） 

（単位：人） 

利用回数 ケアマネジャー数 

1回 4 

2～5回 2 

6～10回 2 

11～15回 2 

16回以上 1 

合計 11 
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②短期入所療養介護で入所先を確保できなかった利用者数・延べ回数 

平成 27 年 10 月～12 月の 3 か月間で、短期入所療養介護を利用しようとしたが、入所先

を確保できなかった利用者数（実人数）及びその延べ回数を尋ねたところ、入所先を確保

できなかった利用者がいたケアマネジャーは 8.2％（108 人）であった。 

入所先を確保できなかった利用者数は合計 119 人、利用できなかった回数は合計 198 回で

あった。 

 

図表２-２-１５ 短期入所療養介護で入所先を確保できなかった利用者の有無 

（平成 27年 10月～12月） 

 

 

図表２-２-１６ 短期入所療養介護で入所先を確保できなかった利用者数・延べ回数 

（0人・0回を除く、n=100） 

  合計値 平均値 標準偏差 中央値 

短期入所先を確保できなかった利用者数（人） 119 1.2 0.5  1.0  

短期入所先を確保できなかった延べ回数（回） 198  2.0  1.9  1.0 

（注）短期入所先を確保できなかった利用者がいるケアマネジャーのうち、利用者数とその回数の両方に

ついて記載のあったものを集計対象とした。 
 

  

8.2% 76.8% 15.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=1319）

いた いなかった 無回答

108人
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③医療ニーズのある人の短期入所療養介護入所先の確保状況 

医療ニーズのある人の短期入所療養介護の入所先の確保状況をみると、計画的な利用、

緊急的な利用いずれも、「とても困難である」、「困難なときが多い」、「困難なときもある」

を合わせた割合が 8 割を超えていた。 

また、計画的な利用より緊急的な利用の方が「とても困難である」、「困難なときが多い」

の占める割合が高く、入所先の確保が困難な傾向がみられた。 

 

図表２-２-１７ 医療ニーズのある人の短期入所療養介護入所先の確保状況 

 

 

  

13.3%

26.3%

29.8%

33.1%

40.0%

26.1%

12.7%

9.6%

4.2%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計画的な利用

（n=1319）

緊急的な利用

（n=1319）

とても困難である 困難なときが多い 困難なときもある

ほとんど困難ではない 無回答
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入所先の確保が困難な理由をみると、計画的な利用、緊急的な利用のいずれも、「指定短

期入所療養介護事業所が満床である」が最も多く、約 7 割であった。次いで「近くの指定

短期入所療養介護事業所では、医療ニーズに十分に対応できない」が多かった。医療ニー

ズに十分に対応できない施設としては、計画的な利用、緊急的な利用のいずれも、「老人保

健施設」が最も多かった。 

 

図表２-２-１８ 入所先の確保が困難な理由（医療ニーズのある人の短期入所療養介護 

入所先の確保が困難であったケアマネジャー） 

 
（注）・医療ニーズのある人の短期入所療養介護入所先の確保状況について、計画的な利用、緊急的な利

用それぞれで、「とても困難である」、「困難なときが多い」、「困難なときもある」と回答したケア

マネジャーを対象とした。 
・計画的な利用の「その他」の内容として、「事業所数（又はベッド数）が少ない」（同旨含め 13

件）、「希望の日程が確保できない」（同旨含め 9 件）、「空床利用の施設が多く、計画的に使用で

きない」（同旨含め 5 件）、「希望利用者が少ない」（同旨含め 5 件）等が挙げられた。 
・緊急的な利用の「その他」の内容として、「診断書作成や面談などの手続きが必要で緊急時の利用

が困難」（同旨含め 23 件）、「希望利用者が少ない」（同旨含め 5 件）等が挙げられた。 

  

9.6%

68.4%

37.4%

34.1%

4.0%

0.6%

0.7%

7.8%

1.5%

9.9%

68.8%

37.2%

31.6%

4.6%

0.8%

1.0%

6.6%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定短期入所療養介護事業所がない

指定短期入所療養介護事業所

が満床である

近くの指定短期入所療養介護事業所では、

医療ﾆｰｽﾞに十分に対応できない

（うち）老人保健施設が対応できない

（うち）介護療養型医療施設である

病院が対応できない

（うち）介護療養型医療施設である

有床診療所が対応できない

（うち）介護療養型医療施設でない

有床診療所が対応できない

その他

無回答

計画的な利用（n=1096） 緊急的な利用（n=1128）
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④地域における短期入所生活介護の充足状況 

地域における短期入所生活介護の充足状況をみると、「充足している」と「まあまあ充足

している」を合わせた割合は 71.1％で、「かなり不足している」と「やや不足している」を

合わせた割合は 26.8％であった。 

 

図表２-２-１９ 地域における短期入所生活介護の充足状況 

 
 

⑤短期入所療養介護の入所先が確保できない場合の代替サービス 

短期入所療養介護の入所先が確保できない場合の代替サービスをみると、「短期入所生活

介護を利用」が 62.5％、「入院」が 50.6％、「在宅で介護保険サービスを利用」が 43.4％で

あった。 

 

図表２-２-２０ 短期入所療養介護の入所先が確保できない場合の代替サービス 

（複数回答、n=1,319） 

 
（注）「その他」の内容として、「有料老人ホーム」（同旨含め 16 件）、「経験がない」（同旨含め 13 件）、

「自費サービス」（同旨含め 12 件）、「宿泊サービス付通所介護」（同旨含め 10 件）、「家族や親族で

対応」（同旨含め 9 件）、「小規模多機能型居宅介護」（同旨含め 4 件）等が挙げられた。 

 

  

16.9% 54.2% 19.0% 7.8%

1.1%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=1319）

充足している まあまあ充足している やや不足している

かなり不足している 不明 無回答

62.5%

50.6%

43.4%

6.7%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

短期入所生活介護を利用

入院

在宅で介護保険ｻｰﾋﾞｽを利用

その他

無回答
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⑥医療が充実した短期入所療養介護を利用すべき利用者の病態等 

医療が充実した短期入所療養介護を利用すべき利用者の病態等をみると、「常時吸引が必

要」が 66.8％で最も多く、次いで「胃瘻・経管栄養」（59.5％）、「状態が不安定」（40.3％）、

「褥瘡処置」（39.3％）であった。 

 

図表２-２-２１ 医療が充実した短期入所療養介護を利用すべき利用者の病態等 

（複数回答、n=1,319） 

 
（注）「その他」の内容として、「インスリン注射」（36 件）、「透析」（22 件）、「在宅酸素」（13 件）、「難

病」（4 件）、「中心静脈栄養」（4 件）、「点滴」（3 件）、「導尿」（3 件）、「末期がん」（3 件）等が挙

げられた。 

 

  

66.8%

59.5%

40.3%

39.3%

34.4%

33.6%

32.7%

27.9%

27.3%

8.4%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

常時吸引が必要

胃瘻･経管栄養

状態が不安定

褥瘡処置

ﾀｰﾐﾅﾙ期

人工呼吸器

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝが必要

膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ

誤嚥性肺炎を起こす可能性あり

その他

無回答
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⑦医療ニーズがある人の短期入所ニーズへの対応に対する考え 

医療ニーズがある人の短期入所ニーズへの対応に対する考えをみると、近くの有床診療

所の有無に関わらず、「老人保健施設よりも病院で短期入所療養介護を実施してほしい」が

最も多く、次いで「老人保健施設よりも有床診療所で短期入所療養介護を実施してほしい」

であった。 

近くに有床診療所のあるケアマネジャーでは、ないケアマネジャーと比較すると、「老人

保健施設よりも有床診療所で短期入所療養介護を実施してほしい」が 14.3 ポイント高かっ

た。 

 

図表２-２-２２ 医療ニーズがある人の短期入所ニーズへの対応に対する考え 

（複数回答） 

 
（注）「その他」の内容として、「どこでもいいので受け入れてほしい」（同旨含め 14 件）、「わからない」

（同旨含め 5 件）、「入院させてほしい」（同旨含め 3 件）等が挙げられた。 

 

 

 

  

39.9%

67.1%

13.8%

6.1%

5.4%

25.6%

72.2%

15.8%

5.1%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

老人保健施設よりも有床診療所で

短期入所療養介護を実施してほしい

老人保健施設よりも病院で

短期入所療養介護を実施してほしい

老人保健施設で

短期入所療養介護を実施してほしい

その他

無回答

近くに有床診療所のあるｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ（n=429）

近くに有床診療所のないｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ（n=550）
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（３）有床診療所における短期入所療養介護等の提供内容等 

①近くの有床診療所の有無 

近く（担当利用者の住んでいる範囲）の有床診療所の有無をみると、「ある」が 32.5％、

「ない」が 41.7％、「分からない」が 24.6％であった。 

 

図表２-２-２３ 近くの有床診療所の有無 

 

 

②近くで短期入所療養介護を実施している有床診療所の有無 

近くで短期入所療養介護を実施している有床診療所の有無をみると、「ある」が 32.6％、

「ない」が 42.9％、「分からない」が 21.0％であった。 

 

図表２-２-２４ 近くで短期入所療養介護を実施している有床診療所の有無 

（近くに有床診療所があるケアマネジャー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.5% 41.7% 24.6% 1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=1319）

ある ない 分からない 無回答

429人 550人 325人

32.6% 42.9% 21.0% 3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=429）

ある ない 分からない 無回答

140人 184人 90人
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③有床診療所の短期入所療養介護の利用計画経験 

担当する利用者のケアプランにおいて、有床診療所の短期入所療養介護の利用を計画し

た経験について尋ねたところ、「ある」が 11.4％、「ない」が 84.6％、「覚えていない・分か

らない」が 3.0％であった。 

 

図表２-２-２５ 有床診療所の短期入所療養介護の利用計画経験 

（近くに有床診療所があるケアマネジャー） 

 

 

④有床診療所と介護老人保健施設で提供される短期入所療養介護の違い 

有床診療所の短期入所療養介護の利用を計画した経験があるケアマネジャーに、有床診

療所と介護老人保健施設で提供される短期入所療養介護の違いを、自由記述式で記載して

頂いた内容のうち、主な意見を取りまとめた。 

 

＜医療ニーズが高い利用者への対応＞ 

・体調悪化時、医療保険での入院に切り替えて対応可能（同旨含め 4 件）。 

・有床診療所の方が、介護老人保健施設の短期入所療養介護より、医療依存度が高い利用

者でも受け入れてもらえる（同旨含め 4 件）。 

・医療的な専門職が多く勤務しているので安心できる（同旨含め 2 件）。 

・医療的措置をすみやかに提供してもらえる（同旨含め 2 件）。 

・主治医がいるので安心感が大きい（同旨含め 2 件）。 

・退所後もスムーズに外来フォローができた。 

・喀痰吸引の技術。痰吸引の回数が多く、粘り気のある人だったため。 

・老健は、バルーンカテーテル以外はほぼ断られている。認知症も断られる。他の利用者

に支障あれば断られるし、微熱や少し血圧が下がると独居でも帰される。痰吸引は平日

の日中で 2、3 回までと言われる。療養病床は、ある程度の変化は屯服で対応。痰吸引何

度も可。 ／等 

 

 

 

11.4% 84.6% 3.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=429）

ある ない 覚えていない･分からない 無回答

49人 363人 13人
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＜リハビリテーション・レクリエーション等＞ 

・有床診療所は施設とは違い日中の活動がない。 

・リハビリが行われなかった。 

・介護老人保健施設は起こしている時間が長かった。 

・老健はリハに関しては利用価値がある。 

・有床診療所の短期入所療養介護の場合、内容的には入院が継続されるため、リハビリは

あまり期待できないと常に感じている。褥瘡等ができ、戻る場合もしばしばある。／等 

 

＜その他＞ 

・違いは感じなかった。ただ、家族の意向が強く対応をしてもらった。 

・近くの老健は空きベッドをショート利用しているので定期的に予約を取りにくい。近く

の有床診療所は定期的に受け入れてくれる。 ／等 
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⑤有床診療所で短期入所療養介護を提供できることの認知 

有床診療所で短期入所療養介護を提供できることの認知の状況をみると、「有床診療所で

提供できることは知らなかった」が約 6 割で、「介護療養型である有床診療所で提供できる

ことを知っていた」、「届出をすれば､介護療養型でない有床診療所で提供できることを知っ

ていた」は、それぞれ 31.1％、9.2％にとどまった。 

 

図表２-２-２６ 有床診療所で短期入所療養介護を提供できることの認知 

（複数回答、n=1,319） 

 
  

31.1%

9.2%

59.7%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護療養型である有床診療所

で提供できることを知っていた

届出をすれば､介護療養型でない有床診療所

で提供できることを知っていた

有床診療所で提供できることは

知らなかった

無回答

410人

122人

787人
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⑥介護老人保健施設で提供される短期入所療養介護との違い 

有床診療所で提供される短期入所療養介護は、介護老人保健施設で提供される短期入所

療養介護とどう違うのかをみると、「医療処置が必要な場合に､円滑に必要な医療が提供さ

れる」が 57.7％で最も多く、次いで「利用者のかかりつけ医がいるので､利用者または家族

にとって安心である」（53.5％）であった。 

 

図表２-２-２７ 介護老人保健施設で提供される短期入所療養介護との違い 

（複数回答、n=1,319） 

 
（注）「その他」の内容として、「環境や生活ケアの面で不安」（同旨含め 9 件）、「より高い医療ニーズに

対応できる」（同旨含め 7 件）、「介護保険制度をよく知らないため、連携がとりにくい」（同旨含

め 4 件）、「有床診療所ではリハビリをしっかり行ってくれる」（同旨含め 2 件）、「リハビリの満足

度が低くなるように感じる」（同旨含め 2 件）、「主治医でないと受入が難しいのではないか」（同

旨含め 2 件）等が挙げられた。 

 

  

57.7%

53.5%

20.3%

17.2%

3.1%

3.3%

3.6%

22.8%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80%

医療処置が必要な場合に､

円滑に必要な医療が提供される

利用者のかかりつけ医がいるので､

利用者または家族にとって安心である

利用者のかかりつけ医がいるので､

ｻｰﾋﾞｽが継続する

老人保健施設よりも利用者に

身近なところで利用できる

予約が取りやすい

特に違いはないと思う

その他

分からない

無回答
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⑦短期入所療養介護を利用する際に重要視するサービス 

短期入所療養介護を利用する際に重要視するサービスをみると、有床診療所に対しては

「医療ニーズがある人への緊急的なサービス」が 83.1％で最も多く、次いで「医療ニーズ

がある人への計画的なサービス」（58.2％）であった。介護老人保健施設に対しては「リハ

ビリテーション」が 71.4％で最も多く、次いで「医療ニーズがある人への計画的なサービ

ス」（63.4％）であった。有床診療所と介護老人保健施設で差が大きかったのは、「リハビリ

テーション」、「医療ニーズがある人への緊急的なサービス」、「レクリエーション」で、「医

療ニーズがある人への緊急的なサービス」は有床診療所が 34.0 ポイント高く、「リハビリテ

ーション」と「レクリエーション」は介護老人保健施設がそれぞれ 46.2 ポイント、8.9 ポイ

ント高かった。 

有床診療所と介護老人保健施設において、短期入所療養介護を利用する際に「最も」重

要視するサービスをみると、有床診療所では「医療ニーズがある人への緊急的なサービス」

が 73.5％で最も多かった。介護老人保健施設では「リハビリテーション」が 34.3％で最も

多く、次いで「医療ニーズがある人への計画的なサービス」（31.2％）であった。 

 

図表２-２-２８ 短期入所療養介護を利用する際に重要視するサービス（複数回答） 

 

83.1%

58.2%

25.2%

55.4%

3.3%

8.3%

3.5%

0.5%

5.8%

2.3%

49.1%

63.4%

71.4%

55.6%

4.5%

12.8%

12.4%

0.6%

1.7%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療ﾆｰｽﾞがある人への

緊急的なｻｰﾋﾞｽ

医療ﾆｰｽﾞがある人への

計画的なｻｰﾋﾞｽ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

ﾚｽﾊﾟｲﾄｹｱ

食堂

浴室

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

特にない

分からない

無回答

有床診療所で重要視するｻｰﾋﾞｽ（n=1319） 介護老人保健施設で重要視するｻｰﾋﾞｽ（n=1319）
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図表２-２-２９ 短期入所療養介護を利用する際に最も重要視するサービス 

（無回答を除く、単数回答） 

 
（注）有床診療所と介護老人保健施設で提供される短期入所療養介護において重要視するサービス

で、「特にない」、「分からない」、「無回答」の回答者は集計対象外とした。 
  

73.5%

15.1%

1.5%

9.4%

0.1%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

22.0%

31.2%

34.3%

12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療ﾆｰｽﾞがある人への

緊急的なｻｰﾋﾞｽ

医療ﾆｰｽﾞがある人への

計画的なｻｰﾋﾞｽ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

ﾚｽﾊﾟｲﾄｹｱ

食堂

浴室

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

特にない

分からない

有床診療所で重要視するｻｰﾋﾞｽ（n=775） 介護老人保健施設で重要視するｻｰﾋﾞｽ（n=791）
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⑧短期入所生活介護との違い 

有床診療所で提供される短期入所療養介護は短期入所生活介護とどう違うのかをみると、

「医療処置が必要な場合に､円滑に必要な医療が提供される」が 70.1％で最も多く、次いで

「利用者のかかりつけ医がいるので､利用者または家族にとって安心である」（56.5％）であ

った。 

 

図表２-２-３０ 短期入所生活介護との違い（複数回答、n=1,319） 

 

（注）「その他」の内容として、「診療所は治療の場なので入院と同様の利用となり、生活の場としての

認識が弱い」（同旨含め 6 件）、「リハビリテーションの内容」（同旨含め 4 件）、「夜間帯の看護師

配置」（同旨含め 3 件）、「レクリエーションに期待できない」（同旨含め 2 件）等が挙げられた。 

 

  

70.1%

56.5%

24.3%

3.4%

2.0%

13.7%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療処置が必要な場合に､円滑に必要な医

療が提供される

利用者のかかりつけ医がいるので､利用者

または家族にとって安心である

利用者のかかりつけ医がいるので､ｻｰﾋﾞｽ

が継続する

特に違いはないと思う

その他

分からない

無回答
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（４）有床診療所の短期入所療養介護の利用者の状況（利用者調査） 

介護支援専門員調査において、有床診療所の短期入所療養介護の利用を計画した経験の

あるケアマネジャーに対し、利用日が新しい順に最大 3 名まで当該利用者の状況について

尋ねた。その結果について以下にまとめた。 

 

①回答数 

ケアマネジャー49 人から利用者 63 人分の回答が得られた。 

 

図表２-２-３１ 有床診療所の短期入所療養介護の利用者の状況（利用者調査）回答数 

（単位：人） 

  合計値 

回答ケアマネジャー数 49 

有床診療所の短期入所療養介護利用者数 63 

（注）利用者数については、利用日が新しい順に最大 3 名までを記入とした。 

 

②利用者の年齢 

利用者の年齢をみると、平均 82.0 歳であった。 

 

図表２-２-３２ 利用者の年齢 

（単位：歳） 

 
平均値 標準偏差 中央値 

年齢（n=58）  82.0  10.4 84.0 

（注）利用者の年齢について記載のあったものを集計対象とした。 
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③要介護度 

要介護度をみると、「要介護 5」が 41.3％で最も多く、次いで「要介護 1」、「要介護 3」、

「要介護 4」（それぞれ 15.9％）であった。 

 

図表２-２-３３ 要介護度 

 
 

④保有疾患 

保有疾患をみると、「脳血管疾患」が 28.6％で最も多く、次いで「認知症」（23.8％）、「が

ん」、「筋骨格系疾患」（それぞれ 15.9％）であった。 

 

図表２-２-３４ 保有疾患（複数回答、n=63） 

 

（注）「その他」の内容として、「肝硬変」、「喘息」、「パーキンソン病」が挙げられた。 

 

 

  

0.0%0.0%

15.9% 11.1% 15.9% 15.9% 41.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者

（n=63）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

28.6%

23.8%

15.9%

15.9%

12.7%

11.1%

9.5%

4.8%

1.6%

12.7%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40%

脳血管疾患

認知症

がん

筋骨格系疾患

難病

糖尿病

心疾患

COPD

精神疾患

その他

無回答
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⑤利用者の状態等 

利用者の状態等をみると、「喀痰吸引」が 17.5％で最も多く、次いで「胃瘻による栄養管

理」（15.9％）、「褥瘡等の処置」、「膀胱留置カテーテル管理」（それぞれ 9.5％）であった。 

 

図表２-２-３５ 利用者の状態等（複数回答、n=63） 

 
（注）「その他」の内容として、「状態観察」（2 件）、「容態変動」、「喘息」、「認知症」等が挙げられた。 

 

⑥短期入所療養介護の利用状況 

直近利用時の利用日数をみると、平均 8.3 日であった。 

 

図表２-２-３６ 直近利用時の利用日数 

 
（注）利用日数について記載のあったものを集計対象とした。 

17.5%

15.9%

9.5%

9.5%

6.3%

6.3%

6.3%

6.3%

4.8%

3.2%

1.6%

1.6%

1.6%

0.0%

0.0%

34.9%

9.5%

0% 10% 20% 30% 40%

喀痰吸引

胃瘻による栄養管理

褥瘡等の処置

膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ管理

経鼻経管栄養

点滴

緩和ｹｱ

看取りのｹｱ

ｲﾝｽﾘﾝ

酸素吸入

中心静脈栄養管理

人工呼吸器の管理

人工肛門のｹｱ

気管切開･気管内挿管

透析

その他

無回答

25.5% 15.7% 19.6% 21.6% 17.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者

（n=51）

3日以下 4日～5日 6日～7日 8日～10日 11日以上

平均値：8.3日 中央値：7.0日
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⑦有床診療所との関係 

有床診療所と利用者の関係をみると、「外来通院中」と「特に関係はない」がそれぞれ 36.5％

で最も多く、次いで「医療保険入院経験あり」、「主治医意見書作成」（それぞれ 25.4％）で

あった。 

 

図表２-２-３７ 有床診療所と利用者の関係（複数回答、n=63） 

 
（注）「その他」の内容として、「通所リハ利用中」が挙げられた。 
 

⑧有床診療所の短期入所療養介護を利用した理由 

有床診療所の短期入所療養介護を利用した理由をみると、「利用者・家族から要望があっ

たから」が 47.6％で最も多く、次いで「利用者の医療ニーズが高かったから」、「利用者の

かかりつけ医がいたから」（それぞれ 39.7％）であった。 

 

図表２-２-３８ 有床診療所の短期入所療養介護を利用した理由（複数回答、n=63） 

  

36.5%

25.4%

25.4%

14.3%

36.5%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

外来通院中

医療保険入院経験あり

主治医意見書作成

在宅医療の提供中

特に関係はない

その他

47.6%

39.7%

39.7%

27.0%

6.3%

11.1%

0.0%

0% 20% 40%

利用者･家族から要望があったから

利用者の医療ﾆｰｽﾞが高かったから

利用者のかかりつけ医がいたから

利用者にとって身近な施設だったから

他の施設に空きがなかったから

他の施設に利用者の病態等の理由で断ら

れたから

その他
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（５）有床診療所に対する意見等 

①有床診療所が介護保険サービスを提供するにあたって期待する機能・役割 

有床診療所が介護保険サービスを提供するにあたって期待する機能・役割について、自

由記述式で記載して頂いた内容のうち、主な意見を取りまとめた。 

 

 

＜医療ニーズのある利用者の受入（短期入所療養介護）＞ 

・医療度の高い利用者でも、しっかりと対応してくれること。 

・気管切開や人工呼吸器装着、または、ターミナル期の利用者の受入。 

・近くに有床診療所がないので遠方の病院に入院せざるを得ないのが現状。あれば、病気

の重度化が防げると思う。 

・病気や痛みがひどいなどの訴えがある人が安心して入所できればと考える。入院はでき

ないが痛みがひどい人や、病状が安定せず家族も不安に思っている人など。 

・医療依存度の高い（在宅酸素等）利用者は、介護老人保健施設での短期入所療養介護や

介護老人福祉施設での短期入所生活介護等での受入が難しいケースもあり、そういった

利用者の受け皿としての機能を期待したい。 

・一泊でもいいので医療依存度の高い人を入院させてほしい。その一泊があるかないかで、

家族の安心感は大きく変わる。「痰吸引が夜間に何度もある方は不可」では、そのケアを

毎日やる家族には申し訳なくて伝えられない（どこも満床だと嘘を言うこともあった）。 

・医療ニーズのある人が安心して過ごせ、介護者も安心して預けられることで、継続でき

る在宅生活もある。ヘルパー等は医療処置を基本できない、またはできることの制限が

あるため、結局は訪問看護か介護者で補っている状況がほとんど。老人保健施設もショ

ートステイのベッドを確保しておらず、長期のベッドが空いた時点での利用となるため

計画的に利用できないので、医療ニーズを満たしてくれる所があると安心だと思う。  

／等 

 

＜緊急時の対応（短期入所療養介護）＞ 

・介護者が急な入院、急用のある時にすぐに利用できる。 

・医療ニーズがある人への緊急的なサービスの充実、人員の確保。 

・緊急時にすぐに対応できれば医療依存度が高くても安心して利用できるので、ローカル

な場所でも利用できるような診療所ができることを期待する。老健では短期のベッド数

が少なく緊急時の対応は無理で、利用日についても家族のニーズとはかけ離れていて、

空きのところで調整されてしまう。短期については必要時に利用できるようにしてほし

い。／等 
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＜レスパイトケア（短期入所療養介護）＞ 

・病変の起こりやすい利用者を介護している人が、ゆっくりできる時間を提供してほしい。

重度の利用者の介護者にこそ、レスパイト入所等を利用させたい。 

・医療ニーズの高い利用者を家族のレスパイトケア目的で利用させてもらい、在宅で生活

することが困難な高齢者の脱入院が図られるよう期待したい。 

・必要時（家族のレスパイト）等の利用ができるようになること。医療ニーズの高い人が

入院を継続できず退院するが、自宅での介護が困難。施設での夜間対応ができない等に

より施設を探せないため、受入先が増えてほしい。 ／等 

 

＜かかりつけ機能の強化＞ 

・かかりつけ医でショートステイが利用できれば、利用した人はたくさんいたと思われる。 

・医療的配慮が必要な人も多くいるので、かかりつけ医等の安心した環境で、家族も安心

して過ごすことができれば在宅での介護も継続できるのではないかと思う。 

・かかりつけ医がいる診療所でショートステイができたら、利用者、家族は安心できるし、

在宅医療の推進が叫ばれる中で、介護医療の連携は病院よりも確実に図りやすいと思う。 

・利用者が安心して利用できる。本人がショートステイの利用をためらわない。 

・近隣になく知らなかったが、日常的に診てもらっている診療所で短期入所が可能ならば

遠方のショートステイなど利用しなくても地域の中で暮らしていける安心感が得られて、

在宅に戻っても生活が継続可能となると思われる。 

・緊急時又は特別な時に安心して利用できるのが理想。「安心」とは、よく知ってもらって

いる、知った人がいるということ。 ／等 

 

＜地域の在宅医療への支援＞ 

・地域に密着した、高齢者が気軽に利用できる施設にしてほしい。 

・在宅医療の強化。病態の変化が予想される利用者に対しての「駆け込み寺」的な機能。 

・利用者家族が在宅での介護を継続するための存在である。 

・短期入所療養介護と往診機能を併せ持つ診療所があれば、医療ニーズの高い患者の在宅

復帰が促進されると思われる。 

・急性期病院で治療が終わり退院となった時、在宅では不安があるので状態が安定するま

での受入先になってくれれば良いと考える。 

・訪問診療を行っている医療機関であれば訪問看護などとの連携も取りやすく、ショート

ステイ利用をしても在宅生活の様子を詳しく把握している。地域包括ケアの中で大切な

役割になると思う。 

・急性期病院から在宅にすぐに戻れない人の早急な受入機能、在宅での急変時の対応など、

様々な様子への対応ができればと思う。 ／等 

 

52 
 



＜医療と介護の連携役＞ 

・医療と介護のシームレスなサービス提供。身近な地域での顔が見える関係での支援。 

・医療連携がしやすい身近な存在として重要。 

・医療は疾患、介護は生活全般の支援を行っているが双方の情報提供者は必要である。 

・有床診療所でのショートステイが身近になれば、医療との連携も取りやすくなることが

期待でき、需要も増えると思う。 

・地域の診療所との連携を図り、在宅に帰った時のサービスについても意見をもらい、ケ

アプランに生かしていけたらよいと思う。 

・有床診療所自体が近隣にほとんどなく、介護保険のサービスと結びつく意識がほとんど

なかった。利用者にとって、有床診療所がかかりつけ医である場合は安心して連携がと

れ、医療と介護保険のサービスがより一層チームとなって支援できる体制が強化される

と思う。 ／等 

 

＜その他＞ 

・医療特化型の小規模多機能拠点。 

・タイムリーな健康管理と介護支援専門員への情報提供。 

・継続的な医療。日中の様子や病状の医師との連携。 

・認知症の人の利用に対しハードルを上げないでほしい。大集団の中で過ごすことに支障

のある人の利用先として（19 床以下なので）。 

・家族やケアマネ、本人との面談の中で、必要時の助言や介入をしてほしい。 

・一時的に体調が悪化し、かといって入院は必要のないケースはショートステイ（生活も

療養も）をなかなか利用できず困ることが多い。入院するほどでもないが、体調に不安

があるケースの受入ができれば大変助かる。 ／等 
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②有床診療所の課題・問題点 

有床診療所に対して感じている課題・問題点について、自由記述式で記載して頂いた内

容のうち、主な意見を取りまとめた。 

 

短期入所療養介護について 

＜かかりつけ医や他医療機関との連携不足＞ 

・かかりつけ医ではない診療所での短期入所療養介護の利用に関してとても苦労を感じ

る。医師の知識不足、医師とかかりつけ医の連携が今後必要であると感じる。 

・主治医じゃなくても受けてほしい。医師同士もっと連携してほしい。 

・自院の患者のみの対応になるのか。他の主治医がいるとなかなか受け入れてもらえな

い。 

・主治医のいる診療所に入院できるのはありがたい。診療所と病院（総合病院）がもう

少し連携すれば、総合病院に緊急で（FAX などで）紹介してもらい、専門医に受診で

きる形式となるが、診療所が連携できないと、（私も認知症を勉強しているから、認知

症の専門医に受診させることは必要ない等言われることもある）症状の改善に結びつ

かない事例もあった。  ／等 

 

＜リハビリやケア等が不安＞ 

・寝かせきりでリハビリ機能がない、または少ない。 

・生活スペースがベッド上だけなのでもう少し他の人たちとの交流ができたら良い。 

・診療所に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等専門のセラピストが配置され、入所

中も適切なリハビリテーションが継続できるのかと不安がある。 

・入浴以外はベッドで寝かせきりになっているイメージがある。薄暗い雰囲気がある。 

・レクリエーションや機能訓練ができる職員配置を希望する。 

・病状の管理を行ってもらえるのはわかるが、ADL の維持や充実したケアが受けられる

のか。 ／等 

 

＜空床がない＞ 

・空床が少ない。疾患によっては拒否がある。 

・ベッド数が少ない。突発的な時は対応してもらえない。 

・自分のところの受け持ちの患者でいっぱいになっていて、なかなか外部からの受入を

してくれないのでなんとかしてほしい。 

・正直なところ、これまであまり有床診療所の短期入所を利用したことはない。ベッド

数も少なくあまり空床がないというイメージがある。 ／等 
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＜その他＞ 

・個室料金等、介護施設より高めの設定になっていると思う。少し安くなると、利用し

やすくなる。 

・本人、家族にあまり有効的な説明をせずにサービスを開始していることが多いようだ。 

・認知症状のある利用者については、拒否されて困ったことがあった。 

・診療所が医療保険利用患者を優先してベッドを利用する傾向が著明で、介護保険利用

者は時として中途退所を指導されることがある。 

・緊急利用する場合など有床診療所の相談員等の対応が“入れてやる”感があり、サー

ビスを提供するといった対応ではないように感じた。 ／等 

 

有床診療所全般について 

＜有床診療所がない／少ない＞ 

・有床診療所も病院も少ない地域なので数を増やしてほしい。地域内の有床診療所はほ

とんど外来だけになってしまった。高齢者がなじみの医師に診てもらいながら入院す

ることもできなくなっている。 

・有床診療所の数が少ないので、対応してもらえないことが多い。 

・地域に有床診療所がほとんどない状態なので、数が増えると安心できる。 

・有床診療所が少ないこと。定期必要時に利用が困難である。 ／等 

 

＜情報がない＞ 

・どこでどういったサービスを行っているかわからない。 

・地域で有床診療所も交えたネットワークの情報がない。 

・当施設の地域には有床診療所の情報がないので、今後、行政や関係機関は積極的に情

報を発信してほしい。 

・有床診療所について勉強不足のためよく知らなかった。勉強しようと思う。診療所側

からの発信をもっとしてほしい。 

・有床診療所がどこにあるのかわからないのでもっと明確にしてほしい。実際、稼働し

ているかどうかわからないので本当に必要なときに利用できないのではないか。稼働

しているかどうか定期的な情報が必要だと思う。 ／等 

 

＜介護保険に関する理解不足＞ 

・介護保険やケアマネの仕事への理解が低いと感じる。 

・主治医を含め診療所の医師に介護についての理解が乏しく、ケアマネとの連携が取れ

ていない。 

・小規模な診療所だと相談員的な役割の人が不在で、外来看護師等が連絡の窓口となる

ことがあるが、介護保険制度を知らない人が多くスムーズに連携できないことが多い。 
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・看護師の介護現場への理解が薄く、患者の生活や介護保険サービス提供者との連携が

うまくはかれない。 ／等 

 

＜相談しづらい＞ 

・外来診療を行っているので、日中の連絡がとりにくい。 

・夜間、時間外など緊急の連絡がとりづらい。 

・相談の窓口がオープンでないように思われる。 

・医師との連絡調整をとるのが困難な場合がある（利用者の様子、状態についての報告

をしてもらえず、利用後の調整で困ることがある）。 

・連携しやすい体制にしてほしい。空き情報の連絡なども含め、もっと身近に感じられ

るものにしてほしい。 

・ケアマネと医師が直接顔を合わせて接する機会が少ない。もっと顔の見える関係性づ

くりをしていきたい。そういう会などがあればありがたい。 ／等  

 

＜その他＞ 

・ケアマネ自身が、有床診療所がどのような規模かどのような機能があるのか、地域に

どれだけ、またどこにあるのかわかっていない、ということが課題であると思う。 

・長期で療養入所をされているところが目立つ。それぞれの診療所が各々の役割を分担

して包括的な働きかけをしてもらえると助かる。 

・サービス担当者会議への積極的参加、生活上の指導。 

・不安な夜を過ごしている高齢者は多い。往診とセットでターミナル対応してほしい。

ただ経営的に成り立たないとも聞いている。小学校区に 1～2 か所あれば地域住民は安

心だと思う。 

・利用者の住まいの近くにはないため希望がなく紹介、提案が難しい。普段からのかか

りつけ医に、急変時診てもらえる体制（環境）を家族は望んでいる。 

・医師の絶対数が少なく往診医がさらに少なくなっていることが今後のサービス展開に

おいて一番懸念されるところ。病院から早々に退院し、自宅が難しく、本人の意向が

あればなんとかしてあげたいと思っても、往診できる医師がいないと困ってしまう。  

／等 
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（６）介護支援専門員調査の結果の要点 
調査結果の要点は以下のとおりである。 

 

○回答者・所属事業所の概要 

・介護支援専門員の経験年月：平均 9.0 年であった。 

・保有資格：「介護福祉士」が 61.6％で最も多く、次いで「訪問介護員」（22.5％）であった。 

・担当利用者数：平均 30.4 人であった。 

・事業所の開設主体：「営利法人」が 36.5％で最も多く、次いで「社会福祉法人」（22.0％）、

「医療法人」（19.3％）であった。 

・事業所の同一法人が運営する施設・事業所：「短期入所生活介護事業所」が 24.0％で最も

多く、次いで「病院」（20.7％）、「介護老人福祉施設」（17.7％）であった。 

・事業所の介護支援専門員数：平均 3.8 人であった。 

 

○短期入所療養介護等の利用状況 

・短期入所生活介護・短期入所療養介護の利用回数（平成 27 年 10 月～12 月）：短期入所生

活介護の利用回数は合計 19,883 回、短期入所療養介護の利用回数は合計 3,443 回であっ

た。短期入所療養介護では、老人保健施設の使用割合が 9 割以上であった。 

・短期入所療養介護で入所先を確保できなかった利用者数・回数（平成 27 年 10 月～12 月）：

入所先を確保できなかった利用者がいたケアマネジャーは 8.2％で、その利用者数は合計

119 人、利用できなかった回数は合計 198 回であった。 

・医療ニーズのある人の短期入所療養介護入所先の確保状況：計画的な利用、緊急的な利

用いずれも、「困難なときもある」「困難なときが多い」「とても困難である」を合わせた

割合が 8 割を超え、計画的な利用より緊急的な利用の方が入所先の確保が困難な傾向が

みられた。また、入所先の確保が困難だったケアマネジャーにその理由を尋ねたところ、

計画的な利用・緊急的な利用のいずれも、「指定短期入所療養介護事業所が満床である」

が最も多く、次いで「近くの指定短期入所療養介護事業所では、医療ニーズに十分に対

応できない」であった。対応できない近くの指定短期入所療養介護の施設として最も多

く挙げられていたのは、老人保健施設であった。 

・短期入所生活介護の充足状況：「充足している」「まあまあ充足している」を合わせた割

合は 71.1％、「かなり不足している」「やや不足している」を合わせた割合は 26.8％であ

った。 

・短期入所療養介護の入所先が確保できない場合の代替サービス：「短期入所生活介護を利

用」が 62.5％、「入院」が 50.6％、「在宅で介護保険サービスを利用」が 43.4％であった。 

・医療が充実した短期入所療養介護を利用すべき利用者の病態：「常時吸引が必要」が 66.8％

で最も多く、次いで「胃瘻・経管栄養」（59.5％）であった。 

・医療ニーズがある人の短期入所ニーズへの対応に対する考え：近くの有床診療所の有無
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に関わらず、「老人保健施設よりも病院で短期入所療養介護を実施してほしい」が最も多

く、次いで「老人保健施設よりも有床診療所で短期入所療養介護を実施してほしい」で

あった。近くに有床診療所のあるケアマネジャーでは、ないケアマネジャーと比較する

と、「老人保健施設よりも有床診療所で短期入所療養介護を実施してほしい」が 14.3 ポイ

ント高かった。 

 

○有床診療所における短期入所療養介護等の提供内容等 

・近くの有床診療所の有無：「ある」が 32.5％、「ない」が 41.7％、「分からない」が 24.6％

であった。 

・近くで短期入所療養介護を実施している有床診療所の有無（近くに有床診療所があるケ

アマネジャー）：「ある」が 32.6％、「ない」が 42.9％、「分からない」が 21.0％であった。 

・有床診療所の短期入所療養介護の利用を計画した経験（近くに有床診療所があるケアマ

ネジャー）：「ある」が 11.4％、「ない」が 84.6％であった。 

・有床診療所で短期入所療養介護を提供できることの認知：約 6 割が「有床診療所で提供

できることは知らなかった」。 

・介護老人保健施設で提供される短期入所療養介護との違い：「医療処置が必要な場合に､

円滑に必要な医療が提供される」が 57.7％で最も多く、次いで「利用者のかかりつけ医

がいるので､利用者または家族にとって安心である」（53.5％）であった。 

・短期入所療養介護を利用する際に重要視するサービス：有床診療所では「医療ニーズが

ある人への緊急的なサービス」が 83.1％で最も多く、介護老人保健施設では「リハビリ

テーション」が 71.4％で最も多かった。有床診療所と介護老人保健施設では重要視する

サービスに違いがみられた。 

・短期入所生活介護との違い：「医療処置が必要な場合に､円滑に必要な医療が提供される」

が 70.1％で最も多く、次いで「利用者のかかりつけ医がいるので､利用者または家族にと

って安心である」（56.5％）であった。 

  

○有床診療所の短期入所療養介護の利用者の状況 

・利用者の年齢：平均 82.0 歳であった。 

・要介護度：「要介護 5」が 41.3％で最も多く、次いで「要介護 1」、「要介護 3」、「要介護 4」

（それぞれ 15.9％）であった。 

・保有疾患：「脳血管疾患」が 28.6％で最も多く、次いで「認知症」（23.8％）であった。 

・利用者の状態等：「喀痰吸引」が 17.5％で最も多く、次いで「胃瘻による栄養管理」  

（15.9％）であった。 

・直近利用時の利用日数：平均 8.3 日であった。 

・有床診療所との関係：「外来通院中」と「特に関係はない」がそれぞれ 36.5％で最も多か

った。 
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・有床診療所の短期入所療養介護を利用した理由：「利用者・家族から要望があったから」

が 47.6％で最も多く、次いで「利用者の医療ニーズが高かったから」、「利用者のかかり

つけ医がいたから」（それぞれ 39.7％）であった。 
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第３節 短期入所療養介護実施診療所調査 

１．目的 
本調査は、短期入所療養介護を提供している有床診療所におけるサービスの提供実態や

普及を図る上での課題等を調査することを目的とする。 

 

２．調査対象 
平成 26 年度老人保健健康増進等事業「有床診療所の短期入所療養介護の運用状況調査研

究事業」の診療所調査で回答のあった有床診療所のうち、短期入所療養介護の指定（みな

し指定を含む）を受けている診療所で診療所名の記載があった 69 施設を本調査の対象とし

た。 

【平成26年度調査結果】発送数：3,000件、回収数：1,004件、有効回答数：887件 

短期入所療養介護の実施内容 実施診療所数 診療所名あり 

介護療養・一般病床の両方 11 9 

介護療養での実施 54 31 

一般病床での実施 58 29 

合計 123 69 

 

 

 

 

３．調査内容 
・調査票は、施設調査（様式 1）と利用者調査（様式 2）の 2 種類を作成した。 

・施設調査（様式 1）：有床診療所の概要、短期入所療養介護の提供状況、運用実態、今後

の意向、短期入所療養介護実施の効果、課題等 

・利用者調査（様式 2）：有床診療所の短期入所療養介護を利用した利用者の属性、状態、

短期入所療養介護の利用目的、利用日数、利用中の処置内容、有床診療所との関係等 

 

４．調査方法 
・施設調査（様式 1）と利用者調査（様式 2）を同封し、対象施設の管理者宛てに郵送配布、

回答のあった調査票を郵送により回収した。 

・施設調査（様式 1）と利用者調査（様式 2）の回答者は、管理者または管理者が指名した

担当職員とした。 

・利用者調査は平成 27 年 7 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日の半年間に、対象施設の短期入

対象施設 
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所療養介護を利用した利用者（1 施設につき最大 20 名）を対象とした。 

・調査実施期間は平成 28 年 1 月 15 日～平成 28 年 2 月 15 日であった。 

 

５．回収結果 
施設調査（様式 1）は発送数 69 件に対し、有効回答数は 39 件、有効回答率は 56.5％であ

った。利用者調査（様式 2）は 15 施設から総計 151 名分について回答を得られた。 

図表２-３- １ 回収結果 

  発送数 有効回答数 有効回答率 

施設調査（様式 1） 69 39 56.5% 

利用者調査（様式 2） - 151 - 

 

 

６．調査結果 

（１）施設の状況 

①職員数 

1）職員数（常勤換算数） 

職員数は、「医師」が平均 1.4 人、「保健師・看護師」が 3.0 人、「准看護師」が 5.2 人、「看

護補助者・介護職員」が 3.8 人であった。 

図表２-３- ２ 職員数（常勤換算数）（n=39） 

（単位：人） 

  平均値 標準偏差 中央値 

医師  1.4  0.7  1.0 

保健師・看護師  3.0  3.3  2.0 

准看護師  5.2  2.7  5.0 

看護補助者・介護職員  3.8  2.5  3.5 

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ  0.8  1.5  0.0 

管理栄養士  0.4  0.5  0.0 

栄養士  0.2  0.4  0.0 

事務職員等その他  4.2  3.5  3.2 

合計  19.0  9.4  18.0 
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2）常勤医師の人数 

常勤医師数は、「1 人」が 74.4％で最も多く、次いで「2 人」が 15.4％、「3 人」が 10.3％

で、平均 1.4 人（中央値 1.0）であった。 

図表２-３- ３ 常勤医師の人数（n=39） 

 

  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

常勤医師数（人） 39 1.4 0.7 1.0 

 

 

3）介護支援専門員の資格を有する職員数（実人数） 

職員のうち、介護支援専門員の資格を有する職員数（実人数）は、「1 人」が 48.7％で最

も多く、次いで「2 人」が 35.9％、「3 人以上」が 10.3％で、平均 1.6 人（中央値 1.0）であ

った。 

図表２-３- ４ 介護支援専門員の資格を有する職員数（実人数）（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

介護支援専門員の資格を有する職員数 

（実人数）（人） 
39 1.6 1.0 1.0 

 

  

 

74.4%

15.4%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80%

1人

2人

3人

5.1%

48.7%

35.9%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80%

0人

1人

2人

3人以上
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②1 日当たりの平均外来患者数 

1 日当たりの平均外来患者数は、「30 人以上 60 人未満」が 41.0％で最も多く、次いで「60

人以上 90 人未満」が 28.2％、「30 人未満」が 20.5％、「90 人以上」が 10.3％で、平均 54.9

人（中央値 50.0）であった。 

図表２-３- ５ 1日当たりの平均外来患者数（平成 27年 12月）（n=39） 

 

  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

1 日平均外来患者数（人） 39 54.9 30.1 50.0 

 

 

③許可病床数・1 日当たりの平均入院患者数 

許可病床数は、一般病床が平均 8.7 床、医療療養病床が平均 1.8 床、介護療養病床が平均

6.6 床で、合計 17.2 床であった。 

1 日当たりの平均入院患者数は、全体で 13.1 人であった。 

図表２-３- ６ 許可病床数・1日当たりの平均入院患者数 

  

許可病床数（床） 

 

1 日当たりの平均入院患者数（人） 

回答 
施設数 

平均値 標準偏差 中央値 

 

回答 
施設数 

平均値 標準偏差 中央値 

一般病床 39 8.7 6.1 7.0 

 

35 5.7 5.3 4.5 

医療療養病床 39 1.8 2.6 0.0 

 

35 1.5 2.3 0.0 

介護療養病床 39 6.6 5.6 6.0 

 

35 5.9 5.5 6.0 

全体 39 17.2 3.1 19.0 

 

35 13.1 5.8 15.2 

（注）許可病床数、1 日当たりの平均入院患者数それぞれについて記載のあった施設を集計対象とした。 

 

 

 

  

 

20.5%

41.0%

28.2%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80%

30人未満

30人以上60人未満

60人以上90人未満

90人以上
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「一般病床」を有する診療所は 89.7％、「医療療養病床」を有する診療所は 41.0％、「介

護療養病床」を有する診療所は 66.7％であった。 

図表２-３- ７ 病床の有無（n=39） 

 
 

許可病床数に対する 1 日当たり平均入院患者数を病床利用率としたところ、一般病床の

病床利用率は平均 67.0％（中央値 68.4）、医療療養病床は平均 81.0％（中央値 87.1）、介護

療養病床は平均 85.6％（中央値 98.8）で、全病床では平均 73.1％（中央値 83.2）であった。 

図表２-３- ８ 病床利用率 

（単位：％） 

  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

一般病床 31 67.0 42.9 68.4 

医療療養病床 14 81.0 29.4 87.1 

介護療養病床 24 85.6 27.2 98.8 

全体 35 73.1 29.2 83.2 

（注）病床それぞれについて記載のあった施設を集計対象とした。 

  

89.7%

41.0%

66.7%

10.3%

59.0%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般病床

医療療養病床

介護療養病床

あり なし
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④入院基本料 

有床診療所入院基本料は、「1」が 36.4％で最も多く、次いで「2」が 33.3％、「5」が 12.1％、

「4」と「6」が 9.1％であった。 

有床診療所療養病床入院基本料は、「E」が 50.0％で最も多く、次いで「B」が 41.7％、「A」

が 25.0％であった。 

図表２-３- ９ 有床診療所入院基本料（n=33） 

 
（注）有床診療所入院基本料に該当すると回答した施設を集計対象とした。 

 

図表２-３- １０ 有床診療所療養病床入院基本料（複数回答、n=12） 

 
（注）有床診療所療養病床入院基本料に該当すると回答した施設を集計対象とした。 

 

  

36.4% 33.3%

0.0%

9.1% 12.1% 9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 2 3 4 5 6

25.0%

41.7%

0.0%

0.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80%

A

B

C

D

E
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⑤施設基準 

診療報酬上の施設基準の届出をしているものは、「時間外対応加算 1」が 51.3％、「夜間看

護配置加算 2」が 48.7％、「在宅療養支援診療所」が 41.0％、「地域包括診療加算」が 30.8％

であった。 

図表２-３- １１ 施設基準（複数回答、n=39） 

 
  

17.9%

41.0%

23.1%

10.3%

25.6%

0.0%

5.1%

2.6%

7.7%

48.7%

15.4%

15.4%

10.3%

51.3%

10.3%

2.6%

30.8%

2.6%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80%

機能強化型在宅療養支援診療所

在宅療養支援診療所

診療所療養病床療養環境加算

診療所療養病床療養環境改善加算

医師配置加算１

医師配置加算２

看護配置加算１

看護配置加算２

夜間看護配置加算１

夜間看護配置加算２

看護補助配置加算１

看護補助配置加算２

有床診療所緩和ケア診療加算

時間外対応加算１

時間外対応加算２

時間外対応加算３

地域包括診療加算

地域包括診療料

該当なし
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⑥院内での死亡者数（平成 27年 7月～12月） 

平成 27 年 7 月～12 月の半年間の院内での死亡者数は、「1～5 人」が 64.1％で最も多く、

次いで「6～10 人」、「11 人以上」がともに 12.8％、「0 人」が 5.1％であり、平均 5.5 人（中

央値 4.0）であった。 

図表２-３- １２ 院内での死亡者数（平成 27年 7月～12月）（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

院内での死亡者数（人） 37 5.5 5.3 4.0 

（注）院内での死亡者数に記載のあった施設を集計対象とした。 

 

⑦在宅医療の実施状況 

1）往診料の算定回数（平成 27年 12月） 

平成 27 年 12 月 1 か月間の往診料の算定回数は、「0 回」が 23.1％で最も多く、次いで「6

～10 回」、「11 回以上」がともに 15.4％、「1 回」が 12.8％であり、平均 7.7 回（中央値 3.0）

であった。 

図表２-３- １３ 往診料の算定回数（平成 27年 12月）（n=39） 

 

 

 

5.1%

64.1%

12.8%

12.8%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80%

0人

1～5人

6～10人

11人以上

無回答

23.1%
12.8%

7.7%
7.7%

5.1%
2.6%

15.4%
15.4%

10.3%

0% 10% 20% 30% 40%

0回
1回
2回
3回
4回
5回

6～10回
11回以上

無回答
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  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

往診料の算定回数（回） 35 7.7 14.7 3.0 

（注）往診料の算定回数に記載のあった施設を集計対象とした。 

 

2）在宅患者訪問診療料の算定回数（平成 27年 12月） 

平成 27 年 12 月 1 か月間の在宅患者訪問診療料の算定回数は、「0 回」が 23.1％で最も多

かったが、一方で「101 回以上」が 17.9％、「51～100 回」が 15.4％であった。また、平均

52.5 回（中央値 12.5）であった。 

図表２-３- １４ 在宅患者訪問診療料の算定回数（平成 27年 12月）（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

在宅患者訪問診療料の算定回数（回） 36 52.5 80.2 12.5 

（注）在宅患者訪問診療料の算定回数に記載のあった施設を集計対象とした。 

 

3）在宅時医学総合管理料の算定回数（平成 27年 12月） 

平成 27 年 12 月 1 か月間の在宅時医学総合管理料の算定回数は、「0 回」が 38.5％で最も

多かったが、一方で「11 回以上」が 25.6％であった。また、平均 15.2 回（中央値 3.0）であ

った。 

23.1%
10.3%
10.3%
10.3%

0.0%
5.1%

0.0%
15.4%

17.9%
7.7%

0% 10% 20% 30% 40%

0回
1～5回

6～10回
11～20回
21～30回
31～40回
41～50回

51～100回
101回以上

無回答
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図表２-３- １５ 在宅時医学総合管理料の算定回数（平成 27年 12月）（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

在宅時医学総合管理料の算定回数（回） 35 15.2 26.2 3.0 

（注）在宅時医学総合管理料の算定回数に記載のあった施設を集計対象とした。 

 

 

4）特定施設入居時等医学総合管理料の算定回数（平成 27年 12月） 

平成 27年 12月 1か月間の特定施設入居時等医学総合管理料の算定回数は、「0回」が 61.5％

で最も多く、平均 2.2 回（中央値 0.0）であった。 

図表２-３- １６ 特定施設入居時等医学総合管理料の算定回数（平成 27 年 12 月）（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

特定施設入居時等医学総合管理料の算定
回数（回） 29 2.2 6.5 0.0 

（注）特定施設入居時等医学総合管理料の算定回数に記載のあった施設を集計対象とした。 
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0回
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4回

5回以上

無回答
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⑧居宅介護支援事業所 

1）自法人・関連法人が運営している居宅介護支援事業所の有無 

自法人・関連法人が運営している居宅介護支援事業所は、「あり」が 43.6％、「なし」が

48.7％であった。 

図表２-３- １７ 自法人・関連法人が運営している居宅介護支援事業所の有無（n=39） 

 
 

 

2）同一・隣接敷地内の居宅介護支援事業所の有無 

同一・隣接敷地内の居宅介護支援事業所は、「あり」が 38.5％、「なし」が 48.7％であっ

た。 

図表２-３- １８ 同一・隣接敷地内の居宅介護支援事業所の有無（n=39） 

 
 

  

43.6% 48.7% 7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答

38.5% 48.7% 12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答
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3）連携している居宅介護支援事業所数 

連携している居宅介護支援事業所数は「1 か所」が 20.5％、「0 か所」が 17.9％で、平均

3.1 か所（中央値 1.5）であった。 

図表２-３- １９ 連携している居宅介護支援事業所数（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

連携している居宅介護支援事業所数（か所） 30 3.1 4.1 1.5 

（注）連携している居宅介護支援事業所数に記載のあった施設を集計対象とした。 

 

⑨他施設・他事業所との主な連携担当者 

他施設・他事業所との主な連携担当者は、「看護師・准看護師」が 25.6％、「医師」が 20.5％

であった。また、「担当者はいない・決まっていない」が 15.4％であった。 

図表２-３- ２０ 他施設・他事業所との主な連携担当者（n=39） 

 
（注）「その他」の内容として、「介護支援専門員」（7 件）、「支援相談員」（2 件）、「医師と看護師・准看護

師」、「医師と社会福祉士」が挙げられた。  

17.9%

20.5%

7.7%

2.6%

7.7%

5.1%

5.1%

10.3%

23.1%

0% 10% 20% 30% 40%

0か所

1か所

2か所

3か所

4か所

5か所

6か所

7か所以上

無回答

20.5% 25.6%

0.0%0.0%

15.4% 25.6% 12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師 看護師・准看護師

社会福祉士 事務職員

担当者はいない・決まっていない その他

無回答
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（２）短期入所療養介護の提供状況等 

①短期入所療養介護の指定の届出状況等 

短期入所療養介護の指定の届出状況は、「介護療養病床について、みなしで指定されてい

る」が 61.5％（24 施設）、「医療療養病床について届出をし、指定された」が 15.4％（6 施

設）、「一般病床について届出をし、指定された」が 33.3％（13 施設）であった。 

図表２-３- ２１ 短期入所療養介護の指定の届出状況（複数回答）（n=39） 

 

（注）「その他」の内容として、「平成 27 年 12 月 1 日休止届提出」が挙げられた。 

 

 

短期入所療養介護の指定病床数は医療療養病床が平均 3.7 床（中央値 3.5）、一般病床が平

均 10.2 床（中央値 8.0）であった。 

図表２-３- ２２ 短期入所療養介護の指定病床数 

（単位：床） 

  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

医療療養病床 6 3.7 2.1 3.5 

一般病床 12 10.2 6.9 8.0 

（注）病床それぞれについて記載のあった施設を集計対象とした。 

 

 

 

  

61.5%、24施設

15.4%、6施設

33.3%、13施設

2.6%、1施設

0% 20% 40% 60% 80%

介護療養病床について、

みなしで指定されている

医療療養病床について

届出をし、指定された

一般病床について

届出をし、指定された

その他

72 
 



②有床診療所における短期入所療養介護の提供開始時期 

有床診療所における短期入所療養介護の提供開始時期は、「平成 12 年」が 17.9％、「平成

21 年」が 10.3％であった。 

図表２-３- ２３ 有床診療所における短期入所療養介護の提供開始時期（n=39） 

  施設数 構成割合 

平成 12 年 7 17.9% 

平成 13 年 1 2.6% 

平成 14 年 0 0.0% 

平成 15 年 3 7.7% 

平成 16 年 3 7.7% 

平成 17 年 0 0.0% 

平成 18 年 1 2.6% 

平成 19 年 1 2.6% 

平成 20 年 0 0.0% 

平成 21 年 4 10.3% 

平成 22 年 2 5.1% 

平成 23 年 1 2.6% 

平成 24 年 2 5.1% 

平成 25 年 0 0.0% 

平成 26 年 1 2.6% 

無回答 13 33.3% 

全体 39 100.0% 
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③短期入所療養介護の申請時に困ったこと 

短期入所療養介護の申請時に困ったことが、「あった」は 25.6％、「なかった」が 59.0％

であった。 

困ったことの内容としては、「申請書類が多く複雑で、書類作成に多大な時間を要したこ

と」が 90.0％（10 施設中 9 施設）、「どのような手続きをすればよいかわかりにくかったこ

と」が 50.0％（10 施設中 5 施設）であった。 

図表２-３- ２４ 短期入所療養介護の申請時に困ったことの有無（n=39） 

 
 

図表２-３- ２５ 短期入所療養介護の申請時に困ったこと（困ったことがあった施設） 

（複数回答）（n=10） 

 

（注）「その他」の内容として、「厚生局より、ショートステイ病床には別途人員配置するように言われた」、

「ショートステイの申請があることを知らなかった」が挙げられた。 

 

 

  

25.6% 59.0% 15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった なかった 無回答

50.0%

0.0%

90.0%

20.0%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どのような手続きをすれば

よいかわかりにくかったこと

申請窓口が

わからなかったこと

申請書類が多く複雑で、書類

作成に多大な時間を要したこと

相談相手がいなかったこと

その他
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④短期入所療養介護の周知方法 

短期入所療養介護の周知方法は、「自院の患者・家族等に情報提供」が 35.9％で最も多く、

次いで「居宅介護支援事業所に周知・情報提供」が 33.3％、「連携している介護施設・事業

所に周知・情報提供」が 25.6％、「診療所のホームページに掲示」、「リーフレットやチラシ

等の作成・院内での備付け」がともに 23.1％、「連携している医療機関に周知・情報提供」

が 20.5％であった。また、「特に何もしていない」が 28.2％であった。 

図表２-３- ２６ 短期入所療養介護の周知方法（複数回答）（n=39） 

 

（注）「その他」の内容として、「介護サービス情報の公表の専用ホームページ」が挙げられた。 

 

  

23.1%

7.7%

23.1%

20.5%

25.6%

33.3%

17.9%

35.9%

5.1%

28.2%

10.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

診療所のホームページに掲示

ポスターの院内掲示

リーフレットやチラシ等の

作成・院内での備付け

連携している医療機関に

周知・情報提供

連携している介護施設・事業所

に周知・情報提供

居宅介護支援事業所

に周知・情報提供

地域の医療・介護関係者

の会議等で情報提供

自院の患者・家族等

に情報提供

その他

特に何もしていない

無回答
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⑤短期入所療養介護を提供している最大の理由 

短期入所療養介護を提供している最大の理由は、「かかりつけ医としての機能が強化でき

る」が 20.5％で最も多く、次いで「医療の担保されたショートステイの提供ができること

で、地域の在宅医療の推進に貢献できる」が 15.4％、「患者家族の負担を軽減できる」、「空

きベッドの活用により、病床利用率が上がり、有床診療所としての経営が安定する」がと

もに 12.8％であった。 

図表２-３- ２７ 短期入所療養介護を提供している最大の理由（単数回答）（n=39） 

 

 

 

  

20.5%

12.8%

15.4%

10.3%

12.8%

0.0%

10.3%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

かかりつけ医としての機能が強化できる

患者家族の負担を軽減できる

医療の担保されたショートステイの提供ができ

ることで、地域の在宅医療の推進に貢献できる

医療と介護を一体化したサービスが提供でき、

地域包括ケアシステムの構築に貢献できる

空きベッドの活用により、病床利用率が上がり、

有床診療所としての経営が安定する

介護保険分野に進出するきっかけができる

その他

無回答

76 
 



⑥短期入所療養介護で主に実施しているリハビリテーションの内容 

短期入所療養介護で主に実施しているリハビリテーションの内容については、「利用者の

心身の状況から病室や廊下等で、身体機能を維持するためのリハビリテーションを実施し

ている」が 20.5％、「機能訓練室で、身体機能を維持するためのリハビリテーションを実施

している」が 12.8％であった。また、「リハビリテーションは実施していない」が 28.2％で

あった。 

図表２-３- ２８ 短期入所療養介護で主に実施しているリハビリテーションの内容 

（単数回答）（n=39） 

 
（注）「その他」の内容として、「利用者の状況に適したリハを行う」、「利用者がいない」が挙げられた。 

 

  

10.3%

20.5%

2.6%

12.8%

28.2%

7.7%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用者の心身の状況から移動が困難であり、

ベッド上での拘縮予防のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施し

ている

利用者の心身の状況から病室や廊下等で、

身体機能を維持するためのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実

施している

機能訓練室で、拘縮予防のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実

施している

機能訓練室で、身体機能を維持するためのﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施している

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝは実施していない

その他

無回答
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⑦短期入所療養介護利用者の食事 

短期入所療養介護利用者の食事については、「可能な限り離床を行い、病室又はベッド上

で、介助を必要としながら食事を行っている」が 23.1％、「可能な限り離床を行い、病室又

はベッド上で、自力で食事を行っている」が 20.5％であった。 

図表２-３- ２９ 短期入所療養介護利用者の食事（単数回答）（n=39） 

 
（注）「その他」の内容として、「利用者がいない」（同旨含め 3 件）、「利用者個々の状況に応じて対応」（同

旨含め 2 件）が挙げられた。 

 

  

20.5%

23.1%

0.0%

10.3%

15.4%

0.0%

0.0%

12.8%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

可能な限り離床を行い、病室又はベッド上で、

自力で食事を行っている

可能な限り離床を行い、病室又はベッド上で、

介助を必要としながら食事を行っている

可能な限り離床を行い、病室又はベッド上で、

経管栄養等を行っている

食堂で、自力で食事を行っている

食堂で、介助を必要としながら食事を行って

いる

食堂で、経管栄養等を行っている

点滴等により水分・栄養を提供しており、食事

等は行っていない

その他

無回答
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⑧短期入所療養介護利用者の入浴等 

短期入所療養介護利用者の入浴等については、「浴室に移動し、介助を必要としながら浴

槽・シャワー等での入浴等を行っている」が 66.7％であった。 

図表２-３- ３０ 短期入所療養介護利用者の入浴等（単数回答）（n=39） 

 
（注）「その他」の内容として、「利用者がいない」（同旨含め 3 件）が挙げられた。 

 

  

2.6%

66.7%

2.6%

0.0%

7.7%

20.5%

0% 20% 40% 60% 80%

浴室に移動し、自力で浴槽・シャワー等での

入浴等を行っている

浴室に移動し、介助を必要としながら浴槽・

シャワー等での入浴等を行っている

利用者の心身の状況から浴室への移動が困

難であり、清拭を行っている

本来、浴室への移動が可能ではあるが、清拭

を行っている

その他

無回答
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⑨短期入所療養介護利用者における機能訓練室・食堂・浴室の利用状況 

短期入所療養介護利用者の機能訓練室の利用状況については、「頻回に利用している」が

5.1％、「よく利用している」が 25.6％、「ほとんど利用していない」が 28.2％、「まったく利

用していない」が 25.6％であった。 

食堂の利用状況については、「頻回に利用している」が 17.9％、「よく利用している」が

28.2％、「ほとんど利用していない」が 10.3％、「まったく利用していない」が 28.2％であっ

た。 

浴室の利用状況については、「頻回に利用している」が 17.9％、「よく利用している」が

35.9％、「ほとんど利用していない」が 7.7％、「まったく利用していない」が 23.1％であっ

た。 

図表２-３- ３１ 短期入所療養介護利用者における機能訓練室・食堂・浴室の利用状況 

（n=39） 

 

 

  

5.1%

17.9%

17.9%

25.6%

28.2%

35.9%

28.2%

10.3%

7.7%

25.6%

28.2%

23.1%

0.0%

0.0%

0.0%

15.4%

15.4%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

機能訓練室

食堂

浴室

頻回に利用している よく利用している
ほとんど利用していない まったく利用していない
その他 無回答
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⑩短期入所療養介護の提供実績等 

1）短期入所療養介護の提供実績（平成 27年 7月～12月） 

短期入所療養介護の利用者数は、「0 人」が 48.7％、「1～5 人」が 10.3％、「6～10 人」が

5.1％、「11～100 人」が 12.8％、「101 人以上」が 5.1％で、平均 14.9 人（中央値 0.0）であっ

た。 

短期入所療養介護の延べ利用者数は、「0 人」が 48.7％、「1～99 人」が 20.5％、「100～199

人」が 7.7％、「200～299 人」が 2.6％、「300 人～」が 2.6％で、平均 42.6 人（中央値 0.0）

であった。 

短期入所療養介護の延べ利用日数は、「0 日」が 48.7％、「1～99 日」が 10.3％、「100～199

日」が 0.0％、「200～299 日」が 5.1％、「300 日～」が 17.9％で、平均 298.8 日（中央値 0.0）

であった。 

 

図表２-３- ３２ 短期入所療養介護の利用者数（平成 27年 7月～12月）（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

利用者数（人） 32 14.9 42.5 0.0 

（注）短期入所療養介護の利用者数に記載のあった施設を集計対象とした。 

 

 

48.7%

10.3%

5.1%

12.8%

5.1%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0人

1～5人

6～10人

11～100人

101人以上

無回答
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図表２-３- ３３ 短期入所療養介護の延べ利用者数（平成 27年 7月～12月）（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

延べ利用者数（人） 32 42.6 109.1 0.0 

（注）短期入所療養介護の延べ利用者数に記載のあった施設を集計対象とした。 

 

 

図表２-３- ３４ 短期入所療養介護の延べ利用日数（平成 27年 7月～12月）（n=39） 

 
  回答施設数 平均値 標準偏差 中央値 

延べ利用日数（日） 32 298.8 619.5 0.0 

（注）短期入所療養介護の延べ利用日数に記載のあった施設を集計対象とした。 

 

  

48.7%

20.5%

7.7%

2.6%

2.6%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0人

1～99人

100～199人

200～299人

300人～

無回答

48.7%

10.3%

0.0%

5.1%

17.9%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0日

1～99日

100～199日

200～299日

300日～

無回答
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2）短期入所療養介護の利用者数の変化（1年前と比較して） 

1 年前と比較した短期入所療養介護の利用者数の変化については、「増えた」が 5.1％、「や

や増えた」が 10.3％、「変わらない」が 56.4％、「やや減った」が 5.1％、「減った」が 7.7％

であった。 

図表２-３- ３５ 短期入所療養介護の利用者数の変化（1年前と比較して）（n=39） 

 
 

 

3）短期入所療養介護の利用者数に対する評価 

短期入所療養介護の利用者数に対する評価については、「多い」が 0.0％、「どちらかとい

えば多い」が 5.1％、「ちょうどよい」が 17.9％、「どちらかといえば少ない」が 12.8％、「少

ない」が 33.3％、「わからない」が 23.1％であった。 

図表２-３- ３６ 短期入所療養介護の利用者数に対する評価（n=39） 

 

 

 

 

  

5.1% 10.3% 56.4% 5.1% 7.7% 7.7% 7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増えた やや増えた 変わらない やや減った 減った わからない 無回答

0.0%

5.1% 17.9% 12.8% 33.3% 23.1% 7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多い どちらかといえば多い ちょうどよい

どちらかといえば少ない 少ない わからない

無回答
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（３）短期入所療養介護に関する考え等 

①地域における短期入所療養介護の提供量についての評価 

地域における短期入所療養介護の提供量については、「充足している」が 15.4％、「どち

らかといえば足りている」が 17.9％で、両者を合わせた割合は 33.3％であった。また、「ど

ちらかといえば不足している」が 25.6％、「不足している」が 10.3％で、両者を合わせた割

合は 35.9％であった。「わからない」が 23.1％であった。 

図表２-３- ３７ 地域における短期入所療養介護の提供量についての評価（n=39） 

 

 

  

15.4% 17.9% 25.6% 10.3% 23.1% 7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

充足している どちらかといえば足りている

どちらかといえば不足している 不足している

わからない 無回答
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②短期入所療養介護に関する今後の意向 

短期入所療養介護に関する今後の意向については、「現状と同じ程度でよい」が 48.7％と

半数近くを占めた。このうち、平成 27 年 7 月～12 月の半年間の短期入所療養介護の延べ利

用者数が 0 人であった施設が 9 件、1 人以上が 7 件であった。また、「増やしたい・どちら

かといえば増やしたい」が 20.5％で、「減らしたい・どちらかといえば減らしたい」が 5.1％、

「わからない」が 12.8％であった。 

図表２-３- ３８ 短期入所療養介護に関する今後の意向（n=39） 

 

図表２-３- ３９ 平成 27年 7月～12月の半年間の延べ利用者数別  

短期入所療養介護に関する今後の意向（n=39） 

  
増やしたい・ 

どちらかといえ
ば増やしたい 

現状と同じ 
程度でよい 

減らしたい・ 
どちらかといえ
ば減らしたい 

わからない 無回答 

0 人 2 9 2 5 1 

1～20 人 2 2 0 0 0 

21～40 人 0 3 0 0 0 

41～60 人 0 0 0 0 0 

61～80 人 0 1 0 0 0 

81～100 人 0 0 0 0 0 

101～200 人 3 0 0 0 0 

201～300 人 1 0 0 0 0 

301 人以上 0 1 0 0 0 

無回答 0 3 0 0 4 

総計 8 19 2 5 5 

 

 

  

20.5% 48.7% 5.1% 12.8% 12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増やしたい・どちらかといえば増やしたい 現状と同じ程度でよい

減らしたい・どちらかといえば減らしたい わからない

無回答
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③新たに短期入所療養介護を実施する有床診療所が増えるために必要な支援・方策 

新たに短期入所療養介護を実施する有床診療所が増えるために必要な支援・方策（複数

回答）については、「ショートステイ利用中の医療処置に対する出来高払いの範囲の拡大」

が 53.8％で最も多く、次いで「介護報酬の引上げ」が 51.3％、「有床診療所がショートステ

イを提供する制度についての医療関係者への普及啓発」が 35.9％、「ショートステイ申請手

続きの簡素化」、「人員配置基準の緩和」がともに 33.3％であった。 

最も有効な支援・方策（単数回答）については、「介護報酬の引上げ」が 32.0％で最も多

く、次いで「有床診療所がショートステイを提供する制度についての医療関係者への普及

啓発」が 24.0％であった。 

図表２-３- ４０ 新たに短期入所療養介護を実施する有床診療所が増えるために 

必要な支援・方策（複数回答）（n=39） 

 
（注）「その他」の内容として、「安定した良質の労働力の確保」が挙げられた。 

 

23.1%

35.9%

33.3%

33.3%

23.1%

25.6%

51.3%

17.9%

53.8%

17.9%

5.1%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80%

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての行政担当者への普及啓発

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての医療関係者への普及啓発

ショートステイ申請手続きの簡素化

人員配置基準の緩和

施設基準（床面積等）の緩和

介護保険の実地指導の負担軽減

介護報酬の引上げ

ショートステイにおけるリハビリテーション

の評価の引上げ

ショートステイ利用中の医療処置に

対する出来高払いの範囲の拡大

ショートステイにおける

ターミナルケア加算の新設

その他

無回答
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図表２-３- ４１ 新たに短期入所療養介護を実施する有床診療所が増えるために 

最も有効な支援・方策（単数回答）（n=25） 

 
（注）無回答（n=14）を除き集計対象とした。 

 

  

4.0%

24.0%

12.0%

8.0%

0.0%

8.0%

32.0%

0.0%

12.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての行政担当者への普及啓発

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての医療関係者への普及啓発

ショートステイ申請手続きの簡素化

人員配置基準の緩和

施設基準（床面積等）の緩和

介護保険の実地指導の負担軽減

介護報酬の引上げ

ショートステイにおけるリハビリテーション

の評価の引上げ

ショートステイ利用中の医療処置に

対する出来高払いの範囲の拡大

ショートステイにおける

ターミナルケア加算の新設

その他
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④有床診療所での短期入所療養介護の提供量を増やす上で必要な支援・方策 

有床診療所での短期入所療養介護の提供量を増やす上で必要な支援・方策（複数回答）

については、「介護報酬の引上げ」が 51.3％で最も多く、次いで「有床診療所がショートス

テイを提供する制度についての医療関係者への普及啓発」、「有床診療所がショートステイ

を提供する制度についてのケアマネジャーへの普及啓発」がともに 38.5％、「有床診療所が

ショートステイを提供する制度についての国民・患者への普及啓発」が 35.9％、「ショート

ステイ利用中の医療処置に対する出来高払いの範囲の拡大」が 33.3％であった。 

最も有効な支援・方策（単数回答）については、「介護報酬の引上げ」が 35.7％で最も多

く、次いで「有床診療所がショートステイを提供する制度についての医療関係者への普及

啓発」、「有床診療所がショートステイを提供する制度についてのケアマネジャーへの普及

啓発」がともに 17.9％であった。 

図表２-３- ４２ 有床診療所での短期入所療養介護の提供量を増やす上で必要な支援・方

策（複数回答）（n=39） 

 
（注）「その他」の内容として、「安定した良質の労働力の確保」が挙げられた。 

 

25.6%

38.5%

38.5%

35.9%

51.3%

20.5%

33.3%

15.4%

17.9%

2.6%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80%

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての行政担当者への普及啓発

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての医療関係者への普及啓発

有床診療所がショートステイを提供する

制度についてのケアマネジャーへの普及啓発

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての国民・患者への普及啓発

介護報酬の引上げ

ショートステイにおけるリハビリテーション

の評価の引上げ

ショートステイ利用中の医療処置に

対する出来高払いの範囲の拡大

ショートステイにおける

ターミナルケア加算の新設

地域でのショートステイ提供者リスト

の作成・ケアマネジャーへの配布

その他

無回答
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図表２-３- ４３ 有床診療所での短期入所療養介護の提供量を増やす上で 

最も有効な支援・方策（単数回答）（n=28） 

 
（注）無回答（n=11）を除き集計対象とした。 

 

 

  

7.1%

17.9%

17.9%

10.7%

35.7%

0.0%

3.6%

3.6%

0.0%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての行政担当者への普及啓発

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての医療関係者への普及啓発

有床診療所がショートステイを提供する

制度についてのケアマネジャーへの普及啓発

有床診療所がショートステイを提供する

制度についての国民・患者への普及啓発

介護報酬の引上げ

ショートステイにおけるリハビリテーション

の評価の引上げ

ショートステイ利用中の医療処置に

対する出来高払いの範囲の拡大

ショートステイにおける

ターミナルケア加算の新設

地域でのショートステイ提供者リスト

の作成・ケアマネジャーへの配布

その他
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（４）有床診療所における短期入所療養介護提供の効果と課題等 

①短期入所療養介護の提供による効果 

短期入所療養介護の提供による効果として「病床稼働率が向上した」をみると、「あては

まる」が 16.7％、「どちらかといえばあてはまる」が 26.7％で、両者を合わせた割合は 43.4％

であった。また、「どちらかといえばあてはまらない」が 3.3％、「あてはまらない」が 26.7％

で、両者を合わせた割合は 30.0％であった。したがって、「あてはまる」とした施設の方が

多かった。 

図表２-３- ４４ 短期入所療養介護の提供による効果①（n=30） 

～病床稼働率が向上した～ 

 

（注）全ての項目に無回答だった施設（n=9）を除き集計対象とした。 

 

短期入所療養介護の提供による効果として「収入増に貢献した」をみると、「あてはまる」

が 13.3％、「どちらかといえばあてはまる」が 30.0％で、両者を合わせた割合は 43.3％であ

った。また、「どちらかといえばあてはまらない」が 0.0％、「あてはまらない」が 26.7％で、

両者を合わせた割合は 26.7％であった。したがって、「あてはまる」とした施設の方が多か

った。 

図表２-３- ４５ 短期入所療養介護の提供による効果②（n=30） 

～収入増に貢献した～ 

 

（注）全ての項目に無回答だった施設（n=9）を除き集計対象とした。 

16.7% 26.7% 3.3% 26.7% 26.7% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

わからない 無回答

13.3% 30.0% 0.0% 26.7% 30.0% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

わからない 無回答
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短期入所療養介護の提供による効果として「地域の在宅医療の推進に貢献した」をみる

と、「あてはまる」が 20.0％、「どちらかといえばあてはまる」が 46.7％で、両者を合わせ

た割合は 66.7％であった。また、「どちらかといえばあてはまらない」が 0.0％、「あてはま

らない」が 10.0％で、両者を合わせた割合は 10.0％であった。したがって、「あてはまる」

とした施設の方が多かった。 

図表２-３- ４６ 短期入所療養介護の提供による効果③（n=30） 

～地域の在宅医療の推進に貢献した～ 

 

（注）全ての項目に無回答だった施設（n=9）を除き集計対象とした。 

 

短期入所療養介護の提供による効果として「医療ニーズの高い患者・家族が安心して在

宅医療に移行できるようになった」をみると、「あてはまる」が 13.3％、「どちらかといえ

ばあてはまる」が 33.3％で、両者を合わせた割合は 46.6％であった。また、「どちらかとい

えばあてはまらない」が 13.3％、「あてはまらない」が 13.3％で、両者を合わせた割合は 26.6％

であった。したがって、「あてはまる」とした施設の方が多かった。 

図表２-３- ４７ 短期入所療養介護の提供による効果④（n=30） 

～医療ニーズの高い患者・家族が安心して在宅医療に移行できるようになった～ 

 

（注）全ての項目に無回答だった施設（n=9）を除き集計対象とした。 

 

  

20.0% 46.7%

0.0%

10.0% 23.3% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

わからない 無回答

13.3% 33.3% 13.3% 13.3% 26.7% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

わからない 無回答
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短期入所療養介護の提供による効果として「がん、難病などの医療ニーズの高い患者が

ショートステイを利用できるようになった」をみると、「あてはまる」が 13.3％、「どちら

かといえばあてはまる」が 20.0％で、両者を合わせた割合は 33.3％であった。また、「どち

らかといえばあてはまらない」が 23.3％、「あてはまらない」が 10.0％で、両者を合わせた

割合は 33.3％であった。したがって、「あてはまる」と「あてはまらない」の割合が同じで

あった。 

図表２-３- ４８ 短期入所療養介護の提供による効果⑤（n=30） 

～がん、難病などの医療ニーズの高い患者がショートステイを 

利用できるようになった～ 

 

（注）全ての項目に無回答だった施設（n=9）を除き集計対象とした。 

 

短期入所療養介護の提供による効果として「患者家族の身体的・精神的な負担の軽減に

つながった」をみると、「あてはまる」が 40.0％、「どちらかといえばあてはまる」が 23.3％

で、両者を合わせた割合は 63.3％であった。また、「どちらかといえばあてはまらない」が

0.0％、「あてはまらない」が 13.3％で、両者を合わせた割合は 13.3％であった。したがって、

「あてはまる」とした施設の方が多かった。 

図表２-３- ４９ 短期入所療養介護の提供による効果⑥（n=30） 

～患者家族の身体的・精神的な負担の軽減につながった～ 

 

（注）全ての項目に無回答だった施設（n=9）を除き集計対象とした。 

  

13.3% 20.0% 23.3% 10.0% 30.0% 3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

わからない 無回答

40.0% 23.3% 0.0% 13.3% 20.0% 3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

わからない 無回答
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短期入所療養介護の提供による効果として「患者にとって、身近なところでショートス

テイを利用できるようになった」をみると、「あてはまる」が 36.7％、「どちらかといえば

あてはまる」が 30.0％で、両者を合わせた割合は 66.7％であった。また、「どちらかといえ

ばあてはまらない」が 0.0％、「あてはまらない」が 10.0％で、両者を合わせた割合は 10.0％

であった。したがって、「あてはまる」とした施設の方が多かった。 

図表２-３- ５０ 短期入所療養介護の提供による効果⑦（n=30） 

～患者にとって、身近なところでショートステイを利用できるようになった～ 

 

（注）全ての項目に無回答だった施設（n=9）を除き集計対象とした。 

 

短期入所療養介護の提供による効果として「かかりつけ医機能を充実させることができ

た」をみると、「あてはまる」が 30.0％、「どちらかといえばあてはまる」が 23.3％で、両

者を合わせた割合は 53.3％であった。また、「どちらかといえばあてはまらない」が 10.0％、

「あてはまらない」が 13.3％で、両者を合わせた割合は 23.3％であった。したがって、「あ

てはまる」とした施設の方が多かった。 

図表２-３- ５１ 短期入所療養介護の提供による効果⑧（n=30） 

～かかりつけ医機能を充実させることができた～ 

 

（注）全ての項目に無回答だった施設（n=9）を除き集計対象とした。 

 

 

36.7% 30.0% 0.0%10.0% 20.0% 3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

わからない 無回答

30.0% 23.3% 10.0% 13.3% 23.3% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

わからない 無回答
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②短期入所療養介護の提供における課題等 

有床診療所が短期入所療養介護を提供する上での課題等について、自由記述式で記載し

て頂いた意見は以下のとおりである。 

 

○ かかりつけ医でない人の利用を受ける場合、職員と利用者も初対面でお互い打ち解け

られず、不安な気持ちでショートステイを利用することになるので、当院では契約時

には、相談員と看護師（利用日初日の担当看護師）で訪問することにしている。そう

することによって事前にコミュニケーションもとれて職員も様子がわかり、かつ家族

や利用者も安心して入所できる。一般病床の空き利用なので、緊急入院の受入もあり、

部屋わりに苦慮している。ショートステイは利用者が固定（指定）されているため、

緊急入院の患者の受入が発生した場合には、ショートステイが指定外の部屋でも利用

できると受入が円滑に進むと思う。医療面の配慮に加えて、ショートステイは居宅サ

ービスの一つなので、家族や本人がどのように自宅で過ごしているのか等、生活に沿

った介護を心がけている。病状に合わせての看護、かつ一人一人のニーズに合った介

護をするのは職員にとっては大変。医療と介護は別の視点で捉えてもらいたいので、

同一施設内であるが、かかりつけ医としてのショートステイの利用中の診察や投薬算

定を可能にしてほしい。 

○ 医療ニーズの高い患者（特に呼吸器を装着している人）の受入施設が地域内に少なく、

希望通り受入ができない時がある。 

○ 医療依存の高い方（呼吸器、IVH、吸引（頻回））については、介護より入院にしない

と赤字。 

○ 外来では算定できる看取り加算が院内ではとれない。医師が 24 時間対応できなければ、

看護師配置がなくてもとれるようにしていただきたい。当院では介護福祉士の当直は

わずかである。 

○ 初めてのショートステイを利用する人で全体の状態把握不足と情報不足で徘徊してし

まい困ったことがある。 

○ 当院は市街地の周辺部にあって高齢者の人口も多いが、有料老人ホームなどは既に供

給過剰状態で入所者が十分に集まらない施設も存在するようになった。介護事業者が

持つショートステイはマンパワーを確保し、一定の収入を確保するためには空床をな

くし常時入所者が存在する必要がある。よって有床診療所ショートステイのような他

施設に利用者を紹介する余裕がないというのが本音のようだ。当初は会合などでケア

マネジャーなどに有床診療所ショートステイを行っている旨を積極的に広報していた

が、実際、当院で開設して 1 年目までは希望者があったものの最近数年間は入院加療

の依頼はあってもショートステイへの入所依頼は全くない。 

94 
 



○ 手続きが難しく請求ソフトの購入などに費用がかかることなどから、ショートステイ

を中止しようと考えている。有床診療所がショートステイをすることの利点は費用面

や申請などの手続き、専用費用の負担を考えても割にあわない。 

○ 患者が短期で入院した場合、レセプトを作成する時、他の居宅事業者との連携がしに

くい。 

○ 介護職員不足。 

○ 夜間、職員の手薄の時、徘徊をする人、乱暴で暴力をふるう利用者、帰宅願望の強い

人の対応に困る。 

○ 当院は基準適合有床診療所のためショートステイの利用者が入院を必要の状態となっ

てもそのまま入院に切り替え治療ができる。また、簡単な医療措置は毎日やっており、

点滴が必要な状態になってもある程度の負担ならそのまま毎日点滴もしている。しか

し、ケアマネに課された書類が煩雑で使いにくくなった。重度医療、重度介護状態の

人のショートステイは是非、医療機関の運営するショートステイを利用して様々な無

駄や負担を軽くすべきだと思う。 

 

 

③短期入所療養介護の提供事例等 

 

短期入所療養介護の提供事例等について、自由記述式で記載して頂いた意見は以下のと

おりである。 

 

心筋梗塞の既往歴有、心臓に不安があり、自分で救急車を何度も呼んでかかりつけ医（循

環器科）へ行くが、入院する症状ではなく点滴をして帰宅することが数回続いた。ケアマ

ネジャーより相談があり当院のショートステイ利用を開始した。 

自宅での様子は、不安感からかデイサービスにも行けずに二人で日中自宅で過ごすこと

が多くなり、自宅では昼間もこたつで寝て、意欲低下もあり、ほとんど動かずにリハビリ

パンツに排泄している。リハビリパンツの交換もあまりせず尿漏れ、尿臭がひどかった。 

（ショートステイ利用中は）看護師や医師がいつも居るという安心感で不安解消となり、

滞在中も心臓の訴えもなく、本人の自信にもつながったと思う。利用中は食堂利用やトイ

レ利用等意欲も見えてきた。今までデイサービスの利用も躊躇していたが当院のショート

ステイ利用中は利用者配偶者も自由に外出できるようになり介護から解放された。 

ケアマネからは、医師や看護師が身近にいることが利用者やその家族にとっても安心感

につながるので紹介しやすいとのこと。 

初回の利用者の時は、外来で医師がバイタルチェックをして、その後居室に移動しても

らうので、（利用者が）安心する。やはり医療機関にショートステイに行くという感覚が利

用者にとって安心なようである。 
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（５）短期入所療養介護利用者の実態等 
本調査の対象施設において、平成 27 年 7 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日の半年間に短期

入所療養介護を利用した利用者（1 施設につき最大 20 名分）の状況等を利用者調査（様式

2）として調査した。 

この結果、15 施設から総計 151 名分の回答が得られた。以下は、その調査結果である。 

①性別 

性別は、「男性」が 21.9％、「女性」が 78.1％であった。 

図表２-３- ５２ 性別（n=151） 

 

 

②年齢 

年齢は、「85～89 歳」、「90～94 歳」がともに 23.8％で、「95 歳以上」が 17.2％であった。

平均は 87.5 歳（中央値 88.0）であった。 

図表２-３- ５３ 年齢（n=151） 

 
  利用者数 平均値 標準偏差 中央値 

年齢（歳） 143 87.5 8.1 88.0 

（注）年齢について記載のあったものを集計対象とした。 

 

  

21.9% 78.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性

7.3%

7.9%

14.6%

23.8%

23.8%

17.2%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40%

～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95歳以上

無回答
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③要介護度 

要介護度は、「要介護 5」が 31.8％で最も多く、次いで「要介護 2」が 23.2％、「要介護 4」

が 19.9％、「要介護 3」が 13.9％、「要介護 1」が 7.3％であった。 

図表２-３- ５４ 要介護度（n=151） 

 
 

④認知症高齢者の日常生活自立度 

認知症高齢者の日常生活自立度は、「Ⅲ」が 26.5％で最も多く、次いで「Ⅱ」が 23.8％、

「Ⅳ」が 18.5％、「Ⅰ」が 12.6％、「自立」が 11.3％、「M」が 2.6％であった。Ⅲ以上が 47.6％

と半数近くを占めた。 

図表２-３- ５５ 認知症高齢者の日常生活自立度（n=151） 

 
 

 

  

0.7%

0.7%

7.3%

23.2%

13.9%

19.9%

31.8%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40%

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

無回答

11.3%

12.6%

23.8%

26.5%

18.5%

2.6%

4.0%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40%

自立

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ｍ

不明

無回答
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⑤障害高齢者の日常生活自立度 

障害高齢者の日常生活自立度は、「C」が 35.1％で最も多く、次いで「A」が 28.5％、「B」

が 23.2％、「J」が 9.9％、「自立」が 2.0％であった。「B」と「C」を合わせた割合は 58.3％

と 6 割近くを占めた。 

図表２-３- ５６ 障害高齢者の日常生活自立度（n=151） 

 

 

⑥保有疾患 

利用者の保有疾患は、「認知症」が 53.0％で最も多く、次いで「脳血管疾患」が 37.7％、

「筋骨格系疾患」が 36.4％、「心疾患」が 26.5％であった。 

図表２-３- ５７ 保有疾患（複数回答）（n=151） 

 
 

 

  

2.0%

9.9%

28.5%

23.2%

35.1%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40%

自立

Ｊ

Ａ

Ｂ

Ｃ

不明

6.0%

37.7%

26.5%

13.2%

4.0%

53.0%

36.4%

6.0%

1.3%

34.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

がん

脳血管疾患

心疾患

糖尿病

精神疾患（認知症除く）

認知症

筋骨格系疾患

難病

COPD

その他
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⑦短期入所療養介護の利用病床の種別 

短期入所療養介護の利用病床の種別は、「一般病床」が 57.0％、「医療療養病床」が 8.6％、

「介護療養病床」が 31.8％であった。 

図表２-３- ５８ 短期入所療養介護の利用病床の種別（n=151） 

 
 

⑧短期入所療養介護利用の主な目的 

短期入所療養介護利用の主な目的については、「医療ニーズを有する人への計画的なサー

ビス」が 39.7％、「レスパイトケア」が 36.4％であった。 

図表２-３- ５９ 短期入所療養介護利用の主な目的（単数回答）（n=151） 

 

 

  

57.0% 8.6% 31.8% 2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般病床 医療療養病床 介護療養病床 無回答

4.6%

39.7%

8.6%

36.4%

9.9%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

医療ニーズを有する人への緊急的なサービス

医療ニーズを有する人への計画的なサービス

リハビリテーション

レスパイトケア

その他

無回答
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⑨短期入所療養介護利用中の有床診療所での処置内容 

短期入所療養介護利用中に有床診療所が実施した処置内容については、「投薬」が 57.6％

で最も多く、次いで「リハビリテーション」が 39.1％、「処置」が 33.8％であった。また、

「なし」が 24.5％であった。 

図表２-３- ６０ 短期入所療養介護利用中の有床診療所での処置内容（複数回答）（n=151） 

 

 

⑩利用者の状態等 

利用者の状態等については、「膀胱留置カテーテル管理」が 15.2％、「胃瘻による栄養管

理」が 13.2％、「褥瘡等の処置」が 12.6％、「喀痰吸引」が 11.9％であった。 

図表２-３- ６１ 利用者の状態等（複数回答）（n=151） 

 
 

4.6%

0.7%

33.8%

57.6%

8.6%

39.1%

24.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

検査

画像診断

処置

投薬

注射

リハビリテーション

なし

4.6%
13.2%

0.0%
4.6%

4.0%
15.2%

0.7%
11.9%

2.6%
0.7%

4.6%
12.6%

0.7%
0.7%

1.3%
31.1%

0% 10% 20% 30% 40%

経鼻経管栄養

胃瘻による栄養管理

中心静脈栄養管理

点滴

インスリン

膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ管理

人工肛門のケア

喀痰吸引

気管切開・気管内挿管

人工呼吸器の管理

酸素吸入

褥瘡等の処置

透析

緩和ケア

看取りのケア

その他
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⑪利用前の居場所 

利用前の居場所については、「自宅」が 83.4％、「居住系高齢者施設」が 6.6％、「医療機

関」が 9.9％であった。 

図表２-３- ６２ 利用前の居場所（単数回答）（n=151） 

 

 

⑫利用者の居場所から有床診療所までの移動時間 

利用者の居場所から有床診療所までの移動時間については、「5 分超～10 分以下」が 25.2％、

「10 分超～15 分以下」が 16.6％、「～5 分以下」が 15.2％であり、15 分以下が 57.0％と 6

割近くを占めた。平均は 15.6 分（中央値 15.0）であった。 

図表２-３- ６３ 利用者の居場所から有床診療所までの移動時間（n=151） 

 

  利用者数 平均値 標準偏差 中央値 

有床診療所と居住場所との移動時間（分） 125 15.6 11.4 15.0 

（注）有床診療所と居住場所との移動時間について記載のあったものを集計対象とした。 

 

  

83.4% 6.6%

0.0%

9.9%

0.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅 居住系高齢者施設 介護保険施設 医療機関 その他

15.2%

25.2%

16.6%

9.9%

13.2%

2.6%

17.2%

0% 10% 20% 30% 40%

～5分以下

5分超～10分以下

10分超～15分以下

15分超～20分以下

20分超～30分以下

30分超～

無回答
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⑬日中の同居家族の有無 

日中の同居家族の有無については、「あり」が 74.8％、「なし」が 18.5％であった。 

図表２-３- ６４ 日中の同居家族の有無（n=151） 

 
 

⑭有床診療所と利用者との関係 

有床診療所と利用者の関係については、「外来通院経験あり」が 49.7％、「主治医意見書

作成」が 44.4％、「在宅医療利用経験あり」が 34.4％、「医療保険入院経験あり」が 23.8％

であった。「ショートステイ利用まで関係はなかった」が 19.2％であった。 

図表２-３- ６５ 有床診療所と利用者との関係（複数回答）（n=151） 

 

 

  

74.8% 18.5% 6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答

49.7%

23.8%

44.4%

34.4%

19.2%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

外来通院経験あり

医療保険入院経験あり

主治医意見書作成

在宅医療利用経験あり

ショートステイ利用まで関係はなかった

その他
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⑮直近の短期入所療養介護の依頼者 

直近の短期入所療養介護の依頼者は、「ケアマネジャー」が 82.1％、「患者家族からの依

頼」が 30.5％であった。 

図表２-３- ６６ 直近の短期入所療養介護の依頼者（複数回答）（n=151） 

 

 

⑯直近の短期入所療養介護の利用期間 

直近の短期入所療養介護の利用期間については、「3 日」、「4 日」がともに 13.2％、「5 日」

が 9.3％、「2 日」が 8.6％、「1 日以下」が 6.0％であり、5 日以内が 50.3％となった。平均

6.9 日（中央値 4.0）であった。 

図表２-３- ６７ 直近の短期入所療養介護の利用期間（n=151） 

 

  利用者数 平均値 標準偏差 中央値 

直近の短期入所療養介護の利用期間（日） 123 6.9 7.2 4.0 

（注）直近の短期入所療養介護の利用期間について記載のあったものを集計対象とした。 

 

82.1%

30.5%

6.0%

1.3%

0.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ケアマネジャーからの依頼

患者家族からの依頼

入所施設からの依頼

他医療機関からの依頼

その他

無回答

6.0%
8.6%

13.2%
13.2%

9.3%
5.3%
5.3%
5.3%

0.0%
8.6%

6.6%
18.5%

0% 10% 20% 30% 40%

1日以下

2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日

10～19日
20日以上

無回答
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⑰当該診療所の短期入所療養介護を過去に利用した経験の有無 

当該診療所の短期入所療養介護を過去に利用した経験については、「あり」が 81.5％、「な

し」が 18.5％であった。 

図表２-３- ６８ 当該診療所の短期入所療養介護を過去に利用した経験の有無（n=151） 

 
 

⑱当該診療所の短期入所療養介護の利用回数（直近半年間） 

当該診療所の短期入所療養介護の利用回数（直近半年間）については、「1 回」が 29.8％、

「2 回」が 9.9％、「3 回」が 11.3％で、3 回以内が 51.0％と半数近くを占めた。一方、「11～

20 回」が 10.6％、「21 回以上」が 8.6％であり、全体の平均は 6.5 回（中央値 3.0）であった。 

図表２-３- ６９ 当該診療所の短期入所療養介護の利用回数（直近半年間）（n=151） 

 

  利用者数 平均値 標準偏差 中央値 

当該診療所の短期入所療養介護の利用回数（回） 144 6.5 7.8 3.0 

（注）当該診療所の短期入所療養介護の利用回数について記載のあったものを集計対象とした。 

 

 

81.5% 18.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし

29.8%
9.9%

11.3%
2.6%

5.3%
9.9%

4.6%
0.7%
0.7%

1.3%
10.6%

8.6%
4.6%

0% 10% 20% 30% 40%

1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回

10回
11～20回
21回以上

無回答
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⑲当該診療所の短期入所療養介護の利用延べ日数（直近半年間） 

直近半年間における、当該診療所の短期入所療養介護の利用延べ日数は、「10 日以下」が

29.8％、「11～20 日」が 11.9％、「21～30 日」が 7.9％であり、平均 42.6 日（中央値 25.0）で

あった。 

図表２-３- ７０ 当該診療所の短期入所療養介護の利用延べ日数（直近半年間）（n=151） 

 

  利用者数 平均値 標準偏差 中央値 

当該診療所の短期入所療養介護の利用延べ日数（日） 131 42.6 47.4 25.0 

（注）当該診療所の短期入所療養介護の利用延べ日数について記載のあったものを集計対象とした。 

 

 

 

  

29.8%

11.9%

7.9%

4.6%

4.0%

5.3%

3.3%

7.3%

3.3%

9.3%

13.2%

0% 10% 20% 30% 40%

10日以下

11～20日

21～30日

31～40日

41～50日

51～60日

61～70日

71～80日

81～90日

91日以上

無回答
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（６）短期入所療養介護実施診療所調査の結果の要点 
調査結果の要点は以下のとおりである。 

 

○施設の状況の概要 

・ 職員数：「医師」が平均 1.4 人、「保健師・看護師」が 3.0 人、「准看護師」が 5.2 人、「看

護補助者・介護職員」が 3.8 人であった。 

・ 常勤医師数：「1 人」が 74.4％で最も多く、次いで「2 人」が 15.4％、「3 人」が 10.3％で、

平均 1.4 人（中央値 1.0）であった。 

・ 介護支援専門員の資格を有する職員数（実人数）：平均 1.6 人（中央値 1.0）であった。 

・ 1 日当たりの平均外来患者数：平均 54.9 人（中央値 50.0）であった。 

・ 許可病床数：一般病床が平均 8.7 床、医療療養病床が 1.8 床、介護療養病床が平均 6.6 床

で、合計 17.2 床であった。 

・ 1 日当たりの平均入院患者数：平均 13.1 人であった。 

・ 許可病床：「一般病床」を有する診療所は 89.7％、「医療療養病床」を有する診療所は 41.0％、

「介護療養病床」を有する診療所は 66.7％であった。 

・ 病床利用率：一般病床は平均 67.0％（中央値 68.4）、医療療養病床は平均 81.0％（中央値

87.1）、介護療養病床は平均 85.6％（中央値 98.8）で、全病床では平均 73.1％（中央値 83.2）

であった。 

・ 有床診療所入院基本料：「1」が 36.4％、「2」が 33.3％、「5」が 12.1％、「4」と「6」が 9.1％

であった。 

・ 有床診療所療養病床入院基本料：「E」が 50.0％、「B」が 41.7％、「A」が 25.0％であった。 

・ 診療報酬上の施設基準の届出をしているもの：「時間外対応加算 1」が 51.3％、「夜間看護

配置加算 2」が 48.7％、「在宅療養支援診療所」が 41.0％、「地域包括診療加算」が 30.8％

であった。 

・ 平成 27 年 7 月～12 月の半年間の院内での死亡者数：「1～5 人」が 64.1％、「6～10 人」、

「11 人以上」がともに 12.8％、「0 人」が 5.1％で、平均 5.5 人（中央値 4.0）であった。 

・ 平成 27 年 12 月 1 か月間の往診料の算定回数：「0 回」が 23.1％、「6～10 回」、「11 回以上」

がともに 15.4％、「1 回」が 12.8％で、平均 7.7 回（中央値 3.0）であった。 

・ 平成 27 年 12 月 1 か月間の在宅患者訪問診療料の算定回数：「0 回」が 23.1％、「101 回以

上」が 17.9％、「51～100 回」が 15.4％で、平均 52.5 回（中央値 12.5）であった。 

・ 平成 27 年 12 月 1 か月間の在宅時医学総合管理料の算定回数：「0 回」が 38.5％、「11 回

以上」が 25.6％で、平均 15.2 回（中央値 3.0）であった。 

・ 平成 27 年 12 月 1 か月間の特定施設入居時等医学総合管理料の算定回数：「0 回」が 61.5％

で、平均 2.2 回（中央値 0.0）であった。 

・ 自法人・関連法人が運営している居宅介護支援事業所：「あり」が 43.6％、「なし」が 48.7％

であった。 
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・ 同一・隣接敷地内の居宅介護支援事業所：「あり」が 38.5％、「なし」が 48.7％であった。 

・ 連携している居宅介護支援事業所数：「1 か所」が 20.5％、「0 か所」が 17.9％で、平均 3.1

か所（中央値 1.5）であった。 

・ 他施設・他事業所との主な連携担当者：「看護師・准看護師」が 25.6％、「医師」が 20.5％

であった。「担当者はいない・決まっていない」が 15.4％であった。 

 

○短期入所療養介護の提供状況等の概要 

・ 短期入所療養介護の指定の届出状況：「介護療養病床について、みなしで指定されている」

が 61.5％（24 施設）、「医療療養病床について届出をし、指定された」が 15.4％（6 施設）、

「一般病床について届出をし、指定された」が 33.3％（13 施設）であった。 

・ 短期入所療養介護の指定病床数：医療療養病床が平均 3.7 床（中央値 3.5）、一般病床が平

均 10.2 床（中央値 8.0）であった。 

・ 有床診療所における短期入所療養介護の提供開始時期：「平成 12 年」が 17.9％、「平成 21

年」が 10.3％であった。 

・ 短期入所療養介護の申請時に困ったこと：「あった」は 25.6％、「なかった」が 59.0％で

あった。 

・ 困ったことの内容としては、「申請書類が多く複雑で、書類作成に多大な時間を要したこ

と」が 90.0％、「どのような手続きをすればよいかわかりにくかったこと」が 50.0％であ

った。 

・ 短期入所療養介護の周知方法：「自院の患者・家族等に情報提供」が 35.9％で最も多く、

次いで「居宅介護支援事業所に周知・情報提供」が 33.3％、「連携している介護施設・事

業所に周知・情報提供」が 25.6％、「診療所のホームページに掲示」、「リーフレットやチ

ラシ等の作成・院内での備付け」がともに 23.1％、「連携している医療機関に周知・情報

提供」が 20.5％であった。また、「特に何もしていない」が 28.2％であった。 

・ 短期入所療養介護を提供している最大の理由：「かかりつけ医としての機能が強化できる」

が 20.5％で最も多く、次いで「医療の担保されたショートステイの提供ができることで、

地域の在宅医療の推進に貢献できる」が 15.4％、「患者家族の負担を軽減できる」、「空き

ベッドの活用により、病床利用率が上がり、有床診療所としての経営が安定する」がと

もに 12.8％であった。 

・ 短期入所療養介護で主に実施しているリハビリテーションの内容：「利用者の心身の状況

から病室や廊下等で、身体機能を維持するためのリハビリテーションを実施している」

が 20.5％、「機能訓練室で、身体機能を維持するためのリハビリテーションを実施してい

る」が 12.8％であった。また、「リハビリテーションは実施していない」が 28.2％であっ

た。 

・ 短期入所療養介護利用者の食事：「可能な限り離床を行い、病室又はベッド上で、介助を

必要としながら食事を行っている」が 23.1％、「可能な限り離床を行い、病室又はベッド
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上で、自力で食事を行っている」が 20.5％であった。 

・ 短期入所療養介護利用者の入浴等：「浴室に移動し、介助を必要としながら浴槽・シャワ

ー等での入浴等を行っている」が 66.7％であった。 

・ 短期入所療養介護利用者の機能訓練室の利用状況：「頻回に利用している」が 5.1％、「よ

く利用している」が 25.6％、「ほとんど利用していない」が 28.2％、「まったく利用して

いない」が 25.6％であった。 

・ 食堂の利用状況：「頻回に利用している」が 17.9％、「よく利用している」が 28.2％、「ほ

とんど利用していない」が 10.3％、「まったく利用していない」が 28.2％であった。 

・ 浴室の利用状況：「頻回に利用している」が 17.9％、「よく利用している」が 35.9％、「ほ

とんど利用していない」が 7.7％、「まったく利用していない」が 23.1％であった。 

・ 短期入所療養介護の利用者数：「0 人」が 48.7％、「1～5 人」が 10.3％、「6～10 人」が 5.1％、

「11～100 人」が 12.8％、「101 人以上」が 5.1％で、平均 14.9 人（中央値 0.0）であった。 

・ 短期入所療養介護の延べ利用者数：「0 人」が 48.7％、「1～99 人」が 20.5％、「100～199

人」が 7.7％、「200～299 人」が 2.6％、「300 人～」が 2.6％で、平均 42.6 人（中央値 0.0）

であった。 

・ 短期入所療養介護の延べ利用日数：「0 日」が 48.7％、「1～99 日」が 10.3％、「100～199

日」が 0.0％、「200～299 日」が 5.1％、「300 日～」が 17.9％で、平均 298.8 日（中央値

0.0）であった。 

・ 1 年前と比較した短期入所療養介護の利用者数の変化：「増えた」が 5.1％、「やや増えた」

が 10.3％、「変わらない」が 56.4％、「やや減った」が 5.1％、「減った」が 7.7％であった。 

・ 短期入所療養介護の利用者数に対する評価：「多い」が 0.0％、「どちらかといえば多い」

が 5.1％、「ちょうどよい」が 17.9％、「どちらかといえば少ない」が 12.8％、「少ない」

が 33.3％、「わからない」が 23.1％であった。 

 

○短期入所療養介護に関する考え等の概要 

・ 地域における短期入所療養介護の提供量：「充足している」が 15.4％、「どちらかといえ

ば足りている」が 17.9％、「どちらかといえば不足している」が 25.6％、「不足している」

が 10.3％であった。 

・ 短期入所療養介護に関する今後の意向：「現状と同じ程度でよい」が 48.7％、「増やした

い・どちらかといえば増やしたい」が 20.5％、「減らしたい・どちらかといえば減らした

い」が 5.1％であった。 

・ 新たに短期入所療養介護を実施する有床診療所が増えるために必要な支援・方策（複数

回答）：「ショートステイ利用中の医療処置に対する出来高払いの範囲の拡大」が 53.8％

で最も多く、次いで「介護報酬の引上げ」が 51.3％、「有床診療所がショートステイを提

供する制度についての医療関係者への普及啓発」が 35.9％、「ショートステイ申請手続き

の簡素化」、「人員配置基準の緩和」がともに 33.3％であった。 
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・ 最も有効な支援・方策（単数回答）：「介護報酬の引上げ」が 32.0％で最も多く、次いで

「有床診療所がショートステイを提供する制度についての医療関係者への普及啓発」が

24.0％であった。 

・ 有床診療所での短期入所療養介護の提供量を増やす上で必要な支援・方策（複数回答）：

「介護報酬の引上げ」が 51.3％で最も多く、次いで「有床診療所がショートステイを提

供する制度についての医療関係者への普及啓発」、「有床診療所がショートステイを提供

する制度についてのケアマネジャーへの普及啓発」がともに 38.5％、「有床診療所がショ

ートステイを提供する制度についての国民・患者への普及啓発」が 35.9％、「ショートス

テイ利用中の医療処置に対する出来高払いの範囲の拡大」が 33.3％であった。 

・ 最も有効な支援・方策（単数回答）：「介護報酬の引上げ」が 35.7％で最も多く、次いで

「有床診療所がショートステイを提供する制度についての医療関係者への普及啓発」、

「有床診療所がショートステイを提供する制度についてのケアマネジャーへの普及啓発」

がともに 17.9％であった。 

 

○有床診療所における短期入所療養介護提供の効果と課題等の概要 

・ 短期入所療養介護の提供による効果「病床稼働率が向上した」：「あてはまる」、「どちら

かといえばあてはまる」を合わせた割合は 43.4％、「どちらかといえばあてはまらない」、

「あてはまらない」を合わせた割合は 30.0％であり、「あてはまる」の方が多かった。 

・ 短期入所療養介護の提供による効果「収入増に貢献した」：「あてはまる」、「どちらかと

いえばあてはまる」を合わせた割合は 43.3％、「どちらかといえばあてはまらない」、「あ

てはまらない」を合わせた割合は 26.7％であり、「あてはまる」の方が多かった。 

・ 短期入所療養介護の提供による効果「地域の在宅医療の推進に貢献した」：「あてはまる」、

「どちらかといえばあてはまる」を合わせた割合は 66.7％、「どちらかといえばあてはま

らない」、「あてはまらない」を合わせた割合は 10.0％であり、「あてはまる」の方が多か

った。 

・ 短期入所療養介護の提供による効果「医療ニーズの高い患者・家族が安心して在宅医療

に移行できるようになった」：「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」を合わせ

た割合は 46.6％、「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」を合わせた割

合は 26.6％であり、「あてはまる」の方が多かった。 

・ 短期入所療養介護の提供による効果「がん、難病などの医療ニーズの高い患者がショー

トステイを利用できるようになった」：「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」

を合わせた割合は 33.3％、「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」を合

わせた割合は 33.3％であり、「あてはまる」と「あてはまらない」の割合が同じであった。 

・ 短期入所療養介護の提供による効果「患者家族の身体的・精神的な負担の軽減につなが

った」：「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」を合わせた割合は 63.3％、「どち

らかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」を合わせた割合は 13.3％であり、「あ
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てはまる」の方が多かった。 

・ 短期入所療養介護の提供による効果「患者にとって、身近なところでショートステイを

利用できるようになった」：「あてはまる」、「どちらかといえばあてはまる」を合わせた

割合は 66.7％、「どちらかといえばあてはまらない」、「あてはまらない」を合わせた割合

は 10.0％であり、「あてはまる」の方が多かった。 

・ 短期入所療養介護の提供による効果「かかりつけ医機能を充実させることができた」：「あ

てはまる」、「どちらかといえばあてはまる」を合わせた割合は 53.3％、「どちらかといえ

ばあてはまらない」、「あてはまらない」を合わせた割合は 23.3％であり、「あてはまる」

の方が多かった。 

 

○短期入所療養介護利用者の実態等の概要 

・ 性別：「男性」が 21.9％、「女性」が 78.1％であった。 

・ 年齢：「85～89 歳」、「90～94 歳」がともに 23.8％、「95 歳以上」が 17.2％で、平均 87.5

歳（中央値 88.0）であった。 

・ 要介護度：「要介護 5」が 31.8％で最も多く、次いで「要介護 2」が 23.2％、「要介護 4」

が 19.9％、「要介護 3」が 13.9％、「要介護 1」が 7.3％であった。 

・ 認知症高齢者の日常生活自立度：「Ⅲ」が 26.5％で最も多く、次いで「Ⅱ」が 23.8％、「Ⅳ」

が 18.5％、「Ⅰ」が 12.6％、「自立」が 11.3％、「M」が 2.6％であった。Ⅲ以上が 47.6％と

半数近くを占めた。 

・ 障害高齢者の日常生活自立度：「C」が 35.1％で最も多く、次いで「A」が 28.5％、「B」

が 23.2％、「J」が 9.9％、「自立」が 2.0％であった。「B」と「C」を合わせた割合は 58.3％

と 6 割近くを占めた。 

・ 利用者の保有疾患：「認知症」が 53.0％で最も多く、次いで「脳血管疾患」が 37.7％、「筋

骨格系疾患」が 36.4％、「心疾患」が 26.5％であった。 

・ 短期入所療養介護の利用病床の種別：「一般病床」が 57.0％、「医療療養病床」が 8.6％、

「介護療養病床」が 31.8％であった。 

・ 短期入所療養介護利用の主な目的：「医療ニーズを有する人への計画的なサービス」が

39.7％、「レスパイトケア」が 36.4％であった。 

・ 短期入所療養介護利用中に有床診療所が実施した処置内容：「投薬」が 57.6％で最も多く、

次いで「リハビリテーション」が 39.1％、「処置」が 33.8％であった。また、「なし」が

24.5％であった。 

・ 利用者の状態等：「膀胱留置カテーテル管理」が 15.2％、「胃瘻による栄養管理」が 13.2％、

「褥瘡等の処置」が 12.6％、「喀痰吸引」が 11.9％であった。 

・ 利用前の居場所：「自宅」が 83.4％、「居住系高齢者施設」が 6.6％、「医療機関」が 9.9％

であった。 

・ 利用者の居場所から有床診療所までの移動時間：「5 分超～10 分以下」が 25.2％、「10 分
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超～15 分以下」が 16.6％、「～5 分以下」が 15.2％で、15 分以下が 6 割近くを占めた。平

均は 15.6 分（中央値 15.0）であった。 

・ 日中の同居家族の有無：「あり」が 74.8％、「なし」が 18.5％であった。 

・ 有床診療所と利用者の関係：「外来通院経験あり」が 49.7％、「主治医意見書作成」が 44.4％、

「在宅医療利用経験あり」が 34.4％、「医療保険入院経験あり」が 23.8％であった。「シ

ョートステイ利用まで関係はなかった」が 19.2％であった。 

・ 直近の短期入所療養介護の依頼者：「ケアマネジャー」が 82.1％、「患者家族からの依頼」

が 30.5％であった。 

・ 直近の短期入所療養介護の利用期間：「3 日」、「4 日」がともに 13.2％、「5 日」が 9.3％、

「2 日」が 8.6％、「1 日以下」が 6.0％で、5 日以内が 50.3％となった。平均 6.9 日（中央

値 4.0）であった。 

・ 当該診療所の短期入所療養介護を過去に利用した経験：「あり」が 81.5％、「なし」が 18.5％

であった。 

・ 当該診療所の短期入所療養介護の利用回数（直近半年間）：「1 回」が 29.8％、「2 回」が

9.9％、「3 回」が 11.3％で、3 回以内が 51.0％と半数近くを占めた。一方、「11～20 回」

が 10.6％、「21 回以上」が 8.6％であり、全体の平均は 6.5 回（中央値 3.0）であった。 

・ 直近半年間における、当該診療所の短期入所療養介護の利用延べ日数：「10 日以下」が

29.8％、「11～20 日」が 11.9％、「21～30 日」が 7.9％であり、平均 42.6 日（中央値 25.0）

であった。 
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第４節 まとめ 

ここでは、調査結果を踏まえ、有床診療所における短期入所療養介護に求められる機能、

現在の状況、活性化にあたっての課題等を整理、考察した。 

 

【主な調査結果】 

（短期入所療養介護に対するニーズ） 

行政調査の結果によると、短期入所療養介護の整備・拡充の必要性については、「提供施

設数が増えたほうがよい」と回答した都道府県は 37.5％であった。また、「わからない」と

いう回答が 50.0％と、短期入所療養介護の必要量を把握していない都道府県が半数近くと

なっている。 

一方、介護支援専門員調査によると、平成 27 年 10 月～12 月の 3 か月間に短期入所療養

介護の入所先を確保できなかった利用者が「いた」という回答は 8.2％であった。特に医療

ニーズのある利用者の短期入所療養介護の入所先確保については、緊急的な利用の場合で

は「とても困難である」（26.3％）、「困難なときが多い」（33.1％）を合わせた割合は約 6 割

であり、「困難なときもある」（26.1％）を加えると 8 割強を占めた。また、計画的な利用の

場合についても、「とても困難である」（13.3％）、「困難なときが多い」（29.8％）を合わせ

た割合は約 4 割であり、「困難なときもある」（40.0％）を加えると 8 割強を占めた。 

入所先の確保が困難な理由としては、「指定短期入所療養介護事業所が満床である」（約 7

割）、「近くの指定短期入所療養介護事業所では、医療ニーズに十分に対応できない」（約 4

割）が挙げられた。この「医療ニーズに十分に対応できない」について詳細をみると、ほ

とんどが「老人保健施設が対応できない」を挙げていた。 

このように、短期入所療養介護については利用者のニーズはあるものの、現状では十分

に対応できているとはいえない状況である。特に医療ニーズのある利用者の場合は入所先

を確保するのがより難しい状況となっている。 

 

（有床診療所における短期入所療養介護の実施状況） 

平成 26 年度老人保健健康増進等事業「有床診療所の短期入所療養介護の運用状況調査研

究事業報告書」では、有床診療所における短期入所療養介護の届出状況等を調査したが、

この結果、「介護療養病床についてみなしで指定されている」が 7.8％、「一般病床または医

療療養病床について届出をし指定された」が 7.3％で、「届出をしていない」が 84.1％と圧

倒的多数を占めていることが明らかとなった。 

本事業では、短期入所療養介護の届出を行っている有床診療所を対象に調査を行ったが、

回答施設 39 施設のうち 48.7％が平成 27 年 7 月～12 月における提供実績がなく、指定申請

を行っていても実際に短期入所療養介護を提供している施設は半数程度であることがわか

った。 
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短期入所療養介護を実施している有床診療所がある自治体は、政令市では 36.4％、中核

市では 48.5％にとどまり、過去 1 年以内に有床診療所から短期入所療養介護の指定申請が

あったのはわずか 9 件であった。したがって、現状では、新規に短期入所療養介護を実施

しようという有床診療所は少ないものと推察される。 

 

（有床診療所における短期入所療養介護の認知度） 

有床診療所の短期入所療養介護について、届出をすれば一般病床及び医療療養病床で提

供できること、介護療養病床ではみなし指定で提供できることの 2 点を知っていた自治体

は、都道府県で 65.0％、政令市で 54.5％、中核市で 45.5％にとどまった。また、有床診療

所における短期入所療養介護の整備・拡充の必要性について判断できない自治体が半数を

超えており、有床診療所における短期入所療養介護について、理解が十分でない自治体が

多いものと推察される。 

介護支援専門員における、有床診療所が短期入所療養介護を提供できることの認知状況

について調査したところ、「有床診療所で提供できることは知らなかった」がおよそ 6 割を

占めた。また、「届出をすれば、介護療養型でない有床診療所で提供できることを知ってい

た」はわずか 9.2％と 1 割に満たない状況であった。 

このように、行政や介護支援専門員における、有床診療所の短期入所療養介護について

の認知度が低いといった背景もあり、短期入所療養介護の届出をしている有床診療所から

は、有床診療所が短期入所療養介護を提供する制度についての普及啓発が必要という意見

が挙げられた。特に医療ニーズのある利用者については、短期入所療養介護を利用したく

ても利用できていない状況もあることから、今後、行政担当者、介護支援専門員だけでは

なく、医療関係者、国民・患者に対して広く普及啓発を行っていくことが望まれる。 

短期入所療養介護を行っている約 2～3 割の有床診療所が、自院の患者・家族、居宅介護

支援事業所、連携介護施設・事業所に情報提供をしたり、自院のホームページやリーフレ

ット・チラシ等の作成を行ったりと、個別に様々な情報発信を行っているものの、こうし

た活動には限界があるため、広く普及啓発を行っていく取組も望まれる。 

 

（有床診療所における短期入所療養介護の利用者の状況） 

有床診療所での短期入所療養介護の提供実態として、どのような利用者が有床診療所を

利用しているのかを調査したところ、要介護度は「要介護 5」が 31.8％で最も多く、認知症

高齢者の日常生活自立度は「Ⅲ」以上が半数近くを占めた。また、障害高齢者の日常生活

自立度で「B」と「C」を合わせた割合は 6 割近くを占めており、有床診療所の利用者は、

介護負担の重い人が多いことがわかった。 

利用者の状態等については、「膀胱留置カテーテル管理」が 15.2％、「胃瘻による栄養管

理」が 13.2％、「褥瘡等の処置」が 12.6％、「喀痰吸引」が 11.9％であった。この点について

は、介護支援専門員が有床診療所の短期入所療養介護を利用すべきと考える病態について
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調査した結果でも同様の回答がみられた。 

短期入所療養介護の利用期間については、「3 日」、「4 日」が最も多く、7 日以内が 6 割を

占めており、利用期間の中央値は 4.0 日であった。また、リピーターが多く、過去に利用経

験のある人が 8 割を占めた。 

利用者の居住場所と有床診療所の距離として移動時間をみると、「5 分以下」が 15.2％、

「10 分以下」が 40.4％、「15 分以下」が 57.0％であり、利用者の居住場所と診療所との距

離は近いといえる。 

短期入所療養介護利用の主な目的については、「医療ニーズを有する人への計画的なサー

ビス」が 39.7％、「レスパイトケア」が 36.4％で多かった。 

直近の短期入所療養介護の依頼者については、「介護支援専門員」が約 8 割であり、「患

者家族」からの依頼は約 3 割であった。利用者と有床診療所の関係については、「外来通院

経験あり」が 5 割近くを占め、これ以外にも「主治医意見書作成」や「在宅医療利用経験

あり」、「医療保険入院経験あり」など当該診療所と何らかの関係があった利用者が 8 割近

くを占めた。短期入所療養介護の提供日以前から外来診療等を通じて利用者やその家族等

との関わりがあることで、有床診療所としては、短期入所療養介護を提供する際にも、利

用者の状態等に応じた、より適切な対応を行うことができる。また、利用者や家族等にと

っても、かかりつけの有床診療所で短期入所療養介護を利用できるという安心感がある。 

有床診療所の立場からであるが、短期入所療養介護の提供による効果として、「かかりつ

け医機能を充実させることができた」と回答した診療所が 53.3％と、短期入所療養介護の

提供で、かかりつけ医機能が強化されたと感じている診療所が半数以上に上ることが明ら

かとなった。 

 

（有床診療所における短期入所療養介護でのサービス提供状況） 

短期入所療養介護提供中のリハビリテーションの実施状況については、「リハビリテーシ

ョンは実施していない」（28.2％）が最も多く、これ以外では、「利用者の心身の状況から病

室や廊下等で、身体機能を維持するためのリハビリテーションを実施している」が 20.5％

で多く、機能訓練室で実施しているのは 15.4％であった。 

食事については、「可能な限り離床を行い、病室又はベッド上で、介助を必要としながら

食事を行っている」が 23.1％、「可能な限り離床を行い、病室又はベッド上で、自力で食事

を行っている」が 20.5％であり、病室又はベッドでの食事が 4 割強となった。 

入浴等については、「浴室に移動し、介助を必要としながら浴槽・シャワー等での入浴等

を行っている」が 66.7％で最も多かった。 

設備の利用状況としては、機能訓練室については「ほとんど利用していない」、「まった

く利用していない」が 53.8％で、「頻回に利用している」、「よく利用している」（30.7％）を

上回った。有床診療所の短期入所療養介護の利用者は、要介護度や日常生活自立度等にお

いて介護負担の重い人が多く、機能訓練室を用いたリハビリテーションの対象外となる利
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用者が多いものと推察される。 

 

（有床診療所の短期入所療養介護に期待される機能・サービス） 

介護支援専門員が短期入所療養介護で重要視するサービスについては、有床診療所では

「医療ニーズがある人への緊急的なサービス」（83.1％）、「医療ニーズがある人への計画的

なサービス」（58.2％）、「レスパイトケア」（55.4％）、「リハビリテーション」（25.2％）とい

う順であった。有床診療所では、介護老人保健施設と比較して「医療ニーズがある人への

緊急的なサービス」を重視する介護支援専門員が多く、「リハビリテーション」については

少なかった。 

このように、有床診療所に対しては「医療ニーズがある人への緊急的なサービス」を期

待する介護支援専門員が多いものの、実際に有床診療所の短期入所療養介護の利用者では

「医療ニーズを有する人への計画的なサービス」が利用者の 39.7％を占めており、次いで

「レスパイトケア」（36.4％）であった。「医療ニーズを有する人への緊急的なサービス」は

4.6％にとどまった。短期入所療養介護を実施している有床診療所の中には、少ない病床の

空床利用として短期入所療養介護を実施しているところもあり、「計画的なサービス」の提

供しかなかなかできないという意見もあった。 

介護支援専門員からみた、介護老人保健施設で提供される短期入所療養介護との違いと

しては、「医療処置が必要な場合に、円滑に必要な医療が提供される」こと（57.7％）、「利

用者のかかりつけ医がいるので、利用者または家族にとって安心である」こと（53.5％）、

「利用者のかかりつけ医がいるので、サービスが継続する」こと（20.3％）、「老人保健施設

よりも利用者に身近なところで利用できる」こと（17.2％）が挙げられた。 

多くの介護支援専門員が、医療が充実した短期入所療養介護を利用すべき利用者の病態

等として挙げていたのは、「常時吸引が必要」（66.8％）、「胃瘻・経管栄養」（59.5％）、「状

態が不安定」（40.3％）、「褥瘡処置」（39.3％）であった。 

これらのことから、有床診療所における短期入所療養介護では、常時医療処置が必要な

状態である、あるいは状態が不安定である等、医療ニーズのある利用者に対して、サービ

ス提供が望まれているといえる。有床診療所では必要に応じて円滑な医療の提供が可能で

あり、特にかかりつけ医である場合は、緊急時であっても利用者や家族が安心できるとい

う利点が認識されているものと思われる。また、利用者の身近にあるという点も評価され

ている。 

 

（有床診療所が短期入所療養介護を提供することの効果） 

有床診療所が短期入所療養介護を提供することの効果として、「患者にとって、身近なと

ころでショートステイを利用できるようになった」（66.7％）、「患者家族の身体的・精神的

な負担の軽減につながった」（63.3％）、「がん、難病などの医療ニーズの高い患者がショー

トステイを利用できるようになった」（33.3％）といった患者・家族への直接的なメリット
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の他、「医療ニーズの高い患者・家族が安心して在宅医療に移行できるようになった」

（46.6％）、「地域の在宅医療の推進に貢献した」（66.7％）、「かかりつけ医機能を充実させ

ることができた」（53.3％）といった地域の在宅医療の推進上の効果、「病床稼働率が向上し

た」（43.4％）、「収入増に貢献した」（43.3％）といった経営上の効果などが挙げられた。 

有床診療所が短期入所療養介護を提供することは、患者・利用者の身近なところで医療・

介護ニーズに対応していくということであり、かかりつけ医としての機能を強化するとと

もに、地域の在宅医療の推進や地域包括ケア体制の構築・強化にも貢献していくという効

果がある。結果的に、有床診療所の病床稼働率の向上や収入増といった経営の安定化をも

たらすことが期待できる。 

 

（短期入所療養介護を実施するための支援・方策） 

有床診療所調査の結果によると、新たに短期入所療養介護を実施する診療所を増やすた

めの最も有効な支援・方策については、「介護報酬の引上げ」（32.0％）が最も多く、次いで

「有床診療所がショートステイを提供する制度についての医療関係者への普及啓発」

（24.0％）、「ショートステイ申請手続きの簡素化」（12.0％）、「ショートステイ利用中の医

療処置に対する出来高払いの範囲の拡大」（12.0％）が挙げられた。 

短期入所療養介護の申請手続きの簡素化については、短期入所療養介護の申請時に困っ

たことがあった施設のうち 9 割が「申請書類が多く複雑で、書類作成に多大な時間を要し

たこと」、5 割が「どのような手続きをすればよいかわかりにくかったこと」を挙げていた

ことからも改善が必要と考えられる。 

行政調査の結果によると、開設を希望する有床診療所に対し説明会を行っているのが 3

自治体であったことや、申請書類の記入方法や提出先等についての手引きを作成していな

いという自治体が半数を超えていたことから、自治体による申請手続きの整備が望まれる。 

有床診療所での短期入所療養介護の提供量を増やす上で最も有効な支援・方策について

は、「介護報酬の引上げ」（35.7％）が最も多く、この他、有床診療所が短期入所療養介護を

提供する制度についての医療関係者・介護支援専門員・国民・患者の普及啓発が挙げられ

た。 
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【活性化に向けての課題と提案】 

（有床診療所に期待される役割強化の一つの手段として） 

地域包括ケア体制を構築するためには、新たに投資をして医療設備をつくるのではなく、

有床診療所という、この強力な地域資源をいかに有効に活用していくかということを考え

るのが重要である。その理由としては、今後の我が国の経済社会情勢を踏まえると、団塊

の世代がすべて後期高齢者となる 2025 年はすぐ目の前の問題であり、早急に地域包括ケア

体制を構築する必要性に迫られているという現状がある。また、現在、有床診療所が次々

と病床を廃止・休止している。この流れを一刻も早く止めるためにも、有床診療所の機能

を評価し、しっかりと地域包括ケア体制の中で位置づけていく必要がある。 

患者にとって身近で、病歴や状態等を把握しているかかりつけ医が、医療・介護の両面

において患者や家族をサポートしていくことは地域包括ケア体制の中で鍵となる役割でも

ある。短期入所療養介護の提供は、既存の経営資源を有効活用できる事業であり、現在は

介護事業について取っ掛かりのない診療所でも、介護事業への第一歩として一考に値する

ものと思われる。 

今後、地域包括ケア体制の中で有床診療所の機能・役割を明確にした上で、それを、医

療関係者や介護支援専門員を始めとする介護関係者、地域住民に対して積極的に発信して

いくことが必要である。 

 
（短期入所療養介護を実施する有床診療所を増やすために） 

現在、有床診療所が提供する短期入所療養介護に対して、利用者やその家族等からのニ

ーズがあるものの、こうした状況については有床診療所の経営者にも十分には知られてい

ない。このようなニーズに対する認識不足も理由の一つと考えられるが、新たに短期入所

療養介護を行おうとする有床診療所が少ないため、有床診療所の経営者や他の医療従事者

等に対し、有床診療所が短期入所療養介護を提供できること及びそのメリットについて情

報発信していくことが必要である。 

また、短期入所療養介護に関心のある有床診療所に対しては、短期入所療養介護の申請

マニュアルで、介護保険サービスの指定申請についてわかりやすく説明する、有床診療所

の短期入所療養介護の運用事例を紹介する等、情報提供を積極的に行っていくことで介護

保険サービスへの心理的な障壁を下げることも重要である。 

一方、短期入所療養介護の指定を担う自治体においても、有床診療所の短期入所療養介

護の制度や意義等について十分には認知、理解されていない。制度への理解はもちろんの

こと、各自治体における有床診療所の短期入所療養介護が果たすべき機能を考え、需要・

供給の実態と将来の必要数を把握し、地域の関係者に積極的に情報提供を行っていくこと

が望まれる。 

なお、診療所からは指定申請の際の書類の多さ・複雑さ、手続きの方法のわかりづらさ

等が指摘されていることから、申請手順や各種申請書類のひな型・記入例をまとめた手引

117 
 



きの作成など、申請時の負担軽減を図る取組が期待される。 

 
（有床診療所の短期入所療養介護の提供量を増やすために） 

短期入所療養介護の指定申請を行った有床診療所の中でも、その提供量に大きな違いが

みられた。短期入所療養介護を積極的に提供している診療所がある一方で、申請を行って

いるものの半年間の提供実績のない診療所が半数近くに上った。他方、利用者が短期入所

療養介護を利用したくても、満床や医療ニーズへの対応ができないこと等を理由に、入所

先を確保するのが難しい事例が多く発生している。こうした需要と供給のミスマッチを解

消し、空き病床という地域の貴重な経営資源を有効に活用するためには、提供者と利用者

双方にタイムリーな情報が提供される仕組みが望まれる。ただし、こうした仕組みを構築

し運用することはコストもかかるため、例えば、地域で短期入所療養介護を提供できる有

床診療所の名前と連絡先を記した一覧表を作成し、介護支援専門員を始めとする関係者に

配付し周知するといったことから始めるのも一考に値すると思われる。 

また、どうすれば短期入所療養介護の提供量を拡大できるか悩んでいる有床診療所に対

しては、短期入所療養介護を積極的に提供している有床診療所での運用状況や利用者の状

態などを紹介する先進事例集を作成・配布することも有効と考える。 

介護支援専門員においても、診療所における短期入所療養介護の認知度は低かった。有

床診療所の利用者の多くは介護支援専門員からの依頼であることから、認知度の低さは利

用率の低さに直結する。したがって、介護支援専門員に対して、有床診療所の短期入所療

養介護を利用できることやそのメリット等を積極的に情報提供していくことが重要である。

その際、有床診療所における短期入所療養介護の利用事例なども合わせて提供することで、

どのような利用者にとって特に有効なのかを具体的に伝えることが可能となる。介護支援

専門員が短期入所療養介護を提供する有床診療所の機能を十分に理解し、実際に適切な利

用につなげていくことが必要であり、こうした取組を早急に行うことが望まれる。 

今後、多様な医療・介護ニーズに的確に応え、有床診療所の経営が成り立っていくため

には、柔軟な運営ができることや、医療・介護を持続的に提供できる経済的基盤があるこ

とが重要である。有床診療所では最大 19 床のベッドの中でやりくりを行わなければならな

いため、より柔軟性・機動力が必要となる。有床診療所における短期入所療養介護の更な

る拡大のためには、施設基準の緩和や介護報酬の見直し、短期入所療養介護利用中の医療

処置に対する出来高払いの範囲の拡大が望まれている。 
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【今後の調査課題】 

本事業により、短期入所療養介護の指定を受けている有床診療所でも積極的に短期入所

療養介護を提供している施設もあれば、申請のみでサービス提供実績のない診療所がある

といったように、その運営実態は様々であることがわかった。こうした運営実態の差は、

地域のニーズや供給状況等が影響していると思われるが、そもそも、有床診療所自身の介

護事業への取組状況・スタンス、事業展開意欲によっても生じてくるものだと考えられる。 

本事業は短期入所療養介護の活性化を目的とした事業であったため、こうした有床診療

所の、短期入所療養介護以外の医療・介護事業の展開状況や意向、課題等については十分

な調査を行っていない。地域の貴重な経営資源である有床診療所が、どのように医療・介

護事業を展開しているのか、その中で自院の病床運営をどのように位置付けているのか、

地域の医療・介護ニーズに対応する上でどのような課題を認識しているのか等を明らかに

することは、療養病床のあり方や地域包括ケア体制の構築・強化、地域医療構想の実現に

向けた検討を行う上で参考となるものと考える。 
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第３章 短期入所療養介護の申請に関するマニュアル 
有床診療所が短期入所療養介護を提供するにあたって課題として、短期入所療養介護の

指定申請の際に必要な書類が多く、複雑であり、申請を円滑に行えない等の意見がみられ

た。そのため、47 都道府県のホームページに掲載されている情報を元に、各都道府県にお

ける短期入所療養介護の指定申請に関する手引きの作成状況、及び、申請に必要な書類の

内容について調査を行い、既存の申請書類等についての状況を確認した。 

指定申請に関する手引きについては、短期入所療養介護専用の手引きを作成している都

道府県は少なく、介護保険サービス全般の手引きを作成している、又は、特に手引き等は

作成していない都道府県が多かった。申請に必要な書類については、都道府県によって、

提出が求められる書類の件数、内容が異なっていた。 

なお、調査結果の詳細は、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）のホームページ

にて掲載する。 

図表３-１ 有床診療所が短期入所療養介護の指定申請を行う際に必要な書類の件数 

（件） 

 
（注）・一般病床の診療所（ユニット型を除く）が新規指定申請を行う場合とした。 

・平成 27 年 12 月時点の都道府県のホームページに掲載されている情報を元に、申請書類・添付書類
の種類数を数えた。 

・業務管理体制の整備に関する届出書、介護給付費算定に係る書類、診療報酬の加算に関する書類等
は除いた。 

 

 

 

都道府県
申請書類・添付

書類の件数
都道府県

申請書類・添付

書類の件数
都道府県

申請書類・添付

書類の件数

北海道 18 石川県 23 岡山県 16
青森県 19 福井県 14 広島県 22
岩手県 14 山梨県 14 山口県 16
宮城県 17 長野県 19 徳島県 14
秋田県 25 岐阜県 18 香川県 18
山形県 26 静岡県 24 愛媛県 12
福島県 13 愛知県 14 高知県 26
茨城県 23 三重県 18 福岡県 15
栃木県 17 滋賀県 18 佐賀県 18
群馬県 15 京都府 23 長崎県 20
埼玉県 - 大阪府 - 熊本県 24
千葉県 21 兵庫県 15 大分県 19
東京都 12 奈良県 14 宮崎県 14
神奈川県 20 和歌山県 26 鹿児島県 16
新潟県 18 鳥取県 14 沖縄県 -
富山県 - 島根県 -
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これらの都道府県の状況を踏まえ、有床診療所が短期入所療養介護を行う際の助けとな

るよう、申請を行う際の手順、法令上必要である申請書類の記入方法等をまとめ、「有床診

療所向け短期入所療養介護指定申請マニュアル」を作成した。また、マニュアルには、短

期入所療養介護の運用のイメージを持てるよう、短期入所療養介護を行っている有床診療

所と、協働している介護支援専門員に対して行ったヒアリング調査を元に、事例も合わせ

て掲載した。 
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1. はじめに 

現在、超高齢社会の到来に備え、地域包括ケアシステムの構築が急がれています。住

民の身近にある有床診療所は、地域の貴重な資源であり、地域包括ケアシステムの中で

自院の役割・機能を明確にし、住民のニーズにしっかりと対応していくことが期待され

ています。 

有床診療所の中には、日頃、患者や家族と接する中で、在宅医療や介護に対するニー

ズ・要望を受けて、こうした分野に積極的に進出しているところもあります。また、今

は取り組んでいないものの、今後、こうした分野に進出したいと考えているところもあ

ります。しかし、介護分野は、介護保険法や介護報酬など、医療保険とは別のルールに

従って運営する必要があるため、ハードルを感じてしまう診療所の方も少なくありませ

ん。こうしたハードルを少しでも下げることを目的として、このマニュアルを作成しま

した。 

このマニュアルは、自院の病床を活用して「ショートステイ（短期入所療養介護）」

を始めたいとお考えになっている有床診療所の方を対象に、ショートステイ開始のため

の手続きをまとめたものです。申請書類や手続きの流れは都道府県によって異なります

ので、実際に手続きを進める際には都道府県の相談窓口にご確認ください。手続きの記

載の後には、実際にショートステイを提供している有床診療所の事例を紹介しておりま

すので、そちらも合わせてご活用ください。 
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2. 指定申請の概略 

○ショートステイ（介護保険法では「短期入所療養介護」と言います）を始めるには、

診療所のある都道府県（政令指定市・中核市の場合はその市）に「指定申請」を行う

必要があります。 

○「指定申請」とは、都道府県・政令指定市・中核市の窓口に必要な書類を提出し、人

員基準や設備基準を満たしているか等の審査を受けることです。審査に通ると、ショ

ートステイの事業所として「指定」され、診療所でショートステイの提供や介護報酬

の請求ができるようになります。 

○「指定申請」は、介護療養病床でショートステイを行う場合では不要ですが、一般病

床・医療療養病床でショートステイを行う場合には必要となります。例えば、介護療

養病床と一般病床を有している診療所が、一般病床でショートステイを行う場合は指

定申請が必要です。 

 

診療所の病床区分と指定申請の必要性 
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3. 人員基準・設備基準 

○一般病床と医療療養病床それぞれで、介護保険法に基づき人員基準・設備基準が定め

られています。下の表で基準を確認してから指定申請を行うようにしてください。 

一 般 病 床：医療法では、一般病床と療養病床の基準が異なるため、人員体制の

拡充や設備の改修など、何らかの準備が必要となる場合が多いです。 

医療療養病床：基本的に医療法の人員基準・設備基準と同じため、体制の変更や設

備の改修等は不要です。ただし、「消火設備その他の非常災害時に必

要な設備」がない場合は新たに設置する必要があります。 

 
診療所におけるショートステイの人員基準及び設備基準（介護保険法） 

 

一般病床 

人員 ・短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数

の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が三又はその端数を

増すごとに一以上であること。 

・夜間における緊急連絡体制を整備すること。看護師若しくは准看護師又は介

護職員を一人以上配置していること。 

設備1 ・短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平

方メートル以上とすること。 

・食堂及び浴室を有すること。 （※面積の基準等はない） 

・機能訓練を行うための場所を有すること。  （※面積の基準等はない） 

・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 

 

医療療養病床 

人員 ・医療法に規定する療養病床を有する診療所として必要とされる数が確保され

るために必要な数以上とする。 

設備１ ・医療法に規定する療養病床を有する診療所として必要とされる設備を有する

ものとする。 

・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 

  

                                                      
1 設備基準のうち、ショートステイに係る病室の床面積については、各自治体は省令で定める基準に従う

こととなっている。設備基準の病室の床面積以外の項目については、各自治体は省令を参酌の上、条例で

独自に基準を定めることができるため（介護保険法第七十四条第三項）、自治体の基準を確認する必要があ

る。 
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4. 指定申請の方法 

○指定申請の方法は自治体ごとに定められているため、指定申請を行う際には、まず、

診療所のある都道府県、政令指定市、中核市の窓口で、申請スケジュールや申請書類

を確認してください。多くの自治体は、指定申請に関する窓口の情報を、ホームペー

ジの介護保険に関するページで公開しています。 

○指定申請の一般的な手順は、①事前相談（必要に応じて実施）、②申請準備・書類の

作成、③申請書類の提出、④受理・審査（必要に応じて問合せ・現地調査の実施）、

⑤指定です。申請から指定までに 1～2 か月を要する場合が多いです。 

 

指定申請プロセスの例 

 

指定予定日の 2 か月前 

 ①事前相談 

       必要に応じて、自治体の窓口に施設基準などに関する質問や相談をする。 

申請上、事前相談が必須の場合もある。 

      ②申請準備・書類の作成 

       人員の手配や設備の整備などの開設に向けた準備と、申請書類の作成を行う。 

       ※法人の場合は定款・寄付行為等の変更が必要な場合がある。 

 
 

指定予定日の 1～2 か月前 

      ③申請書類の提出 

       自治体の窓口に申請書類を提出する。 

提出日は指定予定日の 1～2 か月前までとするところが多い。 

      ④受理・審査 

       提出した書類の審査と現地確認が行われ、申請内容が指定基準を満たしている

か確認される。 

 

指定予定日以降 

      ⑤指定 

       指定を受ける。指定通知書が発行され、事業者名、所在地等が自治体のホーム

ページ等に掲載される。 
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5. 申請書類の内容 

○指定申請で必要となる書類は、各自治体で異なります。これは、介護保険法の規定に

加え、各自治体が厚生労働省の省令をもとに必要に応じて条例を定めているためです。 

○ここでは、診療所がショートステイの指定申請を行う際に、必要とされている最低限

の書類とその記入例を紹介します。実際の申請の際に、書類の作成でわからないこと

がある場合は、各自治体の担当窓口にご相談ください。 

 

●書類の様式は「平成 18 年 4 月の介護保険制度改正に合わせた、事業者指定等の申請

様式（厚生労働省より提示された案）」（以下、「事業者指定等の申請様式」とする）2を

元にしています。 

●申請書類・記入事項の必要性は、「介護保険法施行規則（11.3.31 省令第 36 号）」（以

下、「施行規則」とする）、「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する

基準（11.3.31 省令第 37 号）」（以下、「省令第 37 号」とする）、「指定居宅サービス

等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（11.9.17 老企第 25 号）」（以

下、「老企第 25 号」とする）及び関連する告示・通知等の内容3から判断しています。 

 

  

                                                      
2 独立行政法人福祉医療機構が運営する WAM NET で公開されている。 
3 平成 27 年度 4 月改正に伴う制定まで対応。 
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（１）申請書類の種類 

○厚生労働省が提示した「事業者指定等の申請様式」では、ショートステイの指定申請

のために最低限必要な書類として、申請書類 2 点と添付書類 11 点が挙げられてい

ます。これらの書類に加え、各自治体で定められた書類を提出する必要があります。 

 

ショートステイにおける「事業者指定等の申請様式」 

 

書類 

申
請
書
類 

①指定居宅サービス事業所等指定申請書 

②短期入所療養介護事業所の指定に係る記載事項（付表 9） 

添
付
書
類 

③申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

④診療所の使用許可証等の写 

⑤従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

⑥精神保健福祉士に準ずる者の経歴 

⑦事業所の平面図 

⑧事業所の部屋別施設一覧表 

⑨事業所の設備等に係る一覧表 

⑩運営規程 

⑪利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑫法第 70 条第 2 項各号（又は法第 115 条の 2 第 2 項各号）に該当しないこ
とを誓約する書面 

⑬役員の氏名等 
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（２）申請書類の内容・記入例 

○６ページで紹介した「事業者指定等の申請様式」を元に、診療所がショートステイの

指定申請を行う際に必要な書類の概略、記入時の注意点、記入例をまとめています。 

○記入例では、法令等により定められている必須記入事項は   （水色）、特に定め

はないが記入が必要と考えられる事項は   （紫色）にしています。また、特に指

定がない場合は、一般病床と医療療養病床での記入内容に違いはありません。 

 

 

①指定居宅サービス事業所等指定申請書                    
申請者等の情報、申請事業の内容、事業開始予定日等を確認する書類です4。 

  

（記入時の注意点） ※次のページの記入例と照らし合わせてご確認ください。 

 １：法人の場合は、登記事項証明書に記載のある法人名、所在地、代表者の職・氏名・

生年月日・住所等を記入します。法人以外の場合は開設者を申請者として、「名称」

に診療所名、「主たる事務所の所在地」に診療所の住所、代表者の職・氏名・生年月

日・住所には開設者の情報を記入します。 

２：申請者が法人の場合は、社会福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人等を記入し

ます。申請者が認可法人である場合は、「法人所轄庁」に主務官庁（設立の許可を与

え指導監督を行う官庁のこと）の名称を記入します。医療法人の主務官庁は基本的

には都道府県になります。 

３：指定申請を行う事業に○をし、事業開始予定日を記入します。指定申請から許可ま

でに 1 か月以上かかることが多いので注意が必要です。 

４：同一所在地・同一申請者で既に指定等を受けている事業がある場合は、介護保険事

業所番号、該当するサービスの欄に指定（許可）日を記入します。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 1～3 号。 
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指定居宅サービス事業所 
指定介護予防サービス事業所 
指定居宅介護支援事業所   指定（許可）申請書 
介護保険施設 

平成00 年 0月 00日 
      知事 殿 
                            所在地  東京都○○区○○ ○丁目○番地○号 
                            申請者 
                             名 称  医療法人ショートステイ診療所  山田 太郎  印 
 
      介護保険法に規定する事業所（施設）に係る指定（許可）を受けたいので、下記のとおり、 

関係書類を添えて申請します。 

第１号様式受付番号  

事業所所在地市町村番号  

申

請

者 

フリガナ 

名称 

イリョウホウジン ショートステイシンリョウジョ 

医療法人 ショートステイ診療所 

主たる事務所の 

所在地 

（郵便番号 000－ 0000  ） 

     東京都○○区○○ ○丁目○番地○号 

（ビルの名称等） 

連絡先 電話番号 00-00-0000 FAX番号 00-00-0000 

法人の種別 医療法人 法人所轄庁  

代表者の職･氏名・生

年月日 
職名 理事長 

フリガナ ヤマダ タロウ 生年月日 

氏名 山田 太郎 昭和00年0月00日 

代表者の住所 

（郵便番号 000－ 0000  ） 

     東京都○○区○○ ○丁目○番地○号 

（ビルの名称等） 

指
定
（
許
可
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類 

事業所等の所在地 

（郵便番号 000－ 0000  ） 

     東京都○○区○○ ○丁目○番地○号 

（ビルの名称等） 

同一所在地において行う事業等の種類 
実施 

事業 

指定（許可）申請をする事業等の

事業開始予定年月日 

既に指定等を受けている事業等

の指定（許可）年月日 
様式 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護    付表１

訪問入浴介護    付表２

訪問看護    付表３

訪問リハビリテーション    付表４

居宅療養管理指導    付表５

通所介護    付表６

通所リハビリテーション    付表７

短期入所生活介護    付表８

短期入所療養介護 ○ 平成00年0月00日  付表９

特定施設入居者生活介護    付表10

福祉用具貸与    付表11

特定福祉用具販売    付表12

居宅介護支援事業    付表13

施
設 

介護老人福祉施設    付表14

介護老人保健施設    付表15

介護療養型医療施設    付表16

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問介護    付表１ 

介護予防訪問入浴介護    付表２ 

介護予防訪問看護    付表３ 

介護予防訪問リハビリテーション    付表４ 

介護予防居宅療養管理指導    付表５ 

介護予防通所介護    付表６ 

介護予防通所リハビリテーション    付表７ 

介護予防短期入所生活介護    付表８ 

介護予防短期入所療養介護 ○ 平成00年0月00日  付表９ 

１ 

２ 

３ 

４ 

＜記入例＞   
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 
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備考１ 「受付番号」「事業所所在地市町村番号」欄には記載しないでください。 

  ２ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」「株式会社」「有

限会社」等の別を記入してください。 

  ３ 「法人所轄庁」欄、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。 

  ４ 「実施事業」欄は、今回申請するもの及び既に指定等を受けているものについて、該当する欄に「○」を記入してくださ

い。 

  ５ 「指定（許可）申請をする事業等」欄は、該当する欄に事業等の開始（開設）予定年月日を記載してください。 

  ６ 「既に指定等を受けている事業等」欄は、介護保険法による指定事業者又は介護保健施設として指定（許可）された年月

日（法第７１条又は法第７２条に基づき指定があったものとみなされたときは、保健医療機関等の指定を受けた年月日、施

行法第４条、第５条、第７条及び第８条の規定に基づき指定（許可）があったものとみなされたものについては、「１２．４．

１」）を記載してください。 

  ７ 保険医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとして既に医療機関コード等が付番されている場

合には、そのコードを「医療機関コード等」欄に記載してください。複数のコードを有する場合には、適宜様式を補正して、

そのすべてを記載してください。 

  ８ 既に介護給付のサービス事業所の指定を受けている事業者が、介護予防サービス事業者の指定を受ける場合において、届

出事項に変更がないときには、「事業所の名称及び所在地」「申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏

名、生年月日、住所及び職名」「当該申請に係る事業の開始の予定年月日」「当該申請に係る介護予防サービス費の請求に関

する事項」「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」、「役員の氏名、生年月日及び住所」「介護支援専門員の氏名及び登

録番号」「その他指定に関し必要と認める事項」を除いて届出を省略できます。また、既に介護予防サービス事業所の指定を

受けている事業者が、介護給付のサービス事業所の指定を受ける場合においても同様に届出を省略できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

介護予防特定施設入居者生活介護    付表10 

介護予防福祉用具貸与    付表11 

特定介護予防福祉用具販売    付表12 

介護保険事業所番号           （既に指定又は許可を受けている場合） 

医療機関コード等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ４ 
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②短期入所療養介護事業所の指定に係る記載事項（付表 9）        

診療所や管理者の情報と、従業者の員数や設備等の基準項目全般について確認す

る書類です5。 

ショートステイに従事する従業者については「⑤従業者の勤務体制及び勤務形態

一覧表」、主な掲示事項については「⑩運営規程」の内容と齟齬がないよう注意し

てください。 

  
（記入時の注意点）  

 １：法人の場合は、定款・寄附行為等のうち、ショートステイについて定めて

ある箇所を記入します。法人でない場合は未記入で結構です。 

２：医療療養病床について申請する場合は「③療養病床を有する病院・診療所」、

一般病床について申請する場合は「⑤基準適合診療所（施行規則附則第 2

条）」に○を記入します。 

３：「指定申請を行う病棟部分の入院患者または利用者の定員」にはショートス

テイを提供する部分の定員、「指定申請を行う病棟部分の入院患者の数」に

は診療所の病室の定員を記入します。 

４：ショートステイに従事する可能性がある担当医師、看護職員、介護職員の

人数を記入します6。常勤、非常勤、専従、兼務は問いません。なお、作業

療法士・精神保健福祉士等については、老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院で求められる人員であり、診療所については未記入で差し支えあり

ません。 

５：ショートステイを行う病室について、患者 1 人あたりの床面積を記入しま

す7。自治体によっては、その他設備について記入が必要な場合があります。 

６：「法定代理受領分（一割負担分）」には介護保険のサービスとしてショート

ステイを提供した場合の利用料、「法定代理受領分以外」には介護保険のサ

ービスとしてではなく全額自己負担でショートステイを提供した場合の利

用料を記入します。介護報酬の額と同じである場合はその旨記入すること

になります。 

７：利用料以外で利用者から費用を請求するものがあれば記入します。具体的

な費用については、「運営規程に定める料金表を参照」とすることが可能で

す。  

                                                      
5 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 1・4・5・7・8・12 号、

省令第 37 号第 142 条第 1 項第 3・4 号、第 143 条第 1 項第 3・4 号、第 145 条、第 154 条、第

32 条（第 155 条に準用規定あり）、第 101 条第 1 項（第 155 条に準用規定あり）、老企第 25 号

第 3 の九の 2 の（11）、第 3 の八の 3 の（13）。  
6 療養病床を有する診療所の場合、医療法における施設基準と同様であるため、確認が省略さ

れる場合もある。  
7 療養病床を有する診療所の場合、医療法における施設基準と同様であるため、確認が省略さ

れる場合もある。  
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付表９ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護事業所の指定に係る記載事項 

受付番号  
 

事 

業 

所 

フリガナ イリョウホウジン ショートステイシンリョウジョ 

名  称 
医療法人 ショートステイ診療所 
 

 

所在地 

（郵便番号 000－0000 ） 

    東京都○○区○○ ○丁目○番地○号 
 

 

連絡先 電話番号 00-00-0000 FAX 番号 00-00-0000 
当該事業の実施について定めてある定款・寄附行為等の条文 第○○条第○○項第○○号 

事業所種別 ①介護老人保健施設  （該当に○を記入） 

②指定介護療養型医療施設  

③療養病床を有する病院・診療所  

④老人性認知症疾患療養病棟を有する病院  

⑤基準適合診療所（施行規則附則第２条） ○ 

指定申請を行う病棟部分の入院患者または利用者の定員 00 人

指定申請を行う病棟部分の入院患者の数 

（上記④⑤⑥に該当の場合記入） 
00 人

管
理
者 

フリガナ ヤマダ ハナコ 

住所 

（郵便番号 000－0000 ） 

東京都○○区○○ ○丁目○番地○号 
氏  名 山田 花子 

生年月日 昭和 00 年 0月 00 日 

指定申請を行う病棟部分の従業者の 

職種・員数（④⑤⑥の場合記入） 

担当

医師

看護職員 介護職員 作業療法士 精神保健福祉士等 一看護単位 

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 あたりの病床数

 常 勤（人） 0 0 0 0 0      

非常勤（人） 0 0 0 0 0     

常勤換算後の人数（人）  00 00   

基準上の必要人数（人）      

適合の可否      
指定申請を行う病棟（病室）部分の設備基準上の数値記載項目（④⑤⑥の場合記入） 基準上の必要数値 適合の可否 

 ④ 病

室 

１病室の病床数 床 床以上 

入院患者１人あたり床面積 ㎡ ㎡以上 
老人性痴呆疾患療養病棟の用に供される床面積 ㎡ ㎡以上 

廊

下 

片廊下の幅 ｍ ｍ以上 

中廊下の幅 ｍ ｍ以上 

生活機能回復訓練室面積 ㎡ ㎡以上  

デイルームと面会室の合計面積 ㎡ ㎡以上  

⑤ 入院患者１人あたり床面積 ㎡ ㎡以上  

廊

下 

片廊下の幅 ｍ ｍ以上  

中廊下の幅 ｍ ｍ以上  

⑥ 入院患者１人あたり床面積 6.4    ㎡ ㎡以上  
主
な 

掲
示
事
項 

利用料 法定代理受領分（一割負担分）  介護報酬告示上の額 

法定代理受領分以外 介護報酬告示上の額 

その他の費用 滞在費、食費、送迎費等（運営規定に定める料金表を参照） 

通常の送迎の実施地域 ○○区、○○区○○1～3 丁目、○○区 

添付書類 別添のとおり 

備考  1 「受付番号」「基準上の必要人数」「基準上の必要数値」「適合の可否」欄には、記入しないでください。 

2 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別様に記載した書類を添付してください。 

3 「主な掲示事項」については、本欄の記載を省略し、別添資料として添付して差し支えありません。 

4 「指定申請に係る施設部分の入院患者又は入所者の定員」欄は、当該施設のうち、短期入所療養介護に供

する部分の定員について記載すること。 

5 介護老人保健施設、介護療養型医療施設が行うものについては、法第 72 条第１項の規定により、指定があ

ったものとみなされるので、本申請の必要はありません。 

6 当該指定居宅サービス以外のサービスを実施する場合には､当該指定居宅サービス部分とそれ以外のサー

ビス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出してください｡ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 
６ 

７ 

＜記入例＞   
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 
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③申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等     

法人の場合は、定款又は寄付行為と、その登記事項証明書の提出が必要です。市

町村立の場合は、事業実施を証明する条例を記載した公報の写しが必要です。なお、

自治体によっては、ショートステイを実施する旨の記載が求められる場合がありま

す。また、登記事項証明書については発行日を指定するところがあります8。 

法人でない場合は、提出は不要です。 

 

 

④診療所の使用許可証等の写                      

診療所の使用許可証または届書の写し（国の開設する診療所の場合は承認書また

は通知書）を添付する必要があります9。 

 

 

⑤従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表                 

ショートステイに携わる従業者について、日々の勤務時間や常勤・非常勤の区別

などを勤務表上で明確にし、人員基準が満たされていることを確認する書類です10。 

使用している勤務表で、職種、勤務形態、氏名、ショートステイ業務の勤務時間

が確認できる場合は、その書類を添付としても差し支えありません。 

 
（記入時の注意点）  

 １：ショートステイに携わる従業者について 4 週間分の時間数を記入します（具

体的な記入方法は備考 1～3 を参照）。 

２：人員基準が設けられている看護職員・介護職員（看護補助者）については、

常勤換算後の人数を小数点以下第 2 位切り捨てで記入します。 

３：組織体制図については、自治体の指示に応じて提出してください。また、

この他、従業者の資格証の写し等の提出を求められる場合があります。 

 

                                                      
8 書類の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 4 号。  
9 書類の根拠となる法令は、施行規則第 126 条第 1 項。  
10 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 11 号、省令第 37 号第

142 条第 1 項第 3・4 号、第 101 条第 1 項（第 155 条に準用規定あり）、老企第 25 号第 3 の九の

2 の（11）。  
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＜記入例＞ 
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 

（
参

考
様

式
１

）

従
業

者
の

勤
務

の
体

制
及

び
勤

務
形

態
一

覧
表

（
平

成
0
0

年
0
0

月
分

）
　

サ
ー

ビ
ス

種
類

（
　

短
期

入
所

療
養

介
護

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

事
業

所
・
施

設
名

（
　

　
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

診
療

所
　

　
　

　
　

　
　

　
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8
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9
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0

2
1

2
2

2
3

2
4
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5
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6

2
7

2
8

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

①
①

③
②

④
①

④

ab
ab

ab
c
d

de
e

e

医
師

山
田

太
郎

①
①

④
①

①
①

④
①
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④

①
①

①
④

①
①
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①

①
①
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①

①
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①
①

①
④
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7
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看
護

師
山

田
花

子
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①
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②
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①
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①
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④
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9
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護

師
～

～
～

～
～

～
～

看
護

師
～

～
～

～
～

～
～

看
護

師
～

～
～

～
～

～
～

看
護

師
～

～
～

～
～

～
～

看
護

師
～

～
～

～
～

～
～

介
護

職
員

～
～

～
～

～
～

～

介
護

職
員

～
～

～
～

～
～

～

備
考

1
　

＊
欄

に
は

、
当

該
月

の
曜

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
2 3 4 5

　
算

出
に

あ
た

っ
て

は
、

小
数

点
以

下
第

２
位

を
切

り
捨

て
て

く
だ

さ
い

。
6

　
当

該
事

業
所

・
施

設
に

係
る

組
織

体
制

図
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
7

　
常

勤
換

算
が

必
要

な
職

種
は

、
Ａ

～
Ｄ

の
「
週

平
均

の
勤

務
時

間
」
を

す
べ

て
足

し
、

常
勤

の
従

業
者

が
週

に
勤

務
す

べ
き

時
間

数
で

割
っ

て
、

「
常

勤
換

算
後

の
人

数
」
を

算
出

し
て

く
だ

さ
い

。

第
３

週

C C C 　
各

事
業

所
・
施

設
に

お
い

て
使

用
し

て
い

る
勤

務
割

表
等

（
既

に
事

業
を

実
施

し
て

い
る

と
き

は
直

近
月

の
実

績
）
に

よ
り

、
職

種
、

勤
務

形
態

、
氏

名
及

び
当

該
業

務
の

勤
務

時
間

が
確

認
で

き
る

場
合

は
、

そ
の

書
類

を
も

っ
て

添
付

書
類

と
し

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

　
申

請
す

る
事

業
に

係
る

従
業

者
全

員
（
管

理
者

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
、

４
週

間
分

の
勤

務
す

べ
き

時
間

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
勤

務
時

間
ご

と
あ

る
い

は
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
単

位
ご

と
に

区
分

し
て

番
号

を
付

し
、

そ
の

番
号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
記

載
例

１
－

勤
務

時
間

　
①

８
：
３

０
～

１
７

：
０

０
、

②
１

６
：
３

０
～

１
：
０

０
、

③
０

：
３

０
～

９
：
０

０
、

④
休

日
）

（
記

載
例

２
－

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

　
a 

９
：
０

０
～

１
２

：
０

０
、

b 
１

３
：
０

０
～

１
６

：
０

０
、

c
 １

０
：
３

０
～

１
３

：
３

０
、

d 
１

４
：
３

０
～

１
７

：
３

０
、

e
 休

日
）

　
職

種
ご

と
に

下
記

の
勤

務
形

態
の

区
分

の
順

に
ま

と
め

て
記

載
し

、
「
週

平
均

の
勤

務
時

間
」
に

つ
い

て
は

、
職

種
ご

と
の

Ａ
の

小
計

と
、

Ｂ
～

Ｄ
ま

で
を

加
え

た
数

の
小

計
の

行
を

挿
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
勤

務
形

態
の

区
分

　
Ａ

：
常

勤
で

専
従

　
Ｂ

：
常

勤
で

兼
務

　
Ｃ

：
常

勤
以

外
で

専
従

　
Ｄ

：
常

勤
以

外
で

兼
務

CA A

4
週

の
合

計

第
４

週

（
記

載
例

－
１

）

職
種

氏
名

A

第
２

週

C

（
記

載
例

－
２

）

第
１

週

2
.4

人

週
平

均
の

勤
務

時
間

常
勤

換
算

後
の

人
数

勤
務

形
態 A

１

２

３
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⑥精神保健福祉士に準ずる者の経歴                   

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院が申請する際に提出が必要となる書類

であり、診療所については提出を求められていません。 

  
  

⑦事業所の平面図                          

診療所の各室の用途と面積を記入し、設備基準が満たされていることを確認する

書類です11。 

設備基準に関しては、「⑦事業所の平面図」、「⑧事業所の部屋別施設一覧表」、「⑨

事業所の設備等に係る一覧表」の 3 点で確認する自治体が多いです。 

  
（記入時の注意点）  

 １：診療所の各室の用途及び面積を記入します。一般病床を有する診療所で機

能訓練室がない場合は、機能訓練を行うための場所を明記してください。 

２：他の事業と共用している部屋がある場合はその旨明記が必要です。また、

ショートステイの指定を受ける病床と受けない病床等が混在している場合

は、判別ができるようにすることが望ましいです。 

 

                                                      
11 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 6 号、省令第 37 号第 143
条第 1 項第 3・4 号。  
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＜記入例＞ 
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 

（
参

考
様

式
３

）
平

面
図

1
階

待
合

室

　
便

所

　
1
0
㎡

２
階

備
考

　
1

　
各

室
の

用
途

及
び

面
積

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

2
　

当
該

事
業

の
専

用
部

分
と

他
と

の
共

用
部

分
を

色
分

け
す

る
等

使
用

関
係

を
分

か
り

易
く
表

示
し

て
く
だ

さ
い

。

処
置

室
　

4
0
㎡

階
段

事
業

所
・
施

設
の

名
称

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
診

療
所

調
理

室
2
0
㎡

病
室

（
１

床
）

1
3
.0

㎡

病
室

（
１

床
）

1
3
.0

㎡

病
室

（
１

床
）

1
3
.0

㎡

病
室

（
２

床
）

1
6
.0

㎡

第
一

診
察

室
 4

0
㎡

病
室

（
１

床
）

1
3
.0

㎡

病
室

（
１

床
）

1
3
.0

㎡

病
室

（
１

床
）

1
3
.0

㎡

リ
ハ

ビ
リ

室
　

4
0
㎡

（
機

能
訓

練
室

）
　

受
付

・
事

務
室

 3
0
㎡

玄
関

ホ
ー

ル

浴
室

2
0
㎡

談
話

室
　

2
0
㎡

（
食

堂
）

便
所

1
0
㎡

ナ
ー

ス
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
4
0
㎡

第
二

診
察

室
 4

0
㎡

倉
庫

2
0
㎡

階
段

病
室

（
２

床
）

1
6
.0

㎡
病

室
（
２

床
）

1
6
.0

㎡

１

２

病
室

（
２

床
）

1
6
.0

㎡

病
室

（
１

床
）

1
3
.0

㎡

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
提

供
病

室
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⑧事業所の部屋別施設一覧表                      

設備基準で定められた部屋について、面積等の条件が満たされていることを確認

する書類です12。「⑦事業所の平面図」の記入内容と齟齬のないよう注意してくだ

さい。 

  
（記入時の注意点）  

 １：一般病床の場合、ショートステイを提供する病室、食堂、浴室、機能訓練

を行うための場所（機能訓練室）について記入します。病室については 1

人当たりの面積も記入が必要です。 

医療療養病床の場合、ショートステイを提供する病室、食堂、浴室、機能

訓練室、談話室について記入します。病室と食堂については 1 人当たり面

積も記入が必要です。 

具体的な記入方法は備考を参照してください。 

２：医療療養病床の場合、「片廊下の幅」、「中廊下の幅」を記入します。一般病

床の場合は、未記入で差し支えない場合もありますが、自治体の指示に応

じて記入をしてください。 

                                                      
12 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 6 号、省令第 37 号第 143
条第 1 項第 3・4 号。  
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＜記入例＞ 
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 

（
参

考
様

式
４

）

居
室

面
積

一
覧

表
（
事

業
所

の
部

屋
別

施
設

一
覧

表
）

サ
ー

ビ
ス

種
類

（
　

　
短

期
入

所
療

養
介

護
　

　
）

事
業

所
・
施

設
名

（
　

　
　

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
診

療
所

　
　

　
　

）

室
数

面
積

備
考

室
数

面
積

備
考

室
数

面
積

備
考

室
数

面
積

（
居

室
・
療

養
室

）
１

室
の

定
員

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

病
室

1
（
　

　
　

　
　

）
1

1
3

.0
㎡

（
1

3
.0

㎡
）

（
　

　
　

　
　

）

病
室

2
（
　

　
　

　
　

）
1

1
6

.0
㎡

（
8

.0
㎡

）
（
　

　
　

　
　

）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

機
能

訓
練

室
1

4
0

㎡
　

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

食
堂

1
2

0
㎡

　
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

浴
室

1
2

0
㎡

　
　

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
　

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ｍ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ｍ

　
　

　
　

　
　

　
ｍ

　
　

　
　

　
　

　
ｍ

　
　

　
　

　
　

　
ｍ

　
　

　
　

　
　

　
ｍ

備
考

　
1
　

設
備

基
準

で
定

め
ら

れ
た

部
屋

に
つ

い
て

、
設

置
階

ご
と

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

3
　

「
１

人
当

た
り

面
積

」
の

算
出

が
必

要
な

設
備

は
、

面
積

欄
の

（
　

　
）
内

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
算

出
に

あ
た

っ
て

、
小

数
点

以
下

第
２

位
を

切
り

捨
て

て
く

だ
さ

い
。

）
4
　

部
屋

の
種

類
ご

と
に

ま
と

め
て

、
合

計
の

室
数

・
面

積
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

6
　

同
一

の
事

業
所

又
は

施
設

の
他

の
部

屋
と

兼
用

し
て

い
る

場
合

は
、

「
備

考
欄

」
に

「
○

○
室

と
兼

用
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
7
　

設
置

階
数

が
様

式
の

欄
を

超
え

る
場

合
は

、
複

数
枚

に
分

け
て

記
入

し
、

ま
と

め
て

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

5
　

他
の

事
業

所
又

は
施

設
と

共
用

し
て

い
る

場
合

は
、

「
備

考
欄

」
に

「
共

用
」
と

記
入

し
、

「
共

用
す

る
事

務
所

・
施

設
名

」
欄

に
正

式
名

称
を

記
入

し
、

共
用

先
の

当
該

部
分

の
平

面
図

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

　
片

廊
下

の
幅

　
中

廊
下

の
幅

　
　

　
　

　
　

　
　

　
設

置
階

部
屋

の
種

類

　
共

用
す

る
施

設
・
事

業
所

名
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

2
　

居
室

・
療

養
室

に
つ

い
て

は
、

「
１

室
の

定
員

」
ご

と
に

分
け

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

同
じ

定
員

で
も

、
面

積
の

異
な

る
部

屋
が

あ
る

場
合

は
、

さ
ら

に
そ

れ
ぞ

れ
の

部
屋

ご
と

に
分

け
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

（
　

　
　

　
　

　
1

　
　

　
　

　
　

　
）
階

（
　

　
　

　
　

　
2

　
　

　
　

　
　

　
）
階

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
階

合
計

１

２
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⑨事業所の設備等に係る一覧表                    

設備基準で定められた項目のうち、「⑧事業所の部屋別施設一覧表」に記入した

内容以外の事項について確認する書類です13。 

  
（記入時の注意点）  

 １：一般病床で機能訓練室がない場合、サービス提供上配慮すべき設備の概要

として、少なくとも「機能訓練を行うための場所を有すること」の記入が

必要です。具体的に、設置している器械・設備や、その他配慮した事項等

を記入してください。 

医療療養病床の場合、設備基準が医療法と同様であるので、未記入でも差

し支えありません。自治体の求めに応じて記入をしてください。 

２：消火設備その他の非常災害に際して必要な設備等について記入します。消

防法施行令により、診療科目や病床数に応じて必要な設備が定められてい

るので確認が必要です。 

３：必要に応じて記入してください。 

４：写真等を添付する場合は、「設備基準上適合すべき項目についての状況」の

記入内容を証明するようなものを添付してください。 

 
 

 

                                                      
13 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 6 号、省令第 37 号第 143
条第 1 項第 3・4 号、第 2 項。  
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（参考様式５） 

  設備・備品等一覧表（事業所の設備等に係る一覧表） 

サービス種類（     短期入所療養介護     ）  

事業所名・施設名（    ショートステイ診療所    ）  

部屋・設備の種類 設備基準上適合すべき項目についての状況 適合の可否 

サービス提供上配慮 

すべき設備の概要 

 

機能訓練を行うため

の場所 

 

 

 

 

 

非常災害設備等 

 

 

 

 

 

 

（談話を行うためのフリースペースにおいて、機能

訓練を行うために十分な場所を有している。また、

階段訓練器具、日常生活動作訓練を行える作業テー

ブル等必要な器械及び器具を備えており、利用者の

機能回復訓練を行うことができる。） 

 

 

（消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、消

防機関へ通報する火災報知装置（自動火災報知設備

の作動により連動して起動）を設置している。また、

非常時には居室階から直接地上へと避難するため

のスロープを設けている。） 

 

 

備品の目録 備品の品名及び数量  

   

  
備考１ 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、

「部屋別施設一覧表」に記載した項目以外の事項について記載してください。  
  ２ 必要に応じて写真等を添付し、その旨を併せて記載してください。  
  ３ 「適合の可否」の欄には、何も記載しないでください。  
   

 

１ 

２ 

３ 

４ 

＜記入例＞ 
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 
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⑩運営規程                             

ショートステイを運営する上での重要事項が規定されていることを確認する書

類です14。下記の 7 項目については必ず記載が必要です。 

 

1. 事業の目的及び運営の方針 

2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 

3. 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

・「利用料」として、法定代理受領サービスである場合／ない場合の指定短期

入所療養介護の利用料 

・｢その他の費用の額｣として、省令第 37 号第 145 条第 3 項により徴収が認

められている費用の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額 

4. 通常の送迎の実施地域 

5. 施設利用に当たっての留意事項 

・利用者が指定短期入所療養介護の提供を受ける際の、利用者側が留意すべ

き事項（入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等） 

6. 非常災害対策 

・消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対

処するための計画 

7. その他運営に関する重要事項 

・当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて 

   

                                                      
14 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 9 号、省令第 37 号第 153
条、老企第 25 号第 3 の九の 2 の（8）、第 3 の一の 3 の（17）、第 3 の八の 3 の（13）、第 3 の

六の 3 の（4）、第 3 の六の 3 の（6）。  
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（事業の目的及び運営の方針） 

指定短期入所療養介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営

に関する事項を定め、施設の従業者が、要介護状態にある利用者に対し、適正な短

期入所療養介護を提供することを目的とする。  

事業の実施に当たっては、要介護者の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日

常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図ることを目指し運営する。  

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。   

医師 １名以上  

 医師は、従業者の管理、指導を行うとともに、利用者の病状に応じて、適

切に医学的管理を行う。  

看護師・准看護師 ５名以上  

 看護師・准看護師は、利用者の診療の補助及び看護並びに保健衛生管理に

従事する。  

介護職員 ２名以上  

 介護職員は、利用者の日常生活上の介護、援助に従事する。  

栄養士 １名以上  

 栄養士は、献立の作成、栄養量計算及び調理員への指導等の食事業務全般、

利用者の栄養指導に従事する。  

調理師・調理員 １名以上  

 調理師・調理員は、栄養士の栄養管理に従って調理に従事する。  

 

（指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額） 

 指定短期入所療養介護の内容は、次のとおりとする。  

（1）入浴、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話  

（2）機能訓練及びその他必要な医療  

（3）健康チェック  

（4）送迎  

 指定短期入所療養介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額と

し、当該指定短期入所療養介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告

示上の額の１割又は２割の額とする。  

 

（以下省略） 

 

   
 

＜記入例＞ 
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 
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⑪利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要          

利用者及びその家族から苦情が寄せられた場合に、迅速かつ適切に対応するため

の苦情受付窓口の設置や具体的な対応手順を講じていることを確認する書類です
15。 

  
（記入時の注意点）  

 １：苦情受付窓口の連絡先、担当者名、受付時間等を記入します。受付時間外

の対応が可能である場合は、その旨記入してください。 

２：具体的な苦情処理のプロセスを記入します。法令上、受け付けた苦情の内

容等を記録する必要があります。 

３：1、2 以外に特記事項があれば記入してください。自治体によっては、自治

体や保険者の窓口を記入するよう指定するところがあります。 

                                                      
15 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 10 号、省令 37 号第 36
条。  
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（参考様式６） 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 

事業所又は施設名 ショートステイ診療所 

申請するサービス種類 短期入所療養介護 

 

 

措 置 の 概 要 

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

 

連絡先： 電話 00-000-0000 FAX 00-000-0000 

 担当者： 山田花子 

 受付時間： 00時～00時（祝祭日を除く） 

 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

 

（例）１．苦情内容の把握 

     利用者及びその家族から詳細を確認し、苦情の内容を記録する。 

 ２．対応策の協議 

     管理者及び従業者による検討会議を開催し、原因の分析と対応策の協議を行う。

 ３．対応策の実施 

     利用者及びその家族に対応策を説明し了解を得る。また、具体的な対応を行

い、状況の改善を確認する。 

 ４．再発防止策の実施 

     苦情の内容、対応策等を台帳に記録し、周知徹底に努める。また、必要に応

じて、対応策等をまとめたマニュアルの作成や従業者向けの研修を実施し、

同様の苦情について再発を防ぐ。 

 

 

３ 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支援事業者の場合記入）

 

  （診療所は記入不要） 

 

４ その他参考事項 

 

 （特記事項があれば記入） 

 

備考 上の事項は例示であり、これにかかわらず苦情処理に係る対応方針を具体的に記し

てください。 

１ 

２ 

３ 

＜記入例＞ 
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 
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⑫法第 70 条第 2 項各号（又は法第 115 条の 2 第 2 項各号）に該当しな
いことを誓約する書面                        

介護保険法第 70 条第 2 項各号（介護予防サービスの場合は介護保険法第 115

条の 2 第 2 項各号）に該当しないことを誓約する書類です16。記載内容を確認し、

問題がなければ署名をしてください。 

                                                      
16 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 13 号。  
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介護保険法第７０条第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書  
                              平成 00 年  0 月  00 日 

    ○○都道府県知事  殿  
申請者  住所  

                         東京都○○区○○ ○丁目○番地○号  
 

氏名（法人にあっては名称及び代表者名）  
医療法人ショートステイ診療所  理事長  山田太郎 印  
  

  申請者が下記のいずれにも該当しない者であることを誓約します。（但し、申請者が法人である場合

は、その役員等が下記の第四号から第九号までに該当しないこと又は申請者が法人でない病院等であ

る場合は、その管理者が下記の第四号から第九号までに該当しないことを誓約します。）  
記  

（介護保険法第第 70 条第 2 項） 
一 申請者が法人でないとき。 
二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の厚生労働省令で定め

る基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。 
三 申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って

適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 
四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者で

あるとき。 
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により

罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 
六 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消

しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員（業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節において同じ。）又はその事業所を管理する者

その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算して五年

を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院等である場合においては、当該通

知があった日前六十日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過

しないものを含む。）であるとき。 
七 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行

政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する

日までの間に第七十五条の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由が

ある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 
八 前号に規定する期間内に第七十五条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、

同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除

く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等（当該事業の廃止について相当の理由があるものを

除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 
九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると

き。 
十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものである

とき。 
十一 申請者が、法人でない病院等で、その管理者が第四号から第九号までのいずれかに該当する者であると

き。 

＜記入例＞ 
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 
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⑬役員の氏名等                            

法人の場合、当該法人の役員（法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる者を含む）の全員

について、氏名、生年月日、住所等を確認する書類です17。 

法人でない場合、提出は不要です。 

  

 

 

                                                      
17 書類及び記入内容の根拠となる法令は、施行規則第 122 条第 1 項第 14 号。  
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役員名簿（申請者が法人）
 

（ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日       住
（ふり

        所
がな）

 
押印

役職名・呼称 TEL          FAX 

山田
や ま だ

 太郎
た ろ う

 
0000年0月0日  東京都

とうきょうと

○○区
○ ○ く

○
○

○
○

○丁目
○ちょうめ

○番地
○ ば ん ち

○
○

○
○

  
理事長 TEL 00-00-0000    FAX 00-00-0000 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  
 

備考  １ 当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる

者を含む。） 

    ２ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けるなどして記載してください。 

 

 

 

 

  

印

＜記入例＞ 
※記入例は記載内容のイメージとして掲載しています。申請時には自治体の指示に従ってください。 
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6. 事例紹介 

 短期入所療養介護実施診療所調査でご回答をいただいた、すでに短期入所療養介護

（ショートステイ）を行っている有床診療所について、ヒアリング調査を行い、短期

入所療養介護を始めたきっかけや提供状況等を伺いました。事例として紹介をするの

で、今後、短期入所療養介護の提供を検討している有床診療所は参考としてください。 

 

 

事例１：利用者の特性に合わせた短期入所療養介護で収益が増加        
                                             （Ａ医院）       
 

ポイント 

・19 床中 2 床を短期入所療養介護で利用。 

・利用者の状況に応じたサービス提供や連携が評判となり患者・利用者が増加。 

  

【診療所の基本情報】 

開設者 個人 

運営施設・事業所 訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション

事業所、訪問介護事業所、訪問リハビリテーション、有料老人ホーム 

許可病床数 19 床（一般病床 10 床、医療療養病床 3 床、介護療養病床 6 床） 
1 日当たり平均入院患
者数 

17 人（一般病床 8 人、医療療養病床 3 人、介護療養病床 6 人） 

1 日当たり平均外来患
者数 

約 60 人（平成 27 年 12 月時点） 

職員数
（ 常 勤
換算） 

医師 保 健 師 ・
看護師 

准看護
師 

看護補
助 者 ・
介護職
員 

PT ・
OT・ST

管理栄
養士 

栄養士 事務職
員等そ
の他 

合計 

1.7 人 3.0 人 9.0 人 7.0 人 3.0 人 1.0 人 0.0 人 3.0 人 28.0 人
短期入所療養介護の指定
病床数 

19床（一般病床10床、医療療養病床3床、介護療養病床6床）

短期入所療養介護の開始
時期 

平成 20 年 3 月 31 日～ 

 

１．短期入所療養介護を始めたきっかけ 

患者の悩み・不安解消のために短期入所療養介護を開始 

外来で受診している患者から、「生活がしづらい」、「自宅での生活に不安を感じる」という悩

みや、家族の状況についての相談を日常的に受けていた。このような声に対してＡ医院として

何かできることはないかと検討したところ、診療所に短期間入所してもらい、日常生活上の支

援や、医療、看護、リハビリテーションの提供ができる短期入所療養介護に行きついた。 

Ａ医院は療養病床を有していたため、当時の設備・体制で短期入所療養介護の施設要件

を満たすことができ、特に設備改修もなく、サービスを開始できた。当時行っていた介護保険
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（担当者会議に参加して急変時の対応を個別に確認） 

Ａ医院の利用者は医療ニーズが高い傾向にあり、特に、胃瘻、在宅酸素、認知症の人が

多い。また、介護保険施設の短期入所療養介護を利用していたが、終末期になり、急変時

の対応への不安から利用を始める人もいる。これらの医療ニーズに対応するため、全契約者

について、定期的に介護保険のサービス担当者会議に参加し、急変時の対応、救急搬送時

の連絡方法等、様々な対応について確認している。主治医や在宅医が別の医療機関であっ

ても、担当者会議で情報を共有することで、利用者別に急変時の対応を定めることができる。

また、前述の介護計画書で緊急医療機関を確認し、Ａ医院で対応が困難な場合は、利用

者家族とケアマネジャーに連絡をした上で、利用者ごとに指定された医療機関に転院や紹

介といった対応をとっている。 

 

（利用者に合わせたレクリエーション・リハビリ提供） 

Ａ医院では、利用者の性格や状態に合わせて、レクリエーションの内容を柔軟に変更して

いる。基本的には、利用者が孤立しないよう職員が積極的に声掛けを行い、身体を動かすこ

とのできる入院患者と一緒に、風船バレー、タオル体操、歌唱、屋上散歩等を楽しめるように

しているが、レクリエーションが苦手な利用者については、職員がマンツーマンで話しながら歩

行訓練を行ったり、フロアを散歩したりと対応を変えている。 

また、リハビリテーションを希望する利用者には理学療法士・作業療法士の指導のもとリハ

ビリテーションを行っている。 

 

３．短期入所療養介護実施の効果 

利用時の評価から患者・利用者が増加 

短期入所療養介護を始めたことで、Ａ医院では収入が増加した。空床が減った影響もある

が、院長は、「短期入所療養介護の利用者が、家族や友人に『Ａ医院の対応やサービスが良

かった』と話してくれる影響が大きい」と指摘する。Ａ医院を利用した人の評価が宣伝効果とな

り、新たな外来患者の獲得につながっているのだ。また、Ａ医院の短期入所療養介護を利用し

たケアマネジャーが、他の居宅介護支援事業所のケアマネジャーにＡ医院を紹介し、１人の利

用が他の利用者獲得につながることもある。これらの患者・利用者の拡大は、提供サービスの

質の高さによるもので、前述した利用者一人ひとりに合わせたサービス提供、緊急時の対応等

が満足度の高さにつながっていると考えられる。 

また、満足度の高さの一因として、職員と患者・利用者との間で築かれた信頼関係も挙げら

れる。外来患者の場合は、院長や看護師と顔見知りであるため、他の施設や医療機関よりも

安心して入所生活を送ることができる。特に、認知症の初期の利用者はパニックにならずに過

ごせる。この信頼の厚さは、Ａ医院の短期入所療養介護利用者の半数が、外来患者からの直

接の要望であることからも明らかである。院長は「日常的な職員の接し方が大切であり、日頃構

築した信頼関係が利用時の安心感につながっている」と述べている。 

 

外来患者の家族との情報共有が深化 

外来患者が短期入所療養介護を利用することで、患者の家族構成や自宅での生活環境

等が把握でき、家族指導がしやすくなったという効果もある。外来受診時に「家族に伝えてほし

い」と言ってもなかなか伝えてくれなかった患者の家族と、短期入所療養介護の利用をきっか

けとして、話す機会ができた。その結果、以前よりも患者の家族に説明が行きとどき、診療所側

も患者の状況を詳しく把握できるようになった。   



 

31 
 

事例２：ケアマネジャーとの連携で地域の医療・介護に貢献          
                                        （Ｂクリニック）    
 

ポイント 

・診療所開設と同時に全床で短期入所療養介護の提供を可能に。 

・地域のケアマネジャーと密な連携のもと、短期入所療養介護から看取りまで医療と

介護を横断的に提供。 

  
 
【診療所の基本情報】 

開設者 個人 

運営施設・事業所 通所リハビリテーション事業所 

許可病床数 19 床（一般病床 19 床） 
1 日当たり平均入院患
者数 

0.5 人（一般病床 0.5 人） 

1 日当たり平均外来患
者数 

約 30 人（平成 27 年 12 月時点） 

職員数
（ 常 勤
換算） 

医師 保 健 師 ・
看護師 

准看護
師 

看護補
助 者 ・
介護職
員 

PT ・
OT・ST

管理栄
養士 

栄養士 事務職
員等そ
の他 

合計 

1.0 人 0.3 人 6.6 人 12.0 人 1.0 人 0.0 人 1.0 人 7.0 人 28.9 人
短期入所療養介護の指定
病床数 

19 床（一般病床 19 床） 

短期入所療養介護の開始
時期 

平成 16 年 2 月 19 日（開設）～ 

 

１．短期入所療養介護を始めたきっかけ 

他施設では対応が難しい地域の患者の受皿に 

入院先として診療所ではなく病院が選択される地域性の中で、院長は、「他施設では対応

が難しい要介護者の居場所をつくりたい」という思いから、2004 年に基準適合診療所として有

床診療所を開設。開設当初から、医療の提供に加え、介護保険サービスの通所リハビリテー

ション、短期入所療養介護を行っている。 

短期入所療養介護を始めた理由は、老人保健施設では行えない医療処置が可能であり、

利用者にとってメリットが大きいと考えたからである。また、１つの病床で医療と介護を横断的に

提供できることは、診療所にとっても病床を効率的に使えるという点でメリットがあると考えた。 

 

２．サービスの特徴 

短期入所療養介護中心の病床運営 

前述のとおり入院患者は病院を利用する地域性のため、Ｂクリニックでは、19 床の全てで短

期入所療養介護が行える体制を整えた。実際、ほとんどの病床が短期入所療養介護での利

用となっている。病床の稼働率は 7 割程度。利用者の医療的特性としては胃瘻、気管切開、

脱水等が多く、重度介護状態や重度医療状態の人がほとんどを占めている。認知症の利用者

もできる限り受け入れるようにしている。 
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地域のケアマネジャーとの協働 

Ｂクリニックの短期入所療養介護の利用者は、地域のケアマネジャーからの依頼によるもの

が多い。連携しているケアマネジャーに話を伺ったところ、担当利用者 35 人のうち短期入所療

養介護が必要な人は 10 人程度であり、6 人がＢクリニックを利用していた。 

ケアマネジャーから見た有床診療所における短期入所療養介護の利点は、利用者の変調

に合わせて介護と医療を柔軟に利用できることである。特に、①医療ニーズが高い利用者を

受け入れてくれること、②地域の中で看取りまでみてもらえること、については評価が高い。ケア

マネジャーは、担当している利用者のうち、診療所が持つこれらの特性を必要としている人を

紹介している。 

 

（医療ニーズのある患者の受入） 

Ｂクリニックの地域では、短期入所療養介護を提供している介護老人保健施設は豊富に

あるが、医療ニーズの高い人の利用は極めて難しい。施設によっては、胃瘻の利用者の受け

入れは(入所者と合わせて）10 人までと上限が定められていたり、薬価が高い利用者は断ら

れたりする。また、サービスの単価が高額であるため、利用料で折り合いがつかないこともある。

これらの利用者でも診療所であれば問題なく受け入れてもらえ、点滴を行いながら入所を続

けたり、体調が不安定な利用者でもケアマネジャーは安心して利用を計画することができる。 

 

（地域で看取りまで行える環境） 

最期まで地域で生活したいという人に対し、Ｂクリニックでは、短期入所療養介護の利用か

ら看取りまで、継続的に介護と医療を提供している。終末期まで点滴・吸引等といった医療

処置を一施設で行え、利用者は安心して滞在できるのだ。 

 

また、ケアマネジャーは院長にきさくに相談できると言う。利用者の状況について、院長から

連絡、情報提供がなされ、ケアマネジャーと院長の密な連携のもと利用者の生活をサポートす

る体制が構築できている。Ｂクリニックでは開設時から様々な事業所に対し営業活動を行い、

認知度向上や外部関係者との関係性の構築を目指してきた。その結果が、現在のケアマネジ

ャーとの円滑な連携につながっている。 

 

３．短期入所療養介護実施の効果 

医療と介護の両方から地域に貢献 

短期入所療養介護実施の効果として、病床稼働率や収入への貢献も挙げられるが、利用

者や家族が安心して在宅に移行できるようになったことや、医療ニーズの高い利用者が身近

なところで短期入所療養介護を利用できることになった効果はとりわけ大きい。他の施設では

入所を断られていた利用者が、Ｂクリニックで受け入れてもらえたことは多く、ケアマネジャーい

わく、「この地域でＢクリニックに助けられた人は多い」。医療と介護を横断的に提供することで、

地域住民のＱＯＬ向上の一端を担う存在となっている。 
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7. 参考：法令集 

●「介護保険法施行規則（11.3.31 省令第 36 号）」（最終改正：27.9.29 厚生労働省令

第 150 号）（短期入所療養介護に関する部分を一部抜粋） 

 

第二節 指定居宅サービス事業者   

（指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等）  

第百二十二条  法第七十条第一項 の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス

事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定

に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  

一  事業所の名称及び所在地  

二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職

名（当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の

氏名、生年月日、住所及び職名）  

三  当該申請に係る事業の開始の予定年月日  

四  申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該申請に係る事業所が

法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。）  

五  事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用を受ける

ものかの別  

六  建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要  

七  当該申請に係る事業を行う事業所（当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。）

における入院患者又は入所者の定員（当該事業所が指定居宅サービス等基準第百四十二条第一

項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者

の推定数を含む。）  

八  事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所  

九  運営規程  

十  利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  

十一  当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態  

十二  当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項  

十三  誓約書  

十四  役員の氏名、生年月日及び住所  

十五  その他指定に関し必要と認める事項  

２  前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条

の二第一項 の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の

指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一

号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を

省略させることができる。  

３  法第七十条の二第一項 の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者

の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号（第三号及び第十三号を除く。）に掲げる事

項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄す
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る都道府県知事に提出しなければならない。  

一  現に受けている指定の有効期間満了日  

二  誓約書  

４  前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知

事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの

事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。  

 

（病院等による指定の申請における必要な書類等）  

第百二十六条  第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者

が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請

書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設

する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければな

らない。この場合において、当該申請を行う者は、第百十六条第一項第七号（管理者の免許証

の写しに係る部分に限る。）及び第十一号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しな

い。  

２  第百十八条の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、

当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。  

３  第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設においてこれらの規定

による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施

設の開設許可証を添付して行わなければならない。  

４  第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行お

うとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行

ったこと又は認可を受けたことを証する書類（第百三十一条の八第一項第五号、第百三十四条

第一項第五号及び第百十四条の十五第四項において「特別養護老人ホームの認可証等」という。）

を添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百二十一条第

一項第十二号に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。  

（法第七十条第二項第六号 の厚生労働省令で定める同号 本文に規定する指定の取消しに該

当しないこととすることが相当であると認められる場合等）  
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●「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（11.3.31 省令第 37

号）」（最終改正：27.1.16 厚生労働省令第四号）（短期入所療養介護に関する部分を一部

抜粋） 

 

第十章 短期入所療養介護  

   第一節 基本方針  

（基本方針）  

第百四十一条  指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護（以下「指定短期入所療養介護」

という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管

理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことによ

り、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなけれ

ばならない。  

    第二節 人員に関する基準  

（従業者の員数）  

第百四十二条  指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置

くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従業者」という。）

の員数は、次のとおりとする。  

一  介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養

介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師をいう。以下この章にお

いて同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞ

れ、利用者（当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定

介護予防サービス等基準第百八十七条第一項 に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護

予防短期入所療養介護（指定介護予防サービス等基準第百八十六条 に規定する指定介護予防

短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療

養介護の利用者。以下この条及び第百五十四条において同じ。）を当該介護老人保健施設の入

所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保さ

れるために必要な数以上とする。  

二  健康保険法 等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条の二第

一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条 の規定による改正前

の法（以下「平成十八年旧介護保険法 」という。）第四十八条第一項第三号 に規定する指定

介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施設」という。）である指定短期入所療養介

護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、

介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護

療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成十八年旧介護保険法 に規定する指定
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介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。  

三  療養病床（医療法第七条第二項第四号 に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する

病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあって

は、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法 に

規定する看護補助者をいう。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法 

に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要

な数以上とする。  

四  診療所（前二号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、

常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、

かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員

を一人以上配置していること。  

２  指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十七条

第一項 に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。  

    第三節 設備に関する基準  

（設備に関する基準）  

第百四十三条  指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。  

一  介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人

保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設（介護老人保健施設

の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 （平成十一年厚生省令第四十号）第三十九条 に

規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有するこ

ととする。  

二  指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介

護保険法 に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護

療養型医療施設（健康保険法 等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項 の規定によ

りなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する

基準（平成十一年厚生省令第四十一号）第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療

施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。  

三  療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除く。）である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法 に規定する療養病床を有する病院又は診療所

として必要とされる設備を有することとする。  

四  診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

次に掲げる要件に適合すること。 

イ 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以

上とすること。 

ロ 食堂及び浴室を有すること。 

ハ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２  前項第三号及び第四号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定める

もののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。  
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３  指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十八条

第一項 及び第二項 に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。  

    第四節 運営に関する基準  

（対象者）  

第百四十四条  指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若

しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神

的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機

能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院

の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知

症疾患療養病棟（健康保険法 等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項 の規定によ

りなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令 （平成十年政令第四百十二号）第四

条第二項 に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）において指定短期入所療

養介護を提供するものとする。  

（利用料等の受領）  

第百四十五条  指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入

所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介

護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居

宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。  

２  指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介

護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居

宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。  

３  指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用

の額の支払を利用者から受けることができる。  

一  食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項 の規定により特定入所者介護サービス

費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号 に規定する食費の基準費用額（同条第四

項 の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護

事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号 に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）  

二  滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項 の規定により特定入所者介護サービス費が利

用者に支給された場合は、同条第二項第二号 に規定する居住費の基準費用額（同条第四項 の

規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業

者に支払われた場合は、同条第二項第二号 に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）  

三  厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用  

四  厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴

い必要となる費用  

五  送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。）  

六  理美容代  

七  前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当
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と認められるもの  

４  前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところに

よるものとする。  

５  指定短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交

付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号まで

に掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。  

（指定短期入所療養介護の取扱方針）  

第百四十六条  指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に

行わなければならない。  

２  指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次

条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配

意して行わなければならない。  

３  短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨と

し、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説

明を行わなければならない。  

４  指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。  

５  指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

６  指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。  

（短期入所療養介護計画の作成）  

第百四十七条  指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所

することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれて

いる環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後

に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と

協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

短期入所療養介護計画を作成しなければならない。  

２  短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内

容に沿って作成しなければならない。  

３  指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。  

４  指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該

短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。  

（診療の方針）  

第百四十八条  医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。  

一  診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確

な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。  

二  診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者

の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な

指導を行う。  
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三  常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握

に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。  

四  検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。  

五  特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行っては

ならない。  

六  別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならな

い。  

七  入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたと

きは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。  

（機能訓練）  

第百四十九条  指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日

常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行

わなければならない。  

（看護及び医学的管理の下における介護）  

第百五十条  看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければなら

ない。  

２  指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴さ

せ、又は清しきしなければならない。  

３  指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、

排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。  

４  指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取

り替えなければならない。  

５  指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整

容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。  

６  指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短

期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。  

（食事の提供）  

第百五十一条  利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したも

のとするとともに、適切な時間に行われなければならない。  

２  利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう

努めなければならない。  

（その他のサービスの提供）  

第百五十二条  指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を

行うよう努めるものとする。  

２  指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければなら

ない。  

（運営規程）  

第百五十三条  指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関

する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。  

一  事業の目的及び運営の方針  

二  従業者の職種、員数及び職務の内容  

三  指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額  

四  通常の送迎の実施地域  
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五  施設利用に当たっての留意事項  

六  非常災害対策  

七  その他運営に関する重要事項  

（定員の遵守）  

第百五十四条  指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同

時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事

情がある場合は、この限りでない。  

一  介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人

保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利

用者数  

二  療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である

指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床

数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者

数  

三  診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定

短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数  

（記録の整備）  

第百五十四条の二  指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。  

２  指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。  

一  短期入所療養介護計画  

二  次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録  

三  第百四十六条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

四  次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録  

五  次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録  

六  次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録  

（準用）  

第百五十五条  第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二

十六条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、

第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定

短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」

とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは

「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」

と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものと

する。  

 

附 則  
（経過措置） 

第十条  平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療

養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病
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床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平

成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の適用を受けているものに係る食

堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び

浴室を有しなければならない。  

一  食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広

さを有しなければならない。  

二  浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。  

第十一条  病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入

所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条の適用を受けて

いる病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数

は、四床以下としなければならない。  

第十二条  病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入

所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第七条の適用を受けて

いる病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、

内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。  

 

-------------------（準用箇所・関連箇所）------------------- 

 

（提供拒否の禁止）  

第九条  指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。  

（サービス提供困難時の対応）  

第十条  指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業

所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対

し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係

る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置

を速やかに講じなければならない。  

（受給資格等の確認）  

第十一条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめ

るものとする。  

２  指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項 に規定する認定審査会

意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するよう

に努めなければならない。  

（要介護認定の申請に係る援助）  

第十二条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けてい

ない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が

行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必

要な援助を行わなければならない。  

２  指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くと

も当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要

な援助を行わなければならない。  

（心身の状況等の把握）  
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第十三条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護

支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準 （平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第十三

条第九号 に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努

めなければならない。  

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助）  

第十五条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険

法施行規則 （平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。）第六十四条 各号

のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作

成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護

の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事

業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を

行わなければならない。  

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供）  

第十六条  指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画（施行規則第六十四条第一号 ハ及びニに

規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護

を提供しなければならない。  

（サービスの提供の記録）  

第十九条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供

日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項 の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載

した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。  

２  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内

容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法

により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。  

（保険給付の請求のための証明書の交付）  

第二十一条  指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る

利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（利用者に関する市町村への通知）  

第二十六条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。  

一  正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の

程度を増進させたと認められるとき。  

二  偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。  

（掲示）  

第三十二条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。  

（秘密保持等）  

第三十三条  指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  
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２  指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。  

３  指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合

は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文

書により得ておかなければならない。  

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）  

第三十五条  指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対

して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。  

（苦情処理）  

第三十六条  指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措

置を講じなければならない。  

２  指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。  

３  指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条 の規定により市町村

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しく

は照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。  

４  指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村

に報告しなければならない。  

５  指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会（国民健康保険法 （昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項 に規

定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第三号 の調

査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号 の指導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

６  指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。  

（地域との連携）  

第三十六条の二  指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介

護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その

他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  

（事故発生時の対応）  

第三十七条  指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生し

た場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。  

２  指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな

ければならない。  

３  指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  

（会計の区分）  

第三十八条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指
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定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。  

（管理者の責務）  

第五十二条  指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及

び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的

に行うものとする。  

２  指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規

定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  

（勤務体制の確保等）  

第百一条  指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定

通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。  

２  指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者に

よって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさな

い業務については、この限りでない。  

３  指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保し

なければならない。  

（非常災害対策）  

第百三条  指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。  

（衛生管理等）  

第百十八条  指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設

備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるととも

に、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。  

２  指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第百二十五条  指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百三十七条に規定する運営規程の概要、短期

入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用

申込者の同意を得なければならない。  

２  第八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。  

（指定短期入所生活介護の開始及び終了）  

第百二十六条  指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家

族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽

減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短

期入所生活介護を提供するものとする。  

２  指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後

に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援

助に努めなければならない。  

（地域等との連携）  

第百三十九条  指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。   
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●「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等関する基準について（11.9.17 老

企第 25 号）」（短期入所療養介護に関する部分を一部抜粋） 

 

第三介護サービス 

九短期入所療養介護 
 

１ 人員に関する基準・設備に関する基準（居宅基準第142条及び第143条） 
⑴ 本則 
いわゆる本体施設となる介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診

療所が、それぞれの施設として満たすべき人員・施設基準（ユニット型介護老人保健施設及びユ

ニット型指 定介護療養型医療施設に関するものを除く。）を満たしていれば足りるものとする。

また、本体施設が療養病床を有する病院又は診療所については、それぞれの施設として満たすべ

き施設基準に加えて消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有することとしている。 
⑵ 経過措置 
① 医療法等の一部を改正する法律（平成12年法律第141号）の施行前において、療養病床転換

による療養型病床群として病院療養病床療養環境減算Ⅱ及び診療所療養病床療養環境減算が適

用されてきた病床を有する病院又は診療所である指定介護療養型医療施設にあっては、当該減算

が平成20年３月31日限りで廃止されたことから、当該病床を有する病院又は診療所における短

期入所療養介護についても、各基準において、指定介護療養型医療施設と同等の基準を満たさな

ければならないものとする。（居宅基準附則第６条から附則第13条まで）  
② その他の経過措置については「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険関係法

令の一部改正等について」（平成13年２月22日老計発第９号・老振発第８号・老老発第４号通

知）を参照されたい。 
 
２ 運営に関する基準 
⑴ 利用料等の受領 
① 居宅基準第145条第１項及び第２項の規定は、指定訪問介護に係る第20条第１項及び第２項

の規定と同趣旨であるため、第三の一の３の⑽の①及び②を参照されたい。 
② 同条第３項は、指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に関して、 
イ食事の提供に要する費用（法第51条の２第１項の規定により特定入所者介護サービス費が利

用者に支給された場合は、法第51条の２第２項第１号に規定する食費の基準費用額（法第51条
の２第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費等が利用者に代わり当該指定短期入所

療養介護事業者に支払われた場合は、法第51条の２第２項第１号に規定する食費の負担限度額）

を限度とする。） 
ロ滞在に要する費用（法第51条の２第１項の規定により特定入所者介護サービス費等が利用者

に支給された場合は、法第51条の２第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（法第51条の

２第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費等が利用者に代わり当該指定短期入所療

養介護事業者に支払われた場合は、法第51条の２第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）

を限度とする。） 
ハ厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 
ニ厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い
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必要となる費用 
ホ送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 
ヘ理美容代 
ト前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活

においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認め

られるもの 
については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付

の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受ける

ことは認めないこととしたものである。なお、イからニまでの費用にいては、指針及び特別な居

室等の基準等の定めるところによるものとし、トの費用の具体的な範囲については、通知すると

ころによるものとする。 
③ 同条第５項は、指定短期入所療養介護事業者は、同条第３項の費用の支払を受けるに当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、その額等を記載した書類を交付して、説明を

行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものである。また、同項第１号から第４号

までの利用料に係る同意については、文書によって得なければならないこととしたものである。 
⑵ 指定短期入所療養介護の取扱方針（居宅基準第146条） 
① 居宅基準第146条第２項に定める「相当期間以上」とは、概ね４日以上連続して利用する場

合を指すこととするが、４日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等

と連携をとること等により、利用者の心身の状況を踏まえて必要な療養を提供するものとする。 
② 指定短期入所療養介護事業者は、居宅基準第154条の２第２項の規定に基づき、身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、２年間

保存しなければならないこととしたものである。なお、当該記録は主治医が診療録に行わなけれ

ばならないものとする。 
⑶ 短期入所療養介護計画の作成（居宅基準第147条） 
① 指定短期入所療養介護事業者は、施設に介護支援専門員がいる場合には、介護支援専門員に

短期入所療養介護計画作成のとりまとめを行わせること。介護支援専門員がいない場合には、療

養介護計画作成の経験を有する者に作成をさせることが望ましい。 
② 短期入所療養介護計画は利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

証するため、指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たって

は、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該短期入所療養介護

計画を利用者に交付しなければならない。なお、当該交付した短期入所療養介護計画は、居宅基

準第154条の２第２項の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 
③ 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、居宅におけるケアプランを考慮しつつ、利用者

の日々の療養状況に合わせて作成するものとする。 
④ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定短期入所療養介護事業者については、

第三の一の３の⒀の⑥を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「短期入所

療養介護計画」に読み替える。 
⑷ 診療の方針（居宅基準第148条） 
短期入所療養介護事業所の医師は、常に利用者の病床や心身の状態の把握に努めること。特に、

診療に当たっては、的確な診断をもととし、入所者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当適

切に行うものとする。 
⑸ 機能訓練（居宅基準第149条） 
リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心身の状況及び家庭環境等を十分に踏まえて、



 

47 
 

日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しなければならないものとする。 
⑹ 看護及び医学的管理の下における介護（居宅基準第150条） 
① 入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽や介助浴等

適切な方法により実施するものとする。なお、利用者の心身の状況から入浴が困難である場合に

は、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。 
② 排せつの介護に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況などをもとに自立支援の観点

から、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとする。おむつを使用

せざるを得ない場合には、利用者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、適切におむつを

交換するものとする。 
⑺ 食事の提供（居宅基準第151条） 
① 食事の提供について 
個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養管理を行うよう

に努めるとともに、利用者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把握し、それ

に基づき計画的な食事の提供を行うこと。また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床

して食堂で行われるよう努めなければならないこと。なお、転換型の療養病床等であって食堂が

ない場合には、できるだけ離床して食事が食べられるよう努力をしなければならないものとする。 
② 調理について 
調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、 その実施状況を明らかにしておく

こと。 
③ 適時の食事の提供について 
食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。 
④ 食事の提供に関する業務の委託について 
食事の提供に関する業務は指定短期入所療養介護事業者自らが行うことが望ましいが、栄養管理、

調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業者自らが行

う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、

食事サービスの質が確保される場合には、当該事業者の最終的責任の下で第三者に委託すること

ができること。 
⑤ 療養室等関係部門と食事関係部門との連携について 
食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を当該利用者の食事に

的確に反映させるために、療養室等関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが

必要であること。 
⑥ 栄養食事相談 
利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。 
⑦ 食事内容の検討について 
食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議において検討が加えられなければ

ならないこと。 
⑻ 運営規程（居宅基準第153条） 
居宅基準第153条第７号の「その他運営に関する重要事項」にあたっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続

きについて定めておくことが望ましい。 
⑼ 定員の遵守 
居宅基準第154条は、利用者に対する適切な指定短期入所療養介護の提供を確保するため、介護

老人保健施設についてはその療養室の全部が指定短期入所療養介護の提供のために利用できる



 

48 
 

こと、病院及び診療所についてはその療養病床等の病床において指定短期入所療養介護の提供を

行わなければならないことを踏まえて、指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以

上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならないことを明記したものであ

る。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 
① 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保

健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者

数 
② 療養病床を有する病院、診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期

入所療養介護事業所にあっては、療養病床、診療所又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数

及び療養病床、診療所又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用

者数 
⑽記録の整備 
居宅基準第154条の２第２項の指定短期入所療養介護の提供に関する記録には診療録が含まれ

ているものであること。 
⑾準用 
居宅基準第155条の規定により、居宅基準第９条から第13条まで、第15条、第16条、第19条、

第21条、第26条、第32条、第33条、第35条から第38条まで、第52条、第101条、第103条、第

118条、第125条、第126条第２項及び第139条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について

準用されるものであるため、第三の一の３の⑵から⑹まで、⑼、⑾、⒁及び(21)から(26)まで、

第三の二の３の⑷、第三の六の３の⑸ 及び⑹、第三の七の３の⑷の①、②及び④並びに第三の

八の３ の⑴、⑵及び⒂を参照されたい。この場合において、準用される居宅基準第101条第１

項については、当該病院、診療所又は介護老人保健施設の従事者の日々の勤務時間、常勤・非常

勤の別等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされていることを明らかにする必要があ

ることとしたものであることに留意するものとする。 
 

-------------------（準用箇所・関連箇所）------------------- 

 

第三介護サービス 
一訪問介護 
３ 運営に関する基準 
⑵ 提供拒否の禁止 
居宅基準第９条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければなら

ないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否す

ることを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の訪問介護サービスの利

用を希望することを理由にサービス提供を拒否することも禁止するものである（ただし、「指定

訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」（平成12年11月16日老振第76号）の１を除く。）。

提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じ

きれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その

他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合である。 
⑶ サービス提供困難時の対応 
指定訪問介護事業者は、居宅基準第９条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定

訪問介護を提供することが困難であると認めた場合には、居宅基準第10条の規定により、当該

利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他
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の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 
⑷ 受給資格等の確認 
① 居宅基準第11条第１項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受けることがで

きるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問介護

事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならないこととしたもので

ある。 
② 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し当

該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定訪問介護事業

者は、これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを規定したものである。 
⑸要介護認定の申請に係る援助 
① 居宅基準第12条第１項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時

に遡ることにより、指定訪問介護の利用に係る費用が保険給付の対象となりうることを踏まえ、

指定訪問介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介

護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込

者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこと

としたものである。 
② 同条第２項は、要介護認定の有効期間が原則として６か月ごとに終了し、継続して保険給付

を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から3 0日以

内に行われることとされていることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相

当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了

する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 
⑹ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 
居宅基準第15条は、施行規則第64条第１号イ又はロに該当する利用者は、指定訪問介護の提供

を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、施行

規則第64条第１号イ又はロに該当しない利用申込者又はその家族に対し、指定訪問介護の提供

を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供

その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならないこととしたも

のである。 
⑼ サービスの提供の記録 
① 居宅基準第19条第１項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額の残額やサ

ービスの利用状況を把握できるようにするために、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供

した際には、当該指定訪問介護の提供日、内容（例えば、身体介護、生活援助、通院等のための

乗車又は降車の介助の別）、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書

面又はサービス利用票等に記載しなければならないこととしたものである。 
② 同条第２項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身

の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利

用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対

して提供しなければならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」とは、例えば、

利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサービスの内容

等の記録は、居宅基準第39条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 
⑽ 利用料等の受領 
① 居宅基準第20条第１項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指
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定訪問介護についての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割又は２割（法第50
条若しくは第60条又は第69条第３項の規定の適用により保険給付の率が９割又は８割でない場合

については、それに応じた割合）の支払を受けなければならないことを規定したものである。 
② 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指

定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービス

である指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差

額を設けてはならないこととしたものである。 
なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサービス

については、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 
イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の

対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 
ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められて

いること。 
ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。 
⑾ 保険給付の請求のための証明書の交付 
居宅基準第21条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定訪問介

護事業者は、法定代理受領サービスでない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提

供した指定訪問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならないこととしたもの

である。 
⒀ 訪問介護計画の作成 
⑥ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第13
条第12号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるもの

とする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定

訪問介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪問介護

計画の提供の求めがあった際には、当該訪問介護計画を提供することに協力するよう努めるもの

とする。 
⒂ 地域等との連携 
居宅基準第139条は、指定短期入所生活介護の事業が地域に開かれた事業として行われるよう、

指定短期入所生活介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の

地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 
⒄ 運営規程 
〔略〕なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業

者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成すること

も差し支えない（この点については他のサービス種類についても同様とする。）。 
①〔略〕 
②利用料その他の費用の額（第４号） 
「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る利用料（１割負担又は２

割負担）及び法定代理受領サービスでない指定訪問介護の利用料を、「その他の費用の額」とし

ては、居宅基準第20条第３項により徴収が認められている交通費の額及び必要に応じてその他

のサービスに係る費用の額を規定するものであること（以下、他のサービス種類についても同趣

旨。） 
(21) 秘密保持等 
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① 居宅基準第33条第１項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者に、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 
② 同条第２項は、指定訪問介護事業者に対して、過去に当該指定訪問介護事業所の訪問介護員

等その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが

ないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定訪問介護事業者は、

当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこ

れらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを

おくなどの措置を講ずべきこととするものである。 
③ 同条第３項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて利

用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者

と共有するためには、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から

同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者

及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 
(22) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 
居宅基準第35条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定訪問介護事業者は、居

宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用さ

せることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。 
(23) 苦情処理 
① 居宅基準第36条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制

及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利

用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても

併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 
② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪問介護事業者が組織として迅

速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定訪問介護事業者が提供したサービスとは関係のない

ものを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものである。 
また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認

識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。なお、

居宅基準第39条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければならな

い。 
③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、

サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連

合会と同様に、指定訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営

基準上、明確にしたものである。 
(24) 地域との連携  
居宅基準第36条の２は、居宅基準第３条第２項の趣旨に基づき、介護相談員を派遣する事業を

積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。なお、「市

町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その

他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 
(25) 事故発生時の対応  
居宅基準第37条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、事故発生時の速

やかな対応を規定したものである。指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供

により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業

者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び
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事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものである。 
また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行わなければならないこととしたものである。 
なお、居宅基準第39条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録は、２年間保存しなければならない。 
このほか、以下の点に留意するものとする。 
① 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あら

かじめ指定訪問介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 
② 指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 
③ 指定訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。 
(26) 会計の区分 
居宅基準第38条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたもの

であるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるものであること。 
 
二訪問入浴介護 
３ 運営に関する基準 
⑷ 管理者の責務 
居宅基準第52条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、指定訪問入浴介護事業所の従

業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行うとともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第３章第４節の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 
 
六通所介護 
３ 運営に関する基準 
⑷ 運営規程 
⑤ 非常災害対策（第９号） 
⑹の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（居宅基準第117条第８号、第137条第

８号、第153条第６号及び第189条第８号についても同趣旨）。 
⑸ 勤務体制の確保等 
居宅基準第101条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、職員の勤務体

制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 
① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の

勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配

置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 
② 同条第２項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従業者たる通所介護従業者によって

指定通所介護を提供するべきであるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業

務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 
⑹ 非常災害対策 
居宅基準第103条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係

機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならな

いこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域
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の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団

や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求

めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条

に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む）及び風水害、地震等の災害に対処するための計

画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定

により防火管理者を置くこととされている指定通所介護事業所にあってはその者に行わせるも

のとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定通所介護事業所において

も、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせる

ものとする。 
 
七通所リハビリテーション 
３ 運営に関する基準 
⑷ 衛生管理等 
居宅基準第118条第１項は、指定通所リハビリテーション事業所の必要最低限の衛生管理等を

規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 
① 指定通所リハビリテーション事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等

について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 
② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、

その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これ

に基づき、適切な措置を講じること。 
④ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 
 
八短期入所生活介護 
３ 運営に関する基準 
⑴ 内容及び手続の説明及び同意 
居宅基準第125条における「サービスの内容及び利用期間等についての同意」については、書

面によって確認することが望ましいものである。 
⑵ 指定短期入所生活介護の開始及び終了 
居宅基準第126条第２項は、利用者が指定短期入所生活介護の利用後においても、利用前と同

様のサービスを受けられるよう、指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介

護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービ

スを利用できるよう必要な援助に努めなければならないこととしたものである。 
⒀ 運営規程 
② 指定短期入所生活介護の内容（第４号） 
「指定短期入所生活介護の内容」については、送迎の有無も含めたサービスの内容を指すもの

であること（居宅基準第153条第３号についても同趣旨）。 
③ 通常の送迎の実施地域（第５号） 
通常の送迎の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の送迎

の実施地域は、送迎に係る費用の徴収等の目安であり、当該地域以外の地域に居住する被保険

者に対して送迎が行われることを妨げるものではないものであること（居宅基準第153条第４

号についても同趣旨）。 
④ サービス利用に当たっての留意事項（第６号） 
利用者が指定短期入所生活介護の提供を受ける際の、利用者側が留意すべき事項（入所生活上
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のルール、設備の利用上の留意事項等）を指すものであること（居宅基準第153条第５号及び

第189条第６号についても同趣旨）。 
⒁ 定員の遵守 
指定短期入所生活介護事業者は、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、指定

短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて指定短期入所生活介護を行うことができること

としているが、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護

支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サー

ビス計画に位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者

及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合においても、利用者数を超えて指定短期

入所生活介護を行うことが認められるものである。この場合、居室以外の静養室において指定

短期入所生活介護を行うとしているが、あくまでも、緊急の必要がある場合にのみ認められる

ものであり、当該利用者に対する指定短期入所生活介護の提供は７日（利用者の日常生活上の

世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日）を限度に行うものとする。 
なお、指定短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて受け入れることができる利用者数は、

利用定員が40人未満である場合は１人、利用定員が40人以上である場合は２人まで認められる

ものであり、定員超過利用による減算の対象とはならない。 
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7

年
度

 
厚

生
労

働
省

 
老

人
保

健
健

康
増

進
等

事
業

 

有
床

診
療

所
に

お
け

る
短

期
入

所
療

養
介

護
の

活
性

化
に

向
け

た
研

究
事

業
 

都
道

府
県

・
政

令
市

・
中

核
市

 
調

査
票

 
 ※
本
調
査
票
は
、
介
護
保
険
事
業
の
新
規
指
定
を
担
当
す
る
部
局
の
方
が
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
関
す

る
設
問
に
つ
い
て
は
、
策
定
の
担
当
部
局
の
方
に
お
伺
い
の
う
え
、
ご
記
入
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
※
回
答
の
際
は
、
あ
て
は
ま
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、
○
を
付
け
る
数
は
１
つ
で
す
。

 
○
を
複
数
に
付
け
て
い
た
だ
く
場
合
は
、
質
問
文
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

 
※
具
体
的
な
数
値
等
を
ご
記
入
い
た
だ
く
部
分
も
あ
り
ま
す
。
該
当
が
な
い
場
合
に
は
必
ず
「
０
」
と
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 
分
か
ら
な
い
場
合
は
「
－
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
※
調
査
時
点
は
、
平
成

2
8
年

1
月

15
日
、
も
し
く
は
質
問
に
記
載
し
て
い
る
期
間
と
し
ま
す
。
 

 

都
道

府
県

 
都

・
道

・
府

・
県

 
市

（
政

令
市

・
中

核
市

の
場

合
）
 

市

 

①
 

介
護

保
険

事
業

（
支

援
）
計

画
に

お
け

る
平

成
2
6

年
度

末
の

実
績

値
と

平
成

2
9

年
度

末
の

見
込

み
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

 
平

成
2
6

年
度

末
（
実

績
値

）
 

平
成

2
9

年
度

末
（
見

込
み

値
）
 

1
）
短

期
入

所
生

活
介

護
 

日
日

2
）
短

期
入

所
療

養
介

護
 

日
日

②
 

貴
都

道
府

県
内

ま
た

は
市

内
の

「
短

期
入

所
生

活
介

護
」
は

利
用

ニ
ー

ズ
に

対
し

て
充

足
し

て
い

る
と

思
い

ま
す

か
。

 

1.
 充

足
し
て
い
る

  
2.

 ま
あ
ま
あ
充
足
し
て
い
る

  
3.

 や
や
不
足
し
て
い
る

  
4.

 か
な
り
不
足
し
て
い
る

  5
. 分

か
ら
な
い

③
 

貴
都

道
府

県
内

ま
た

は
市

内
の

「
短

期
入

所
療

養
介

護
」
は

利
用

ニ
ー

ズ
に

対
し

て
充

足
し

て
い

る
と

思
い

ま
す

か
。

 

1.
 充

足
し
て
い
る

  
2.

 ま
あ
ま
あ
充
足
し
て
い
る

  
3.

 や
や
不
足
し
て
い
る

  
4.

 か
な
り
不
足
し
て
い
る

  5
. 分

か
ら
な
い

④
 

中
重

度
の

高
齢

者
を

地
域

で
支

え
る

た
め

に
地

域
包

括
ケ

ア
体

制
の

構
築

が
急

が
れ

て
い

ま
す

が
、

今
後

、
地

域
に

お
い

て
 

「
短

期
入

所
療

養
介

護
」
の

整
備

・
拡

充
の

必
要

性
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
に

お
考

え
で

す
か

。
 

1.
 提

供
施
設
数
が
増
え
た
ほ
う
が
よ
い

  
 
 
 

2.
 特

に
増
え
る
必
要
は
な
い

  
 
 
 

3.
 分

か
ら
な
い

 

⑤
 

『
有

床
診

療
所

』
で

は
、

一
般

病
床

で
も

、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
の

１
つ

で
あ

る
「
短

期
入

所
療

養
介

護
(シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

）
」
を

実

施
で

き
ま

す
。

こ
の

こ
と

を
ご

存
知

で
し

た
か

。
 
※

あ
て

は
ま

る
番

号
す

べ
て

に
○

 

1.
 届

出
を
す
れ
ば
、
有
床
診
療
所
の
「
一
般
病
床
」
で
提
供
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

 

2.
 届

出
を
す
れ
ば
、
有
床
診
療
所
の
「
医
療
療
養
病
床
」
で
提
供
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

 

3.
 有

床
診
療
所
の
「
介
護
療
養
病
床
」
で
は
、
み
な
し
指
定
で
、
提
供
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

 

4.
 有

床
診
療
所
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
「
短
期
入
所
療
養
介
護
」
を
提
供
で
き
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た

 

⑥
 

貴
都

道
府

県
内

ま
た

は
市

内
の

有
床

診
療

所
で

、
短

期
入

所
療

養
介

護
を

実
施

し
て

い
る

有
床

診
療

所
は

あ
り

ま
す

か
。

 

1.
 あ

る
➡
＜
施
設
数
 

a（
 
 
 
 
）
か
所
・

b 
 施

設
数
は
不
明
＞
 
 
 

2.
 な

い
 
 

3.
 分

か
ら
な
い

 

⑦
 

今
後

、
『
有

床
診

療
所

』
に

お
け

る
短

期
入

所
療

養
介

護
の

整
備

・
拡

充
の

必
要

性
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
に

お
考

え
で

す
か

。
 

1.
 提

供
施
設
数
が
増
え
た
ほ
う
が
よ
い

  
 
 
 

2.
 特

に
増
え
る
必
要
は
な
い

  
 
 
 

3.
 分

か
ら
な
い

 

⑧
 

有
床

診
療

所
に

お
け

る
短

期
入

所
療

養
介

護
に

つ
い

て
、

最
も

重
要

視
す

る
提

供
サ

ー
ビ

ス
は

何
で

す
か

。
 

1.
 医

療
ニ
ー
ズ
が
あ
る
人
へ
の
緊
急
的
な
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

2.
 医

療
ニ

ー
ズ

が
あ

る
人

へ
の

計
画

的
な

サ
ー

ビ
ス

  
 
 
 

3.
 リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

   
   

   
   

 4
. レ

ス
パ

イ
ト

ケ
ア

 
 

 
   

   
5.

 特
に
な
い
 
 

   
   

  
6.

 分
か
ら
な
い

 

⑨
 

介
護

老
人

保
健

施
設

に
お

け
る

短
期

入
所

療
養

介
護

に
つ

い
て

、
最

も
重

要
視

す
る

提
供

サ
ー

ビ
ス

は
何

で
す

か
。

 

1.
 医

療
ニ
ー
ズ
が
あ
る
人
へ
の
緊
急
的
な
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

2.
 医

療
ニ

ー
ズ

が
あ

る
人

へ
の

計
画

的
な

サ
ー

ビ
ス

  
 
 
 

3.
 リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

   
   

   
   

 4
. レ

ス
パ

イ
ト

ケ
ア

 
 

 
   

   
5.

 特
に
な
い
 
 

   
   

  
6.

 分
か
ら
な
い
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⑩
 
過

去
１

年
以

内
に

、
有

床
診

療
所

か
ら

、
短

期
入

所
療

養
介

護
の

開
設

希
望

に
つ

い
て

相
談

を
受

け
た

こ
と

が
は

あ
り

ま
す

か
。

あ
る

場
合

は
、

そ
の

対
応

に
つ

い
て

、
ご

回
答

く
だ

さ
い

。
 

1.
 あ

っ
た
➡
相
談
件
数
（
 
 
 
 
）
件
程
度
 
 

 
 

➡
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
相
談
、
対
応
・
支
援
を
し
ま
し
た
か
。

 

 2.
 な

か
っ
た
 

 
 

3.
 分

か
ら
な
い

 

⑪
 

有
床

診
療

所
か

ら
、

短
期

入
所

療
養

介
護

に
関

し
て

、
開

設
の

相
談

や
質

問
が

あ
っ

た
場

合
に

対
応

を
受

け
る

部
署

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
。

 

1.
 決

ま
っ
て
い
る
➡
部
署
名
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

  
 

2.
 決

ま
っ
て
い
な
い
➡
質
問
⑫
へ
 
 
 
 

 

⑪
－

１
 

（
「
1
.決

ま
っ

て
い

る
」
と

回
答

し
た

場
合

）
有

床
診

療
所

か
ら

、
短

期
入

所
療

養
介

護
に

関
し

て
、

開
設

の
相

談
や

質
問

が
あ

っ
た

場
合

の
回

答
手

順
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

。
 

1.
 決

ま
っ
て
い
る
 
 
 

2.
 決

ま
っ
て
い
な
い
 
 
 

 

⑫
 

貴
都

道
府

県
ま

た
は

市
で

は
、

短
期

入
所

療
養

介
護

事
業

を
開

始
し

た
い

と
考

え
て

い
る

有
床

診
療

所
が

あ
る

場
合

、
準

備
す

る
申

請
書

類
や

記
入

方
法

等
の

説
明

会
を

開
催

し
て

い
ま

す
か

（
他

の
事

業
と

合
同

で
開

催
し

た
場

合
も

含
み

ま
す

）
。

 

1.
 開

催
し
て
い
る
 
 
 

2.
 開

催
し
て
い
な
い

 
3.

 分
か
ら
な
い

 

⑬
 

貴
都

道
府

県
ま

た
は

市
で

は
、

短
期

入
所

療
養

介
護

事
業

を
開

始
し

た
い

と
考

え
て

い
る

有
床

診
療

所
に

対
し

て
、

申
請

書
の

記
入

方
法

や
提

出
先

等
に

つ
い

て
の

手
引

き
を

作
成

し
て

い
ま

す
か

。
 

1.
 医

療
機
関
向
け
（
専
用
）
に
、
短
期
入
所
療
養
介
護
専
用
の
手
引
き
を
作
成
し
て
い
る

 

2.
 医

療
機
関
向
け
に
限
定
し
て
い
な
い
が
、
短
期
入
所
療
養
介
護
専
用
の
手
引
き
を
作
成
し
て
い
る

 

3.
 医

療
機

関
向

け
に

限
定

し
て

い
な

い
が

、
短

期
入

所
療

養
介

護
を

含
め

た
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
用

の
手

引
き

を
作

成
し

て

い
る
 
 
 

 

4.
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

）
➡
質
問
⑭
へ

  
  

5.
 特

に
作
成
は
し
て
い
な
い

 ➡
質
問
⑭
へ

 

⑬
－

１
 

（
「
1
～

3
.手

引
き

を
作

成
し

て
い

る
」
と

回
答

し
た

場
合

）
貴

都
道

府
県

ま
た

は
市

で
は

、
上

記
⑬

で
作

成
し

た
手

引
き

を
ホ

ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

表
し

て
い

ま
す

か
。

 

1.
 公

表
し
て
い
る

 
2.

 公
表
し
て
い
な
い

 

⑭
 

貴
都

道
府

県
ま

た
は

市
で

、
有

床
診

療
所

が
短

期
入

所
療

養
介

護
事

業
の

申
請

を
す

る
際

に
、

提
出

す
べ

き
書

類
の

種
類

（
件

数
）
を

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
）
件

 

⑮
 

上
記

⑭
で

回
答

し
た

提
出

す
べ

き
書

類
の

量
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
思

い
ま

す
か

。
 

1.
 書

類
の
量
が
多
く
、
病
院
・
有
床
診
療
所
を
開
設
し
て
い
れ
ば
省
略
可
能
な
書
類
が
あ
る
と

考
え

る
 

2.
 書

類
の
量
は
多
い
が
、
病
院
・
有
床
診
療
所
を
開
設
し
て
い
た
と
し
て
も
書
類
の
削
減
は
難
し
い
と

考
え

る
 

3.
 書

類
の
量
は
妥
当
で
あ
る
が
、
病
院
・
有
床
診
療
所
を
開
設
し
て
い
れ
ば
省
略
可
能
な
書
類
が
あ
る
と

考
え

る
 

4.
 書

類
の
量
は
妥
当
で
あ
り
、
病
院
・
有
床
診
療
所
を
開
設
し
て
い
た
と
し
て
も
書
類
の
削
減
は
難
し
い
と

考
え

る
 

5.
 書

類
の
量
は
少
な
い
が
、
病
院
・
有
床
診
療
所
を
開
設
し
て
い
れ
ば
省
略
可
能
な
書
類
が
あ
る
と

考
え

る
 

6.
 書

類
の
量
は
少
な
く
、
病
院
・
有
床
診
療
所
を
開
設
し
て
い
た
と
し
て
も
書
類
の
削
減
は
難
し
い
と

考
え

る
 

7.
 分

か
ら
な
い
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⑯
 

実
際

に
自

治
体

で
使

用
さ

れ
て

い
る

短
期

入
所

療
養

介
護

の
申

請
書

類
を

も
と

に
作

成
し

た
、

簡
便

な
申

請
様

式
例

が
あ

る
場

合
、

ど
の

よ
う

に
対

応
し

ま
す

か
。

 

1.
 内

容
を
確
認
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
積
極
的
に
採
用
し
た
い
と
考
え
る

 ➡
質
問
⑰
へ

 

2.
 内

容
を
確
認
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
可
能
で
あ
れ
ば
採
用
し
た
い
と
考
え
る
➡
質
問
⑰
へ

 

3.
 内

容
を
確
認
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
採
用
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る

 

4.
 内

容
を
確
認
す
る
必
要
は
な
く
、
採
用
す
る
つ
も
り
も
な
い

 

5.
 分

か
ら
な
い
➡
質
問
⑰
へ

 

⑯
－

１
 

（
「
3
.お

そ
ら

く
採

用
す

る
こ

と
は

な
い

」
ま

た
は

「
4
.採

用
す

る
つ

も
り

は
な

い
」
と

回
答

し
た

場
合

）
 

採
用

が
難

し
い

と
お

考
え

に
な

る
理

由
を

具
体

的
に

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

   ⑰
  
過

去
１

年
以

内
に

、
有

床
診

療
所

か
ら

、
短

期
入

所
療

養
介

護
事

業
の

申
請

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

。
 

1.
 あ

る
➡
申
請
件
数
（
 
 
 
 
）
件
程
度
 
 
 

 
2.

 な
い
 
 
 

 
3.

 分
か
ら
な
い

 

⑱
 

貴
都

道
府

県
ま

た
は

市
で

、
通

常
、

有
床

診
療

所
か

ら
の

相
談

等
を

担
当

す
る

医
療

関
連

の
担

当
部

署
と

、
有

床
診

療
所

の
短

期
入

所
療

養
介

護
に

つ
い

て
、

情
報

連
携

や
相

談
の

引
き

継
ぎ

等
を

す
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
過

去
１

年
以

内
の

実
績

に
つ

い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（
複

数
回

答
可

）
 

1.
 医

療
関

連
の

担
当

部
署
か

ら
有

床
診
療

所
の

短
期
入

所
療

養
介
護

事
業

の
実
施

に
つ

い
て
の

相
談

を
受
け

た
り

、
情
報

連
携

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る

 
2.

 医
療

関
連
の

担
当
部

署
か

ら
引
き

継
い

で
、
短

期
入

所
療
養

介
護

事
業

開
設
希

望
の
有

床
診

療
所
か

ら
の

相
談

対
応
を

行
っ

た
こ
と
が
あ
る

 
3.

 そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
）

 
 

4.
 特

に
な
い

 

⑲
 

今
後

の
「
有

床
診

療
所

」
に

よ
る

「
短

期
入

所
療

養
介

護
」
の

整
備

・
拡

充
の

必
要

性
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
に

お
考

え
で

す
か

。
自

由
に

ご
意

見
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

 

     ⑳
 

「
有

床
診

療
所

」
に

よ
る

「
短

期
入

所
療

養
介

護
」
の

申
請

時
の

方
法

・
手

順
等

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

に
お

考
え

で
す

か
。

自
由

に

ご
意

見
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

 

     

 

質
問

は
以

上
で

終
わ

り
で

す
。

記
入

済
み

の
調

査
票

は
、

返
送

用
封

筒
に

入
れ

、
２

月
５

日
ま

で
に

 

ポ
ス

ト
に

投
函

し
て

く
だ

さ
い

。
ご

協
力

い
た

だ
き

ま
し

て
、

ま
こ

と
に

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 

 

 
 

 



1 

 

  
※
回
答
の
際
は
、
あ
て
は
ま
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
○
を
付
け
る
数
は
原
則
１
つ
で
す
。
○
を
複
数
に
付
け
て
い
た

だ
く

場
合
は
、
質
問
文
に
「
複
数
回
答
可
」
と
記
載
し
て
い
ま
す
。

 
※
具
体
的
な
数
値
等
を
ご
記
入
い
た
だ
く
部
分
も
あ
り
ま
す
。
該
当
が
な
い
場
合
に
は
必
ず
「
０
」
と
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 
分
か
ら
な
い
場
合
は
「
－
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
※
調
査
時
点
は
、
平
成

28
年

1
月

15
日
現
在
、
ま
た
は
、
質
問
文
に
記
載
し
て
い
る
期
間
と
し
ま
す
。

 
 １
 

あ
な

た
や

あ
な

た
が

勤
務

す
る

事
業

所
の

基
本

情
報

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
 

1
) 

事
業

所
の

所
在

地
 

（
 

 
 

 
 

 ）
都
・
道
・
府
・
県

 

2
) 

介
護

支
援

専
門

員
の

経
験

年
月

 
（

 
 

 
 

 
 ）

年
 
（
 

 
 

 
 

 ）
か
月

 

3
) 

保
有

資
格

 

 
（
複

数
回

答
可

）
 

1 
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
・
准
看
護
師
 
 

2 
社
会
福
祉
士

 

3 
介
護
福
祉
士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
訪
問
介
護
員
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
）

 

5 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

4
) 

所
属

す
る

事
業

所
の

 

開
設

主
体

 

1 
都
道
府
県
、
市
区
町
村
、
広
域
連
合
、
一
部
事
務
組
合
 
 

 

2 
社
会
福
祉
協
議
会
 
 
 

3 
社
会
福
祉
法
人
（
社
協
以
外
）

 
4 

医
療
法
人
 
 

 

5 
社
団
法
人
・
財
団
法
人
 

6 
協
同
組
合
及
び
連
合
会
 
 

 
7 

営
利
法
人
（
会
社
）

 

8 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

そ
の
他

 

5
) 

所
属

す
る

事
業

所
の

同
一

法
人

が
運

営
す

る
施

設
、

事
業

所
（
複

数
回

答
可

） 

 
1 

 病
院
➡
介
護
療
養
病
床
（

a 
有
 
 

b 
無
 
 

c 
不
明
）

 
 

 
2 

 有
床
診
療
所
➡
有
す
る
病
床
種
類
（

a 
一
般
病
床
 
 

b 
医
療
療
養
病
床
 
 

c 
介
護
療
養
病
床
）

 
 

 
3 

 無
床
診
療
所
 
 
 
 
 
 
 

4 
 介

護
老
人
福
祉
施
設
 
 
 
 
 
 

 5
  
介
護
老
人
保
健
施
設

 
 

6 
 短

期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

➡
（

a 
単
独
型
 
 

b 
併
設
型
）
 
 
 
 

7 
 短

期
入
所
療
養
介
護
事
業
所

 
 

8 
 上

記
の

１
～
7
は
な
い

 
 

6
) 

所
属

の
事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

の
人

数
（
あ

な
た

を
含

め
た

実
人

数
で

ご
記

入
く
だ

さ
い

）
 

（
 

 
 

 
）人

 

7
) 

あ
な

た
が

担
当

す
る

利
用

者
に

つ
い

て
、

要
介

護
度

別
実

人
数

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

要
支

援
１

・
２

 
要

介
護

１
 

要
介

護
２

 
要

介
護

３
 

要
介

護
４

 
要

介
護

５
 

合
計

 

人
人

 
人

 
人

 
人

 
人

 
人

 

２
 あ

な
た

が
担

当
す

る
利

用
者

の
短

期
入

所
療

養
介

護
等

の
利

用
に

つ
い

て
お

伺
い

し
ま

す
。

 

1
) 

平
成

2
7

年
1
0

月
～

1
2

月
の

３
か

月
間

に
、

あ
な

た
が

担
当

す
る

全
利

用
者

が
利

用
し

た
 

短
期

入
所

生
活

介
護

の
合

計
利

用
回

数
（
延

べ
回

数
）
を

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

 
 

※
延

べ
回

数
と

は
、

利
用

者
A

さ
ん

が
2

回
利

用
し

て
い

れ
ば

2
回

と
数

え
ま

す
 

延
べ

 （
 
 
 
）

回
 

2
) 

平
成

2
7

年
1
0

月
～

1
2

月
の

３
か

月
間

に
、

あ
な

た
が

担
当

す
る

全
利

用
者

が
利

用
し

た
 

短
期

入
所

療
養

介
護

の
合

計
利

用
回

数
（
延

べ
回

数
）
を

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

延
べ

 （
 
 
 
）

回
 

  
2
)-

1
 上

記
2
)の

回
数

の
利

用
先

施
設

別
の

回
数

（
延

べ
回

数
）
を

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

病
院

 
老

人
保

健
施

設
 

診
療

所
 

（
 
 
 
）
回

 
（

 
 
 
）
回

 
（

 
 
 
）

回
 

3
) 

平
成

2
7

年
1
0

月
～

1
2

月
に

、
短

期
入

所
療

養
介

護
を

利
用

し
よ

う
と

し
た

が
、

 
短

期
入

所
先

を
確

保
で

き
な

か
っ

た
利

用
者

数
（
実

人
数

）
と

延
べ

回
数

 

（
 
 
 
）

人
※
実
人
数

 
延
べ
（

 
 

 
）

回
 

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
の

利
用

等
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

 

2 

4
) 

医
療

ニ
ー

ズ
が

あ
る

人
の

計
画

的
な

短
期

入
所

療
養

介
護

の
利

用
に

つ
い

て
、

短
期

入
所

先
を

確
保

す
る

こ
と

は
困

難
で

す
か

。
 

1 
ほ
と
ん
ど
困
難
で
は
な
い
 
 

2 
困
難
な
と
き
も
あ
る
 
 

3 
困
難
な
と
き
が
多
い
 
 

4 
と
て
も
困
難
で
あ
る

 

 

4
)-

1
 

4
)で

「
2
～

4
」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

理
由

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（
複

数
回

答
可

） 

1 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
な
い

 
 

2 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
満
床
で
あ
る

 
3 

近
く
の
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
は
、
医
療
ニ
ー
ズ
に
十
分
に
対
応
で
き
な
い
 

 
➡
対
応
で
き
な
い
施
設
：

 a
 
老
人
保
健
施
設
 
 
 

b 
 介

護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
病
院
 

 
 

c 
 介

護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
有
床
診
療
所
 

d 
 介

護
療
養
型
医
療
施
設
で
な
い
有
床
診
療
所

 
4 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 
5
) 

医
療

ニ
ー

ズ
が

あ
る

人
の

緊
急

的
な

短
期

入
所

療
養

介
護

の
利

用
に

つ
い

て
、

短
期

入
所

先
を

確
保

す
る

こ
と

は
困

難
で

す
か

。
 

1 
ほ
と
ん
ど
困
難
で
は
な
い
 

 
2 

困
難
な
と
き
も
あ
る
 
 

 3
 
困
難
な
と
き
が
多
い
 
 

4 
と
て
も
困
難
で
あ
る

 

 

5
)-

1
 

5
)で

「
2
～

4
」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

理
由

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（
複

数
回

答
可

） 

1 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
な
い

 
 

2 
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
満
床
で
あ
る

 
3 

近
く
の
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
は
、
医
療
ニ
ー
ズ
に
十
分
に
対
応
で
き
な
い

 
➡
対
応
で
き
な
い
施
設
：

 a
 
老
人
保
健
施
設
 
 
 

b 
 介

護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
病
院
 

 
 

c 
 介

護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
有
床
診
療
所
 

d 
 介

護
療
養
型
医
療
施
設
で
な
い
有
床
診
療
所

 
4 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 
6
) 

地
域

に
お

い
て

「
短

期
入

所
生

活
介

護
」
は

充
足

し
て

い
る

と
思

い
ま

す
か

。
 

1 
充
足
し
て
い
る

  
 
 
 

 
2 

ま
あ
ま
あ
充
足
し
て
い
る

  
 
 

3 
や
や
不
足
し
て
い
る

  
 

4 
か
な
り
不
足
し
て
い
る

  
5 

不
明

 

7
) 

短
期

入
所

療
養

介
護

の
入

所
先

が
ど

う
し

て
も

確
保

で
き

な
い

場
合

、
そ

の
代

替
と

し
て

ど
の

よ
う

に
し

て
い

ま
す

か
。

(複
数

回
答

可
) 

1 
短
期
入
所
生
活
介
護
を
利
用
 
 
 
 

2 
入
院
 
 
 
 

3 
在
宅
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

 
4 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 
8
) 

医
療

が
充

実
し

た
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

を
利

用
す

べ
き

利
用

者
の

病
態

等
と

し
て

は
ど

の
よ

う
な

も
の

が
あ

り
ま

す
か

。
(複

数
回

答
可

）
 

1 
 人

工
呼
吸
器
 
 

 2
 
胃
瘻
・
経
管
栄
養

  
 

3 
常
時
吸
引
が
必
要
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
膀
胱
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
 
 

 
5 

褥
瘡
処
置
 
 
 

 6
 
ﾘﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
が
必
要
 

7 
誤
嚥
性
肺
炎
を
起
こ
す
可
能
性
あ
り
 
 

8 
タ
ー
ミ
ナ
ル
期
 
 
 
 

 
9 

状
態
が
不
安
定
 

10
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 
9
) 

医
療

ニ
ー

ズ
が

あ
る

人
の

短
期

入
所

ニ
ー

ズ
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

お
考

え
を

聞
か

せ
て

く
だ

さ
い

。
(複

数
回

答
可

) 

1 
老
人
保
健
施
設
よ
り
も
有
床
診
療
所
で
短
期
入
所
療
養
介
護
を
実
施
し
て
ほ
し
い

 
2 

老
人
保
健
施
設
よ
り
も
病
院
で
短
期
入
所
療
養
介
護
を
実
施
し
て
ほ
し
い

 
3 

老
人
保
健
施
設
で
短
期
入
所
療
養
介
護
を
実
施
し
て
ほ
し
い

 
4 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

3
 有

床
診

療
所

に
お

け
る

短
期

入
所

療
養

介
護

の
提

供
等

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
 

1
) 

お
近

く
（
あ

な
た

が
担

当
す

る
利

用
者

が
住

ん
で

い
る

範
囲

）
に

有
床

診
療

所
は

あ
り

ま
す

か
。

 

1 
あ
る
 
 
 
 
 

2 
な
い
 
➡

3
頁
の
質
問

3)
へ
 
 
 
 
 

3 
分
か
ら
な
い

 ➡
3
頁
の
質
問

3)
へ

 

 
1
)－

1
 

お
近

く
の

有
床

診
療

所
の

う
ち

、
短

期
入

所
療

養
介

護
を

実
施

し
て

い
る

有
床

診
療

所
は

あ
り

ま
す

か
。

 

 
1 

あ
る
 
 
 

 2
 
な
い
 
 
 

  
3 

分
か
ら
な
い

 

 



3 

2
) 

こ
れ

ま
で

に
あ

な
た

は
担

当
す

る
利

用
者

の
ケ

ア
プ

ラ
ン

に
お

い
て

、
有

床
診

療
所

の
短

期
入

所
療

養
介

護
の

利
用

を
計

画
し

た
こ

と
は

あ
り

ま
す

か
。

 

1 
あ
る
 
 
 
 
 

2 
な
い
➡
質
問

3)
へ
 
 
 
 
 

3 
覚
え
て
い
な
い
・
分
か
ら
な
い
➡

 3
)へ

 

2
)－

1
 

（
2
)で

「
1

あ
る

」
を

選
択

し
た

方
）
 

有
床

診
療

所
の

短
期

入
所

療
養

介
護

の
利

用
者

に
つ

い
て

、
下

記
の

項
目

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
利

用
日

が
新

し
い

順
に

最
大

３
名

ま
で

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
(複

数
回

答
可

）
 

ま
た

、
「
そ

の
他

」
を

選
択

し
た

場
合

は
具

体
的

な
内

容
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
 

 
①

 

年
齢

 

（
歳

）
 

②
 

要
介

護
度

 

 

表
中

の
番

号
に

○
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

 

③
 

直
近

利

用
時

の

利
用

 

日
数

 

（
日

間
）
 

④
保

有
疾

患
 

⑤
利

用
者

の
状

態
等

 
⑥

有
床

診
療

所

と
 

利
用

者
の

関
係

⑦
有

床
診

療
所

の
短

期
入

所
療

養
介

護
を

利
用

し
た

理
由

 

1.
 が

ん
  

  
  

  
2.

 脳
血

管
疾

患
 

3.
 心

疾
患

  
  

  
4.

 糖
尿

病
 

5.
 精

神
疾

患
 

（
認

知
症

除
く
）
 

6.
 認

知
症

  
  

  
7.

 筋
骨

格
系

疾
患

 
8.

 難
病

  
  

  
  

9.
 C

O
PD

 
10

. 
そ

の
他

 

1.
 経

鼻
経

管
栄

養
 

2.
 胃

瘻
に

よ
る

栄
養

管
理

 
3.

 中
心

静
脈

栄
養

管
理

 
4.

 点
滴

 
5.

 イ
ン

ス
リ

ン
 

6.
 膀

胱
留

置
ｶ
ﾃ
ｰ
ﾃ
ﾙ
管

理
 

7.
 人

工
肛

門
の

ケ
ア

 
8.

 喀
痰

吸
引

 
9.

 気
管

切
開

・
気

管
内

挿
管

 
10

. 
人

工
呼

吸
器

の
管

理
 

11
. 
酸

素
吸

入
 

12
. 
褥

瘡
等

の
処

置
 

13
. 
透

析
 

14
. 
緩

和
ケ

ア
 

15
. 
看

取
り

の
ケ

ア
 

16
. 
そ

の
他

 

1.
 外

来
通

院
中

 
2.

 医
療

保
険

入

院
経

験
あ

り
 

3.
 主

治
医

意
見

書
作

成
 

4.
 在

宅
医

療
の

 
提

供
中

 
5.

 特
に

関
係

は

な
い

 
6.

 そ
の

他
 

1.
 利

用
者

の
医

療
ニ

ー
ズ

が
高

か
っ

た
か

ら
 

2.
 利

用
者

の
か

か
り

つ
け

医
が

い
た

か
ら

 
3.

 利
用

者
に

と
っ

て
身

近

な
施

設
だ

っ
た

か
ら

 
4.

 利
用

者
・
家

族
か

ら
要

望
が

あ
っ

た
か

ら
 

5.
 他

の
施

設
に

空
き

が
な

か
っ

た
か

ら
 

6.
 他

の
施

設
に

利
用

者

の
病

態
等

の
理

由
で

断

ら
れ

た
か

ら
 

7.
 そ

の
他

 

利
用

者
 

A
 

（
 

 
 

）
 

要
支

援
 

（
1･

2）
 

要
介

護
 

（
1・

2・
3・

4・
5）

 

（
 

 
 

） 

1・
2・

3・
4・

5・

6・
7・

8・
9・

10
（
 
 
 
 
）

 

1・
2・

3・
4・

5・
6・

7・

8・
9・

10
・

11
・

12
・

13
・

14
・

15
・

16
（
 
 
 
 
）

1・
2・

3 

4・
5・

 

6（
 
 
 
 
） 

1・
2・

3・
 

4・
5・

6・
 

7（
 
 
 
 
 
 
 
）

利
用

者
 

B
 

（
 
 

 
）
 

要
支

援
 

（
1･

2）
 

要
介

護
 

（
1・

2・
3・

4・
5）

 

（
 

 
 

） 

1・
2・

3・
4・

5・

6・
7・

8・
9・

10
（
 
 
 
 
）

 

1・
2・

3・
4・

5・
6・

7・

8・
9・

10
・

11
・

12
・

13
・

14
・

15
・

16
（
 
 
 
 
）

1・
2・

3 

4・
5・

 

6（
 
 
 
 
） 

1・
2・

3・
 

4・
5・

6・
 

7（
 
 
 
 
 
 
 
）

利
用

者
 

C
 

（
 
 

 
）
 

要
支

援
 

（
1･

2）
 

要
介

護
 

（
1・

2・
3・

4・
5）

 

（
 

 
 

） 

1・
2・

3・
4・

5・

6・
7・

8・
9・

10
（
 
 
 
 
）

 

1・
2・

3・
4・

5・
6・

7・

8・
9・

10
・

11
・

12
・

13
・

14
・

15
・

16
（
 
 
 
 
）

1・
2・

3 

4・
5・

 

6（
 
 
 
 
） 

1・
2・

3・
 

4・
5・

6・
 

7（
 
 
 
 
 
 
 
）

2
)－

2
 

（
2
)で

「
1

あ
る

」
を

選
択

し
た

方
）
 

有
床

診
療

所
の

短
期

入
所

療
養

介
護

の
利

用
に

際
し

て
、

介
護

老
人

保
健

施
設

の
短

期
入

所
療

養
介

護
と

の
違

い
を

感
じ

た
こ

と
が

あ
れ

ば
、

具
体

的
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
 

     3
) 

有
床

診
療

所
で

は
、

短
期

入
所

療
養

介
護

(シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
）
を

提
供

で
き

ま
す

。
こ

の
こ

と
を

ご
存

知
で

し
た

か
。

ご
存

知
だ

っ
た

内
容

全
て

に
○

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
(複

数
回

答
可

）
 

1 
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
有
床
診
療
所
で
「
短
期
入
所
療
養
介
護
」
を
提
供
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

 

2 
届
出
を
す
れ
ば
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
な
い
有
床
診
療
所
で
「
短
期
入
所
療
養
介
護
」
を
提
供
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た

3 
有
床
診
療
所
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
「
短
期
入
所
療
養
介
護
」
を
提
供
で
き
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た

 

→
次
の
ペ
ー
ジ
へ
進
ん
で
く
だ
さ
い

 

4 

4
) 

有
床

診
療

所
で

提
供

さ
れ

る
短

期
入

所
療

養
介

護
は

、
介

護
老

人
保

健
施

設
で

提
供

さ
れ

る
短

期
入

所
療

養
介

護
と

異
な

る
点

が
あ

る
と

思
い

ま
す

か
。

(複
数

回
答

可
）
 

1 
特
に
違
い
は
な
い
と
思
う

 
2 

利
用
者
の
か
か
り
つ
け
医

（
ま
た
は
身
近
な
医
師
）
が
い
る
の
で
、
利
用
者
ま
た
は
家
族
に
と
っ
て
安
心
で
あ
る

 
3 

利
用
者
の
か
か
り
つ
け
医

（
ま
た
は
身
近
な
医
師
）
が
い
る
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
が
継
続
す
る

 
4 

医
療
処
置
が
必
要
な
場
合
に
、
円
滑
に
必
要
な
医
療
が
提
供
さ
れ
る

 

5 
老
人
保
健
施
設
よ
り
も
利
用
者
に
身
近
な
と
こ
ろ
で
利
用
で
き
る

 

6 
予
約
が
取
り
や
す
い

 

7 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

8 
分
か
ら
な
い

 

5
) 

有
床

診
療

所
に

お
け

る
短

期
入

所
療

養
介

護
を

利
用

す
る

場
合

、
重

要
視

す
る

提
供

サ
ー

ビ
ス

は
何

で
す

か
。

(複
数

回
答

可
）
 

重
要

視
す

る
も

の
全

て
に

○
、

最
も

重
要

視
す

る
も

の
１

つ
に

◎
を

付
け

て
く
だ

さ
い

。
 

1 
医
療
ニ
ー
ズ
が
あ
る
人
へ
の
緊
急
的
な
サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 

2 
医

療
ニ

ー
ズ

が
あ

る
人

へ
の

計
画

的
な

サ
ー

ビ
ス

  
 

3 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

  
  

4 
レ

ス
パ

イ
ト

ケ
ア

 
 

 
5 

食
堂
 
 

  
6 

浴
室
 
 
 

7 
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

 
8 

特
に
な
い
 
 

  
  
 
 
 

9 
分
か
ら
な
い

 

6
) 

介
護

老
人

保
健

施
設

に
お

け
る

短
期

入
所

療
養

介
護

を
利

用
す

る
場

合
、

重
要

視
す

る
提

供
サ

ー
ビ

ス
は

何
で

す
か

。
(複

数
回

答
可

）
 重

要
視

す
る

も
の

全
て

に
○

、
最

も
重

要
視

す
る

も
の

１
つ

に
◎

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
 

1 
医
療
ニ
ー
ズ
が
あ
る
人
へ
の
緊
急
的
な
サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 

2 
医

療
ニ

ー
ズ

が
あ

る
人

へ
の

計
画

的
な

サ
ー

ビ
ス

  
 

3 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

  
  

4 
レ

ス
パ

イ
ト

ケ
ア

 
 

 
5 

食
堂
 
 

  
6 

浴
室
 
 
 

7 
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

 
8 

特
に
な
い
 
 

  
  
 
 
 

9 
分
か
ら
な
い

 

7
) 

有
床

診
療

所
で

提
供

さ
れ

る
短

期
入

所
療

養
介

護
は

短
期

入
所

生
活

介
護

と
異

な
る

点
が

あ
る

と
思

い
ま

す
か

。
(複

数
回

答
可

）
 

1 
特
に
違
い
は
な
い
と
思
う

 
2 

利
用
者
の
か
か
り
つ
け
医

（
ま
た
は
身
近
な
医
師
）
が
い
る
の
で
、
利
用
者
ま
た
は
家
族
に
と
っ
て
安
心
で
あ
る

 
3 

利
用
者
の
か
か
り
つ
け
医

（
ま
た
は
身
近
な
医
師
）
が
い
る
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
が
継
続
す
る

 
4 

医
療
処
置
が
必
要
な
場
合
に
、
円
滑
に
必
要
な
医
療
が
提
供
さ
れ
る

 

5 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

6 
分
か
ら
な
い

 

8
）
 

有
床

診
療

所
が

今
後

、
介

護
保

険
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

あ
た

っ
て

期
待

す
る

機
能

、
役

割
が

あ
り

ま
し

た
ら

、
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
(短

期
入

所
療

養
介

護
以

外
に

関
し

て
で

も
結

構
で

す
。

）
 

    9
) 

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
と

し
て

、
日

頃
、

有
床

診
療

所
に

対
し

て
感

じ
て

い
る

課
題

・
問

題
点

が
あ

り
ま

し
た

ら
、

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
 

      質
問

は
以

上
で

終
わ

り
で

す
。

記
入

済
み

の
調

査
票

は
、

返
送

用
封

筒
（

切
手

は
不

要
で

す
）

に
入

れ
、

 
2

月
2

日
ま

で
に

ポ
ス

ト
に

投
函

し
て

く
だ

さ
い

。
ご

協
力

い
た

だ
き

ま
し

て
、

ま
こ

と
に

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 



1 

平
成

2
7

年
度

 
厚

生
労

働
省

 
老

人
保

健
健

康
増

進
等

事
業

 

有
床

診
療

所
に

お
け

る
短

期
入

所
療

養
介

護
（シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

）の
 

活
性

化
に

向
け

た
調

査
 

診
療

所
票

（様
式

1
）
 

※
こ

の
調

査
票

は
、
有

床
診

療
所

の
開

設
者
・
管

理
者

の
方

に
、
貴

院
に

お
け

る
短

期
入

所
療

養
介

護
の

提
供

状
況

や
提

供
す

る
上

で
お

困
り

に
な

っ

て
い

る
こ

と
等

に
つ

い
て

お
伺

い
す

る
も

の
で

す
。

 

※
ご

回
答

の
際

は
、

あ
て

は
ま

る
番

号
を

○
（

マ
ル

）
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
（

 
 

）
内

に
は

具
体

的
な

数
値

、
用

語
等

を
ご

記
入

く
だ

さ

い
。
（

 
 

）
内

に
数

値
を

記
入

す
る

設
問

で
、

該
当

な
し

は
「

０
（

ゼ
ロ

）
」

を
、

わ
か

ら
な

い
場

合
は

「
－

」
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

※
特

に
断

り
の

な
い

場
合

は
、

平
成

2
7
年

1
2
月

末
現

在
の

状
況

に
つ

い
て

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

 １
．

貴
院

の
状

況
に

つ
い

て
お

伺
い

し
ま

す
。

 

①
貴

院
名

 
 

②
所

在
地

 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
）
都
・
道
・
府
・
県
 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
）
市
・
郡

 

③
職

員
数

 

（
常

勤
換

算
＊

）
 

※
小

数
点

以
下

 
第

１
位

ま
で

 

医
師

 
保

健
師

・
 

看
護

師
 

准
看

 

護
師

 

看
護

補

助
者
・
介

護
職

員
 

Ｐ
Ｔ

 

Ｏ
Ｔ

 
 

Ｓ
Ｔ

※
 

管
理

 

栄
養

士
 

栄
養

士
 

事
務

 

職
員

等
 

そ
の

他
 

計
 

．
 

．
 

 
．

 
 

．
 

 
．

 
 

．
 

．
 

．
 

 
．

 
 

※
Ｐ

Ｔ
・

Ｏ
Ｔ

・
Ｓ

Ｔ
は

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

の
合

計
人

数
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
（

小
数

点
以

下
第

1
位

ま
で

）
。
 

＊
非

常
勤

職
員

の
「

常
勤

換
算

」
は

以
下

の
方

法
で

計
算

し
て

く
だ

さ
い

。
 

■
1
週
間
に
数
回
勤
務
の
場
合
：（

非
常
勤
職
員
の

1
週
間
の
勤
務
時
間
）
÷
（
貴
院
が
定
め
て
い
る
常
勤
職
員
の

1
週
間
の
勤
務
時
間
）
 

■
1
か
月
に
数
回
勤
務
の
場
合
：（

非
常
勤
職
員
の

1
か
月
の
勤
務
時
間
）
÷
（
貴
院
が
定
め
て
い
る
常
勤
職
員
の

1
週
間
の
勤
務
時
間
×
4）

 

③
-
1
 

上
記

③
の

う
ち

、
常

勤
医

師
の

人
数

 
（
 
 
 
 
 
）
人

 

③
-
2
 

上
記

③
の

う
ち

、
介

護
支

援
専

門
員

の
資

格
を

有
す

る
職

員
数

（
実

人
数

）
 

（
 
 
 
 
 
）
人

 

④
１

日
平

均
外

来
患

者
数

（
平

成
2
7
年

1
2
月

）
 

約
（
 
 
 
 
 
）
人
／
日
 

 

⑤
1
）

病
床

数
（
平
成

2
7
年

12
月

末
時

点
）
と

2
）

１
日

当
た

り

平
均

入
院

患
者

数
（

平
成

27

年
1
0
月

～
1
2
月

の
３

か
月

間
）
 

※
病

床
が

稼
働

し
て

い
な

い
場

合
、
平
均

入
院
患
者

数
は
「

0
」

と
お

書
き

く
だ

さ
い

。
 

 
1
）

許
可

病
床

数
 

2
）

１
日

当
た

り
平

均
入

院
患

者
数

 

一
般

病
床

 
（
 
 
 
 
 
）
床

 
（
 
 
 
 
 
 
）
人
／
日

 

医
療

療
養

病
床

 
（
 
 
 
 
 
）
床

 
（
 
 
 
 
 
 
）
人
／
日

 

介
護

療
養

病
床

 
（
 
 
 
 
 
）
床

 
（
 
 
 
 
 
 
）
人
／
日

 

全
 

 
体

 
（
 
 
 
 
 
）
床

 
（
 
 
 
 
 
 
）
人
／
日

 

⑥
貴

院
の

入
院

基
本

料
は

次
の

い
ず

れ
に

該
当

し
ま

す
か

。
（

平
成

2
7
年

1
2
月

末
時

点
）

 
※

○
は

１
つ

 

0.
 休

床
中

 
1.

 有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
→
（
１
 
 
２
 
 
３
 
 
４
 
 
５
 
 
６
）

 
2.

 有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
→
（
Ａ
 
 
Ｂ
 
 
Ｃ
 
 
Ｄ
 
 
Ｅ
）

 

⑦
診

療
報

酬
上

の
施

設
基

準
の

届
出

の
あ

る
も

の
（

平
成

2
7
年

1
2
月

末
時

点
）

 
※

あ
て

は
ま

る
番

号
す

べ
て

に
○

 

0.
 以

下
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い

 
1.

 機
能
強
化
型
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
（
単
独
型
・
連
携
型
）

 
2.

 在
宅
療
養
支
援
診
療
所

 
3.

 診
療
所
療
養
病
床
療
養
環
境
加
算

 
4.

 診
療
所
療
養
病
床
療
養
環
境
改
善
加
算

 
5.

 医
師
配
置
加
算
１

 
6.

 医
師
配
置
加
算
２

 
7.

 看
護
配
置
加
算
１

 
 

8.
 看

護
配
置
加
算
２

 
9.

 夜
間
看
護
配
置
加
算
１

 
10

. 
夜
間
看
護
配
置
加
算
２

 
11

. 
看
護
補
助
配
置
加
算
１

 
12

. 
看
護
補
助
配
置
加
算
２

 
13

. 
有
床
診
療
所
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算

 
14

. 
時
間
外
対
応
加
算
１

 
15

. 
時
間
外
対
応
加
算
２

 
 

16
. 
時
間
外
対
応
加
算
３

 
17

. 
地
域
包
括
診
療
加
算

 
18

. 
地
域
包
括
診
療
料

 

 
2 

⑧
院

内
で

の
死

亡
者

数
 

（
平

成
2
7
年

7
月

～
1
2
月

の
半

年
間

）
 

 
約
（
 
 
 
 
 
 
 
）
人

 

⑨
往

診
料

の
算

定
回

数
 

（
平

成
2
7
年

1
2
月

１
か

月
間

）
 

 
（
 
 
 
 
 
 
 
）
回

 

⑩
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

の
算

定
回

数
 

（
平

成
2
7
年

1
2
月

１
か

月
間

）
 

 
（
 
 
 
 
 
 
 
）
回

 

⑪
在

宅
時

医
学

総
合

管
理

料
の

算
定

回
数

 
（

平
成

2
7
年

1
2
月

１
か

月
間

）
 

 
（
 
 
 
 
 
 
 
）
回

 

⑫
特

定
施

設
入

居
時

等
在

宅
時

医
学

総
合

管
理

料
の

算
定

回
数

（
平

成
2
7
年

1
2
月

１
か

月
間

）
 

（
 
 
 
 
 
 
 
）
回

 

⑬
貴

法
人

・
関

連
法

人
が

運
営

し
て

い
る

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
の

有
無

 
 

1.
 あ

り
 
 
 
 

2.
 な

し
 

⑭
貴

院
と

同
一

・
隣

接
敷

地
内

の
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
有

無
 

 
1.

 あ
り
 
 
 
 

2.
 な

し
 

⑮
連

携
し

て
い

る
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

数
 

 
（
 
 
 
 
 
 
 
）
事
業
所

 

⑯
他

施
設
・
他

事
業

所
と

の
主

な
連

携
担

当
者

 

 
※

○
は

１
つ
 

1.
 医

師
 
 
 
 

2.
 看

護
師
・
准
看
護
師
 
 

3.
 社

会
福
祉
士
 

 
4.

 事
務
職
員
 
 

5.
 担

当
者
は
い
な
い
・
決
ま
っ
て
い
な
い

 
6.

 そ
の
他
（

具
体

的
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 
 ２

．
貴

院
の

短
期

入
所

療
養

介
護

（
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

）
の

提
供

状
況

等
に

つ
い

て
お

伺
い

し
ま

す
。

 

①
貴

院
で

は
、
「

短
期

入
所

療
養

介
護

（
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

）
」

指
定

の
届

出
を

し
て

い
ま

す
か

。
 

※
あ

て
は

ま
る

番
号

す
べ

て
に

○
 

1.
 介

護
療
養
病
床
に
つ
い
て
、
み
な
し
で
指
定
さ
れ
て
い
る

 
2.

 医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
届
出
を
し
、
指
定
さ
れ
た
 
→
指
定
病
床
数
：（

 
 
 
 
）
床

 
3.

 一
般
病
床
に
つ
い
て
届
出
を
し
、
指
定
さ
れ
た
 
→
指
定
病
床
数
：（

 
 
 
 
）
床

 
4.

 そ
の
他
（

具
体

的
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 
②

貴
院

で
は

、
い

つ
か

ら
有

床
診

療
所

で
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

を
提

供
し

て
い

ま
す

か
。

 

平
成
（
 
 
 
 
 
）
年
頃
か
ら

 

 
③

貴
院

で
は

、
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

の
申

請
を

行
う

際
に

お
困

り
に

な
っ

た
こ

と
は

あ
り

ま
し

た
か

。
 

1.
 あ

っ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
 な

か
っ
た

→
質

問
④

へ
 

 
③

-
1
ど

の
よ

う
な

点
で

お
困

り
に

な
り

ま
し

た
か

。
※

あ
て

は
ま

る
番

号
す

べ
て

に
○

 

1.
 ど

の
よ
う
な
手
続
き
を
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
り
に
く
か
っ
た
こ
と

 
2.

 申
請
窓
口
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

 
3.

 申
請
書
類
が
多
く
複
雑
で
、
書
類
作
成
に
多
大
な
時
間
を
要
し
た
こ
と

 
4.

 相
談
相
手
が
い
な
か
っ
た
こ
と

 
5.

 そ
の
他
（

具
体

的
に

 
 

 
）

 
 

④
貴

院
で

は
、

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

を
ど

の
よ

う
に

周
知

し
て

い
ま

す
か

。
 

※
あ

て
は

ま
る

番
号

す
べ

て
に

○
 

0.
 特

に
何
も
し
て
い
な
い

 

1.
 診

療
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
示

 
 

2.
 ポ

ス
タ
ー
の
院
内
掲
示

 
3.

 リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
チ
ラ
シ
等
の
作
成
・
院
内
で
の
備
付
け

 
4.

 連
携
し
て
い
る
医
療
機
関
に
周
知
・
情
報
提
供

 
5.

 連
携
し
て
い
る
介
護
施
設
・
事
業
所
に
周
知
・
情
報
提
供

 
6.

 居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
周
知
・
情
報
提
供

 
7.

 地
域
の
医
療
・
介
護
関
係
者
の
会
議
等
で
情
報
提
供

 
8.

 自
院
の
患
者
・
家
族
等
に
情
報
提
供

 
9.

 そ
の
他
（

具
体

的
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
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⑤
貴

院
が

、
有

床
診

療
所

で
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

を
提

供
し

て
い

る
最

大
の

理
由

は
何

で
す

か
。

※
○

は
1
つ

だ
け

 

1.
 か

か
り
つ
け
医
と
し
て
の
機
能
が
強
化
で
き
る

 
2.

 患
者
家
族
の
負
担
を
軽
減
で
き
る

 
3.

 医
療
の
担
保
さ
れ
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
提
供
が
で
き
る
こ
と
で
、
地
域
の
在
宅
医
療
の
推
進
に
貢
献
で
き
る

 
4.

 医
療
と
介
護
を
一
体
化
し
た
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
貢
献
で
き
る

 
5.

 空
き
ベ
ッ
ド
の
活
用
に
よ
り
、
病
床
利
用
率
が
上
が
り
、
有
床
診
療
所
と
し
て
の
経
営
が
安
定
す
る

 
6.

 介
護
保
険
分
野
に
進
出
す
る
き
っ
か
け
が
で
き
る

 
7.

 そ
の
他
（

具
体

的
に

 
 

 
）

 

 
⑥

貴
院

に
お

け
る

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
で

主
に

ど
の

よ
う

な
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

て
い

ま
す

か
。

複
数

あ
て

は
ま

る
場

合
は

、
最

も
頻

度
の

高
い

も
の

を
１

つ
だ

け
お

答
え

く
だ

さ
い

。
※

○
は

1
つ

だ
け

 

1.
 利

用
者
の
心
身
の
状
況
か
ら
移
動
が
困
難
で
あ
り
、
ベ
ッ
ド
上
で
の
拘
縮
予
防
の
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
を
実
施
し
て
い
る

 
2.

 利
用
者
の
心
身
の
状
況
か
ら
病
室
や
廊
下
等
で
、
身
体
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
を
実
施
し
て
い
る

 
3.

 機
能
訓
練
室
で
、
拘
縮
予
防
の
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
を
実
施
し
て
い
る

 
4.

 機
能
訓
練
室
で
、
身
体
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
を
実
施
し
て
い
る

 
5.

 ﾘ
ﾊ
ﾋ
ﾞ
ﾘ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
は
実
施
し
て
い
な
い

 
6.

 そ
の
他
（

具
体

的
に

 
 

 
）

 

 
⑦

貴
院

に
お

け
る

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
利

用
者

の
食

事
は

主
に

ど
の

よ
う

に
な

っ
て

い
ま

す
か

。
複

数
あ

て
は

ま
る

場
合

は
、

最
も

頻
度

の
高

い
も

の
を

１
つ

だ
け

お
答

え
く

だ
さ

い
。

※
○

は
1
つ

だ
け

 

1.
 可

能
な
限
り
離
床
を
行
い
、
病
室
又
は
ベ
ッ
ド
上
で
、
自
力
で
食
事
を
行
っ
て
い
る

 
2.

 可
能
な
限
り
離
床
を
行
い
、
病
室
又
は
ベ
ッ
ド
上
で
、
介
助
を
必
要
と
し
な
が
ら
食
事
を
行
っ
て
い
る

 
3.

 可
能
な
限
り
離
床
を
行
い
、
病
室
又
は
ベ
ッ
ド
上
で
、
経
管
栄
養
等
を
行
っ
て
い
る

 
4.

 食
堂
で
、
自
力
で
食
事
を
行
っ
て
い
る

 
5.

 食
堂
で
、
介
助
を
必
要
と
し
な
が
ら
食
事
を
行
っ
て
い
る

 
6.

 食
堂
で
、
経
管
栄
養
等
を
行
っ
て
い
る

 
7.

 点
滴
等
に
よ
り
水
分
・
栄
養
を
提
供
し
て
お
り
、
食
事
等
は
行
っ
て
い
な
い

 
8.

 そ
の
他
（

具
体

的
に

 
 

 
）

 

 
⑧

貴
院

に
お

け
る

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
利

用
者

の
入

浴
等

は
ど

の
よ

う
に

な
っ

て
い

ま
す

か
。

複
数

あ
て

は
ま

る
場

合
は

、
最

も
頻

度
の

高
い

も
の

を
１

つ
だ

け
お

答
え

く
だ

さ
い

。
※

○
は

1
つ

だ
け

 

1.
 浴

室
に
移
動
し
、
自
力
で
浴
槽
・
シ
ャ
ワ
ー
等
で
の
入
浴
等
を
行
っ
て
い
る

 
2.

 浴
室
に
移
動
し
、
介
助
を
必
要
と
し
な
が
ら
浴
槽
・
シ
ャ
ワ
ー
等
で
の
入
浴
等
を
行
っ
て
い
る

 
3.

 利
用
者
の
心
身
の
状
況
か
ら
浴
室
へ
の
移
動
が
困
難
で
あ
り
、
清
拭
を
行
っ
て
い
る

 
4.

 本
来
、
浴
室
へ
の
移
動
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
清
拭
を
行
っ
て
い
る

 
5.

 そ
の
他
（

具
体

的
に

 
 

 
）

 

 
⑨

貴
院

に
お

け
る

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
利

用
者

は
、

機
能

訓
練

室
を

ど
の

程
度

利
用

し
て

い
ま

す
か

。
複

数
あ

て
は

ま
る

場
合

は
、

最
も

頻
度

の
高

い
も

の
を

１
つ

だ
け

お
答

え
く

だ
さ

い
。

※
○

は
1
つ

だ
け

 

1.
 頻

回
に
利
用
し
て
い
る

 
 

2.
 よ

く
利
用
し
て
い
る

 
3.

 ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い
な
い

 
 

4.
 ま

っ
た
く
利
用
し
て
い
な
い

 
 

⑩
貴

院
に

お
け

る
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

利
用

者
は

、
食

堂
を

ど
の

程
度

利
用

し
て

い
ま

す
か

。
複

数
あ

て
は

ま
る

場
合

は
、

最
も

頻
度

の
高

い

も
の

を
１

つ
だ

け
お

答
え

く
だ

さ
い

。
※

○
は

1
つ

だ
け

 

1.
 頻

回
に
利
用
し
て
い
る

 
 

2.
 よ

く
利
用
し
て
い
る

 
3.

 ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い
な
い

 
 

4.
 ま

っ
た
く
利
用
し
て
い
な
い
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⑪

貴
院

に
お

け
る

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
利

用
者

は
、

浴
室

を
ど

の
程

度
利

用
し

て
い

ま
す

か
。

複
数

あ
て

は
ま

る
場

合
は

、
最

も
頻

度
の

高
い

も
の

を
１

つ
だ

け
お

答
え

く
だ

さ
い

。
※

○
は

1
つ

だ
け

 

1.
 頻

回
に
利
用
し
て
い
る

 
 

2.
 よ

く
利
用
し
て
い
る

 
3.

 ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い
な
い

 
 

4.
 ま

っ
た
く
利
用
し
て
い
な
い

 
 

⑫
貴

院
で

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

の
提

供
実

績
に

つ
い

て
具

体
的

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

 
※

1
）

利
用

者
数

：
対

象
期

間
中

に
同

じ
人

が
何

回
利

用
し

て
も

「
1
人

」
と

数
え

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

2
）

延
べ

利
用

者
数

：
例

え
ば

、
利

用
者

Ａ
さ

ん
が

対
象

期
間

中
に

３
回

利
用

し
て

い
れ

ば
「

3
人

」
と

数
え

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

3
）

延
べ

日
数

：
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

を
提

供
し

た
延

べ
日

数
を

お
書

き
く

だ
さ

い
。

例
え

ば
、

Ａ
さ

ん
が

通
算

1
0
日

利
用

、
Ｂ

さ
ん

が

1
5
日

利
用

、
Ｃ

さ
ん

が
2
日

利
用

の
場

合
、
「

2
7
日

」
と

数
え

ま
す

。
 

 
1
）
利

用
者

数
 

2
）
延

べ
利

用
者

数
 

3
）
延

べ
日

数
 

平
成

2
7
年

7
月

～
1
2
月

の
半

年
間

 
（

 
 

 
 

 
 

）
人

 
（

 
 

 
 

 
 

）
人

 
（

 
 

 
 

 
 

）
日

 

 
⑬

貴
院

で
の

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
利

用
者

数
は

1
年

前
と

比
較

し
て

ど
の

よ
う

に
変

化
し

て
い

ま
す

か
。

 
※

最
も

近
い

も
の

1
つ

に
○

 

1.
 増

え
た

 
2.

 や
や
増
え
た

 
 

3.
 変

わ
ら
な
い

 
 

 
4.

 や
や
減
っ
た

 
5.

 減
っ
た

 
 

6.
 わ

か
ら
な
い

 
 

⑭
貴

院
で

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

利
用

者
数

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

評
価

し
て

い
ま

す
か

。
 

※
最

も
近

い
も

の
1
つ

に
○

 

1.
 多

い
 

2.
 ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
多
い

 
3.

 ち
ょ
う
ど
よ
い

 
 

 
4.

 ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
少
な
い

 
5.

 少
な
い

 
 

6.
 わ

か
ら
な
い

 
  ３

．
短

期
入

所
療

養
介

護
（

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
）

に
関

す
る

お
考

え
等

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
 

①
貴

院
が

あ
る

地
域

で
は

、
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

の
提

供
量

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

な
状

況
と

お
考

え
で

す
か

。
 

※
最

も
近

い
も

の
1
つ

に
○

 

1.
 充

足
し
て
い
る

 
 

2.
 ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
足
り
て
い
る

 
3.

 ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
足
し
て
い
る

 
4.

 不
足
し
て
い
る

 
5.

 わ
か
ら
な
い

 

 
②

貴
院

で
は

、
今

後
、

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
の

提
供

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

な
ご

意
向

を
お

持
ち

で
す

か
。

 
※

最
も

近
い

も
の

1
つ

に
○

 

1.
 増

や
し
た
い
・
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
増
や
し
た
い

 
2.

 現
状
と
同
じ
程
度
で
よ
い

 
 

 
3.

 減
ら
し
た
い
・
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
減
ら
し
た
い

 
4.

 わ
か
ら
な
い

 
 

③
今

後
、

ど
の

よ
う

な
支

援
・

方
策

が
あ

れ
ば

、
新

た
に

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
を

実
施

す
る

有
床

診
療

所
が

増
え

る
と

思
い

ま
す

か
。

 

※
あ

て
は

ま
る

番
号

す
べ

て
に

○
 

1.
 有

床
診
療
所
が
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
提
供
す
る
制
度
に
つ
い
て
の
行
政
担
当
者
へ
の
普
及
啓
発

 
2.

 有
床
診
療
所
が
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
提
供
す
る
制
度
に
つ
い
て
の
医
療
関
係
者
へ
の
普
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啓
発
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ト
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イ
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置
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げ
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 シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
中
の
医
療
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置
に
対
す
る
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来
高
払
い
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範
囲
の
拡
大

 
10

. 
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
の
新
設

 
11

. 
そ
の
他
（

具
体

的
に

 
 

 
 

）
 

 
③

-
1
 

上
記

③
の

う
ち

で
最

も
有

効
な

支
援
・
方

策
は

何
で

す
か

。
選

択
肢

1
.
～

1
1
.
の

中
か

ら
あ

て
は

ま
る

番
号

を
１

つ
だ

け
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
（

例
：
「

3
.
シ

ョ
ー

ト
申

請
手

続
き

の
簡

素
化

」
で

あ
れ

ば
回

答
欄

に
「

3
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
）

 

 



5 

 
④

今
後

、
ど

の
よ

う
な

支
援

・
方

策
が

あ
れ

ば
、

有
床

診
療

所
で

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

提
供

量
が

増
え

て
い

く
と

思
い

ま
す

か
。

 

※
あ

て
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床
診
療
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ョ
ー
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テ
イ
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供
す
る
制
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つ
い
て
の
行
政
担
当
者
へ
の
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及
啓
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イ
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用
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囲
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拡
大

 
8.

 シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
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新
設

 
9.
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域
で
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シ
ョ
ー
ト
ス
テ
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提
供
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の
作
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・
ケ
ア
マ
ネ
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へ
の
配
布
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そ
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に

 
 

 
 

）
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-
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上
記

④
の

う
ち
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最

も
有

効
な
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援
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方
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何
で

す
か
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選
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.
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か
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あ

て
は
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る

番
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つ
だ

け
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く
だ
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診
療

所
が

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
を

提
供
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る
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よ
う
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果
が

あ
り

ま
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た
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。
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収
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に

貢
献

し
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推
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究
事

業
で
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、
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床

診
療

所
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シ
ョ
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ト

ス
テ
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提

供
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感
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れ
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例
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あ
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診
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シ
ョ

ー
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テ
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ら
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シ
ョ

ー
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ス
テ
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提

供
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で
き

た
事

例
な

ど
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ざ

い
ま

し
た

ら
、

お
書

き
く
だ

さ
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